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会社支配と株主聞の合意

序

説
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二
車
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
閉
鎖
的
株
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会
社
と
株
主
の
地
位

第
二
章
議
決
権
拘
束
契
約

【
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【
ニ
】
有
効
性
に
関
す
る
従
来
の
判
例
の
見
解

【
三
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有
効
要
件

【
毘
】
契
約
違
反
に
対
す
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救
済
方
法
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【
五
】
制
定
法

第
三
章
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状

【

ニ

緒

説

【
一
己
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
る
た
め
の
要
件

【
=
ロ
制
定
法
(
以
上
本
号
)

【
囚
】
議
決
権
信
託
と
の
比
較
(
以
下
次
号
)

第
四
章
そ
の
他
の
議
決
権
行
使
に
関
す
る
株
主
聞
の
合
意

第
五
章
取
締
役
の
裁
量
権
の
制
約
と
株
主
聞
の
合
意

結

語

資

序

説

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
個
人
会
社
或
い
は
中
小
規
模
の
会
社
が
数
多
く
存

い
い
)
殊
に
戦
後
の
会
社
形
態
を
と
る
企
業
の
激
増
は
、
そ
の
多
く
が
個
人
企

業
の
法
人
形
態
へ
の
転
換
、
い
わ
ゆ
る
法
人
成
り
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
経
営
の
実
体
は
個
人
企
業
の
ま
ま
で
株
式
会
社
の
衣
を
着

(
2
)
 

る
「
株
式
会
社
成
り
」
と
み
ら
れ
る
会
社
が
少
な
く
な
い
。

か
よ
う
な
「
株
式
会
社
成
り
」
が
行
な
わ
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
一
般
的

に
、
私
法
上
は
、

ω
社
員
の
有
限
責
任
、

ω
共
同
出
資
の
可
能
性
、

ω

一一「一一J

株
式
の
自
由
譲
渡
性
、

ω
企
業
会
計
の
明
確
化
、
例

経
営
の
合
理

企
業
の
存
続
維
持
、
な
ど
が
計
ら
れ
得
る
こ
と
、
税
法
上
は
、
個

人
企
業
よ
り
も
税
負
担
の
軽
減
が
計
ら
れ
得
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
し

か
し
、
現
実
に
は
、
株
式
会
社
に
し
た
方
が
取
引
上
有
利
で
あ
る
、
及
び
節

vu
、
Aw

f

(

 

税
と
な
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
、
他
は
余
り
大
き
な
理

〈

4
〉

由
と
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
簡
易
化
さ
れ
た
株
式
会
社
と

し
て
中
小
規
模
の
会
社
形
態
に
適
す
る
よ
う
に
企
図
さ
れ
、
立
法
技
術
の

大
傑
作
と
し
て
ド
イ
ツ
が
生
み
各
国
に
お
い
て
中
小
規
模
の
会
社
形
態
に

適
し
た
立
法
の
模
範
と
し
て
導
入
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
有
限
会
社
制
度
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5〉も
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
に
し
た
方
が
社
会
的
信
用
が
得
ら
れ

(
6〉

る
と
い
う
特
殊
日
本
的
な
理
由
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
利
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
零

細
企
業
或
い
は
中
小
企
業
に
も
株
式
会
社
形
態
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
少
な

く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
中
小
規
模
の
株
式
会
社
の
増
大
も
、
そ
れ
に
対
し

て
予
定
し
て
い
る
法
が
現
実
に
規
範
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が

一
般
に

「
株
式
会
社
成
り
」
と
み
ら
れ
る
或

い
は
そ
れ
に
類
す
る
中
小
規
模
の
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
本
来
無
機
能
資

本
の
集
中
と
そ
れ
に
よ
り
大
企
業
を
経
営
す
る
機
構
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
、
原
則
と
し
て
強
行
的
規
準
を
定
立
し
て
干
渉
す
る
と
と
も

に
、
裁
判
所
の
後
見
的
作
用
を
広
汎
に
規
定
し
て
い
る
株
式
会
社
法
を
現
実

に
守
ら
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
更
に
は
、
株
式
会
社
法
の
存
在
が

)
 
]
 
(
 

か
え
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
可
及
的
に
そ
の
適
用
を
免
れ
よ
う
と
す

会社支配と株主間の合意

る
。
即
ち
、
法
と
経
済
的
現
実
と
の
刑
離
は
、
こ
と
、
中
小
規
模
の
株
式
会

社
を
問
題
と
す
る
限
り
、
株
式
会
社
法
に
お
い
て
は
数
多
く
存
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
見
せ
金
に
よ
る
株
金
払
込
及
び
名
義
株
主
の
問
題
が
主

と
し
て
中
小
規
模
の
会
社
に
お
い
て
争
わ
れ
、
ま
た
、
株
主
総
会
・
取
締
役

会
の
手
続
を
怠
り
登
記
の
必
要
な
ど
か
ら
単
に
議
事
録
の
み
を
作
成
す
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
小
規
模
の
会
社
に
お
け
る
株
主
総
会
の

決
議
の
環
庇
を
争
う
訴
え
の
殆
ん
ど
が
決
議
不
存
在
確
認
と
な
っ
て
現
わ
れ

(
8〉

る
こ
と
、
な
ど
に
よ
っ
て
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
株
式
会
社
法
は
、
大
会
社
に
と
っ
て
は
規
範
で
あ
る
が
、
中
小
規

模
の
会
社
に
と
っ
て
は
空
文
に
過
ぎ
ず
、
か
え
っ
て
法
の
潜
脱
を
口
実
と
し

て
裁
判
所
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
会
社
の
支
配
権
を
奪
お
う
と
す
る
闘
争

の
武
器
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
が
摘
指
さ
れ
、
中
小
規
模
の
会
社
に
お
け
る

紛
争
に
つ
い
て
法
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
裁
判
官
と
し
て
の
正
義
感

に
反
す
る
と
い
う
訴
え
が
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
時
、

中
小
規
模
の
株
式
会
社
に
関
す
る
法
理
論
或
い
は
立
法
に
よ
る
解
決
の
必
要

性
が
、
商
法
学
の
一
つ
の
重
要
な
現
代
的
課
題
と
し
て
、
論
議
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
。

本
稿
も
、
か
よ
う
な
現
状
に
何
ら
か
の
解
決
の
糸
口
を
与
え
る
べ
く
、
ま

ず
、
比
較
法
的
研
究
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
閉
鎖
的
株
式
会
社

合一色一月

2
己

o
E可

Z
5
8弓
白
血
門
5
と
を
め
ぐ
る
法
律
上
の
一
つ
の
課

題
と
し
て
数
多
く
問
題
と
さ
れ
て
い
る
、
種
々
の
株
主
聞
の
合
意

(
m
E
2
1

7
0
5
2
ω
.
a
Z
2耳
去
る
に
つ
い
て
紹
介
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)

商
法
施
行
の
頃
に
一
万
前
後
で
出
発
し
た
会
社
数
が
、
明
治
三
六
年

か
ら
昭
和
二
八
年
ま
で
の
五

0
年
間
に
約
三
六
倍
、
昭
和
三
八
年
ま

で
の
六

0
年
間
で
約
六

O
倍
に
増
加
し
て
い
る
が
、
資
本
金
二

O
O万
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円
未
満
の
会
社
が
、
昭
和
二
八
年
に
は
全
会
社
数
〈
資
本
金
不
明
の
会

社
を
入
れ
て
〉
の
八
三

M
余
を
占
め
、
一

0
0
0万
円
未
満
の
会
社
が

昭
和
二
八
年
で
約
九
O
%
、
昭
和
三
九
年
で
も
約
八
』
%
で
あ
り
、
戦

後
の
わ
が
国
に
お
け
る
会
社
数
の
激
増
は
会
社
企
業
の
零
細
化
と
い
う

形
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
会
社
数
の
推
移
お
よ
び
規

模
別
会
社
総
数
の
統
計
に
つ
い
て
は
、
矢
沢
淳
編
「
現
代
法
と
企
業
」

(
昭
引
)
二
五
頁
以
下
、
第
一
・
二
表
、
矢
沢
H
鴻
「
会
社
法
の
展
開

と
課
題
」
(
昭
伺
〉
一
ム
ハ
O
頁
以
下
第
二
表
・
第
五
表
参
照
。

な
お
、
従
業
員
規
模
別
企
業
数
に
つ
い
て
は
、
「
中
小
企
業
白
書
昭

和
三
八
年
度
版
」
コ
二
九
頁
付
表
一
の
斗
参
照
。
そ
こ
で
は
、
製
造
業

の
例
で
、
従
業
員
一

0
0人
未
満
の
企
業
数
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)

戦
後
の
会
社
数
の
激
増
の
殆
ん
ど
は
有
限
会
社
、
株
式
会
社
で
あ
る

が
(
種
類
別
会
社
数
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
現
代
法
と
企
業
」

三
二
頁
、
第
一
・
五
表
参
照
〉
、
登
記
簿
上
の
種
類
別
会
社
数
で
み
る

と
、
昭
和
三
七
年
で
、
合
名
会
社
が
約
五
万
、
合
資
会
社
が
約
二
一
万
、

有
限
会
社
が
約
三
四
万
、
株
式
会
社
が
約
五
七
万
、
昭
和
四
一
年
で
は
、

合
名
会
社
が
約
五
万
、
合
資
会
社
が
約
二
O
万
、
有
限
会
社
が
約
五
O

万
、
株
式
会
社
が
約
八
O
万
で
、
株
式
会
社
が
圧
倒
的
に
多
い
(
前
掲

「
現
代
法
と
企
業
」
三
一
一
一
一
員
第
一
・
六
表
、
前
掲
「
会
社
法
の
展
開
と

課
題
」
一
ム
ハ

0
・
二
二
頁
第
一
表
〉
。
そ
し
て
、
株
式
会
社
の
前
身

が
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
神
戸
大
学
の
会
社
規
模
研
究
会
が
、
昭

和
三
六
年
か
ら
二
年
間
に
わ
た
り
神
戸
市
を
中
心
と
し
て
資
本
金
一
億

資

円
未
満
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
行
な
っ
た
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
個
人

企
業
か
ら
株
式
会
社
へ
の
転
換
が
約
半
数
を
占
め
、
前
身
が
有
限
会

社
、
合
資
会
社
、
合
名
会
社
で
あ
っ
た
も
の
を
加
え
る
と
、
株
式
会
社

成
り
と
思
わ
れ
る
も
の
が
六
二
%
余
を
占
め
て
い
る
(
会
社
規
模
研
究

会
「
小
規
模
株
式
会
社
の
法
的
実
態
」
神
戸
法
学
雑
誌
一
一
一
一
巻
四
号
五

六
二
頁
・
第
三
八
表
)
。

〈
3
)

税
法
上
、
法
人
成
り
を
す
る
こ
と
に
よ
る
利
点
と
し
て
は
、
第
一
に
、

所
得
税
率
が
累
進
税
率
で
、
法
人
税
率
が
比
例
税
率
で
あ
る
関
係
上
、

法
人
成
り
を
し
、
所
得
を
内
部
に
留
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
利

益
に
対
す
る
税
負
担
は
法
人
税
率
と
事
業
主
の
所
得
税
の
上
積
税
率
と

の
相
違
分
だ
け
軽
減
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
個
人
企
業
の
場
合
に

は
、
企
業
利
益
た
る
事
業
所
得
は
事
業
者
個
人
の
所
得
と
さ
れ
、
家
族

の
間
に
分
割
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
の
に
対
し
、
法
人
成
り
を
し
た

場
合
に
は
、
家
族
従
業
員
に
対
す
る
給
与
の
形
で
(
こ
の
給
与
は
法
人

所
得
の
計
算
上
必
要
経
費
と
さ
れ
る
)
企
業
利
益
を
家
族
問
に
分
割
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
所
得
税
に
お
け
る
超
過
累
進
税

率
構
造
の
か
ら
く
り
か
ら
、
後
者
の
方
が
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ

と
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
な
お
、
君
塚
芳
郎
「
中
小

企
業
の
税
金
と
経
営
」
(
講
座
・
中
小
企
業
3
)
一
一
九
一
頁
以
下
、
酒

巻
H
新
井
「
商
法
と
税
法
」
一
一
一
頁
以
下
、
原
一
郎
「
株
式
会
社
の
設
立

と
税
務
」
(
平
出
慶
道
「
株
式
会
社
の
設
立
」
所
収
・
コ
一
四
O
頁
以

下
〉
、
前
掲
「
現
代
法
と
企
業
」
四
二
・
四
三
頁
、
遠
藤
湘
吉
「
中
小

企
業
と
法
人
成
り
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
三
号
四
五
・
四
六
頁
参
照
。
も
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っ
と
も
、
所
得
が
一
五

O
万
円
以
下
の
場
合
に
は
個
人
企
業
の
方
が
安

く
、
一
六
五
万
円
で
ほ
ぼ
等
し
く
な
り
、
そ
れ
以
上
で
は
じ
め
て
法
人

企
業
形
態
の
方
が
安
く
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
一
二
戸
岡
「
株

式
会
社
法
入
門
」
六
頁
)
。

(
4
)
前
掲
神
戸
大
学
の
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
取
引
上
の
利
益
、
会
計
の

明
確
化
、
税
負
担
の
軽
減
が
株
式
会
社
に
し
た
動
機
の
上
位
を
占
め
、

ま
た
、
東
大
会
社
法
調
査
研
究
会
が
、
下
級
民
事
判
例
集
お
よ
び
東
京

地
裁
の
事
件
簿
に
掲
載
さ
れ
た
小
規
模
な
株
式
会
社
を
対
象
に
行
な
っ

た
実
態
調
査
で
も
、
企
業
会
計
が
明
確
に
な
る
、
銀
行
や
取
引
先
に
信

用
が
つ
く
、
税
金
が
安
く
な
る
を
個
人
企
業
に
対
す
る
利
点
と
し
て
答

え
た
会
社
、
が
多
い
。

)
 
1
 
(
 

¥¥  会社数

株式会社¥ l神戸市|その他1 計開
にした動機 ¥¥  

税金が安くなると|日021 291 131! 
思った l いULI L"I '0 '1 
金融がうけやすくつ 1nl "0! C 
くなると思った |斗乙 1UI JLI U 

会計がはっきりす1 1131 351 1481 る 1101 Vvj I"""TUI 

取引上株式会社に|刊ヲ| 川| つAnl
した方が有利 LU11 刊 日 "1
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1又りりzし:Q '1 LI "1 
大資本を必要とす
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その他

661 4 

一一一一一1~1_191~1_5
判!日I 718 

18 48 

会社支配と株主間の合意

ムー一言ロ

的

第

法

頁

の

3

社
日

ム一品式
号

株

4

模

巻

規
何
日

小

誌
「

雑

会

学
究

法

研

戸

模

神
規
」

社

態

表

会

実

印

個人企業に対する利点 i会社数
企業会計が明確になる 43 

多額の資本金が集めやす 17 し、

銀行や取引先に信用がつ 17 
く

税金が安くなる 10 

会任社の債免務除に対する個人責 3 

回答なし

計 91 

東大会社法調査研究会「法的観

点から見た小規模な株式会社

( II )J商事法務203号、13頁第3
表

(
5
〉
有
限
会
社
法
が
ド
イ
ツ
で
生
み
出
さ
れ
た
経
過
及
び
各
国
へ
の
影
響

に
つ
い
て
は
、
喜
多
川
「
有
限
会
社
法
の
比
較
法
的
研
究

H
」
法
協
六

九
巻
二
号
一
四
九
頁
以
下
、
現
代
外
国
法
典
叢
害
(
独
逸
商
法
W
)
一

|
一
一
一
一
一
貝
が
詳
し
い
。

(
6
)

前
掲
註
(
4
)
で
も
、
株
式
会
社
に
し
た
理
由
と
し
て
、
取
引
上
の
利

益
を
あ
げ
た
も
の
が
多
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
前
掲
の
神
戸
大

学
の
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
有
限
会
社
に
し
な
か
っ
た
理
由
を
答
え
た

五
五
社
中
三
九
社
が
、
有
限
会
社
で
は
社
会
的
信
用
が
う
す
い
こ
と
を

あ
げ
(
神
戸
法
学
雑
誌
一
一
一
一
巻
四
号
・
五
五
四
頁
・
第
二

O
表
)
、
同

じ
く
前
婦
の
東
大
の
実
態
調
査
で
も
、
有
限
会
社
に
対
す
る
株
式
会
社

の
利
点
と
し
て
、
有
限
会
社
で
は
社
会
的
信
用
が
う
す
い
と
答
え
た
会

社
が
、
八
三
社
中
三
入
社
で
一
番
多
い
(
商
事
法
務
二

O
三
号
・
一
一
二

北法21(2・107)295



料

頁
・
第
四
表
)
。

な
お
、
最
低
資
本
金
制
度
を
実
質
的
に
設
け
て
い
な
い
こ
と
も
株
式

会
社
が
利
用
さ
れ
る
理
由
と
み
ら
れ
る
が
、
更
に
、
「
株
式
会
社
の
規

定
を
潜
ぐ
る
に
さ
し
て
困
難
を
生
じ
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
は
、
あ

え
て
強
い
て
不
利
な
有
限
会
社
組
織
を
選
ぶ
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ

る
」
と
の
指
摘
(
長
谷
部
茂
吉
「
裁
判
会
社
法
」
二
四
四
頁
)
は
痛
烈

で
あ
る
。

(
7
〉
登
記
簿
上
の
資
本
金
別
株
式
会
社
数
で
み
る
と
、
昭
和
四

O
年
で
、

総
数
七

O
万
の
う
ち
資
本
金
一

O
O万
円
未
満
の
規
模
の
も
の
が
約
四

一
%
、
こ
れ
に
一

0
0
0万
円
未
満
の
も
の
を
加
え
る
と
約
九
三
%
に

達
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
「
現
代
法
と
企
業
」
一
-
一
四
頁
・

第
一
・
八
表
)
。
そ
し
て
、
法
人
税
法
上
同
族
会
社
と
認
め
ら
れ
る
も

の
が
、
株
式
会
社
に
お
い
て
も
圧
倒
的
に
多
い
(
「
現
代
法
と
企
業
」

三
四
頁
・
第
一
・
七
表
、
前
掲
「
中
小
企
業
の
税
金
と
経
営
」
二
九
二

頁
・
第
三
表
参
照
)
。

(
8
〉
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、
長
谷
部
「
裁
判
会
社
法
」
の
随

所
に
み
ら
れ
て
い
る
(
特
に
、
七
頁
・
二
四
五
|
二
六
三
頁
参
照
)
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
争
い
の
多
く
は
下
級
審
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
最
近
、
最
高
裁
で
も
中
小
規
模
の
株
式
会
社
特
有
の
問
題

が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
見
せ
金
に
よ
る
払
込
に
つ
い
て

は
、
既
に
、
こ
れ
を
、
会
社
成
立
後
の
借
入
金
返
済
の
期
間
、
払
込
金

が
会
社
資
金
と
し
て
運
用
さ
れ
た
事
実
、
或
い
は
、
借
入
金
の
返
済
が

会
社
の
資
金
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
の
有
無
な
ど
、
具
体
的
事
情
に
ょ
っ

資

て
無
効
と
す
る
判
決
(
最
判
昭
三
八
・
一
一
・
六
民
集
一
七
巻
一
一
一
号

一
六
一
二
三
頁
)
が
あ
る
が
、
他
人
の
承
諾
を
得
て
そ
の
名
義
を
用
い
て

株
式
の
引
受
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
名
義
貸
与
者
で
は
な
く
、
実
質
上

の
引
受
人
が
株
主
と
な
る
、
と
の
判
決
(
最
判
昭
四
二
・
一
一
・
一
七

民
集
一
二
巻
九
号
二
四
四
八
頁
〉
、
会
社
設
立
以
来
取
締
役
会
が
招
集

さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
取
締
役
の
改
選
も
な
く
、
ま
た
、
取
締
役
監
査

役
死
亡
後
の
改
選
・
登
記
も
な
く
、
当
該
会
社
の
株
式
の
大
部
分
が
実

質
的
な
個
人
企
業
主
に
所
有
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
事
情
の
も
と
で
は
、

商
法
二
六
五
条
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
、
松
本
正
雄
裁
判
官
の

意
見
(
最
判
昭
四
三
・
一
一
了
二
五
民
集
二
二
巻
二
二
号
三
五
一
一

頁
)
、
株
式
会
社
形
態
を
と
る
も
の
の
、
そ
の
実
質
は
個
人
企
業
と
認

め
ら
れ
、
法
人
格
が
全
く
の
形
骸
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
法
人
格
を

否
認
し
て
取
引
の
相
手
方
を
保
護
す
べ
き
、
と
す
る
い
わ
ゆ
る
法
人
格

否
認
の
法
理
を
適
用
し
た
判
決
(
最
判
昭
四
四
・
二
・
二
七
民
集
二
三

巻
二
号
五
一
一
一
良
〉
な
ど
で
あ
る
。

(
9
〉
長
谷
部
「
裁
判
会
社
法
」
は
し
が
き
及
び
一
二
i
l
六
頁
、
同
「
法
廷
か

ら
見
た
会
社
訟
の
問
題
点
」
商
事
法
務
一
七
九
号
二
l
四
頁
、
同
「
裁

判
官
か
ら
見
た
商
法
改
正
」
法
律
時
報
三
八
巻
一
一
号
一

O
頁
以
下
、

同
「
株
式
会
社
制
度
に
つ
い
て
の
反
省
」
(
「
現
代
法
と
企
業
」
し
お
り

所
収
)
。

(
叩
)
前
掲
長
谷
部
判
事
の
諸
論
文
の
他
に
、
中
小
規
模
の
株
式
会
社
に

関
す
る
種
々
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
法
理
論
或
い
は
立
法
に
よ
る
解

決
の
必
要
性
を
説
く
も
の
と
し
て
、
石
井
照
久
「
企
業
と
裁
判
」
(
「
商

北法21(2・108)296



法
に
お
け
る
基
本
問
題
」
所
収
・
三
頁
以
下
)
、
石
井
等
「
中
小
株
式

会
社
と
商
法
」
ジ
ュ
り
ス
ト
一
一
一
一
一
一
一
号
六
頁
以
下
、
鈴
木
竹
雄
「
株
式

会
社
制
度
」
(
「
戦
後
法
制
度
の
二

O
年
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
六
一
号
一

五
一
頁
以
下
)
、
西
原
寛
一
「
会
社
制
度
の
濫
用
」
〈
末
川
古
稀
記
念

「
権
利
の
濫
用
(
中
)
」
所
収
・
一
二
頁
以
下
)
、
富
山
康
士
口
「
商

事
判
例
の
特
徴
」
(
日
本
法
社
会
学
会
編
「
判
例
の
法
社
会
学
的
研

究
」
所
収
・
九
四
頁
以
下
)
、
同
「
現
代
資
本
主
義
主
法
の
理
論
」
一

九
七
・
一
九
八
頁
、
平
井
泰
太
郎
「
株
式
会
社
法
改
正
の
基
本
理
念
お

よ
び
構
想
」
(
「
株
式
会
社
の
法
理
論
と
実
際
」
所
収
・
一
頁
以
下
)
、

酒
巻
俊
雄
「
取
締
役
の
責
任
と
会
社
支
配
」
一
一
九
・
二
一

O
頁
、
前

掲
「
現
代
、
法
と
企
業
」
四
七

i
五
O
頁
・
五
四
頁
、
前
掲
「
会
社
法
の

展
開
と
課
題
」
一
五
九
l
一
七
五
頁
・
一
九
五
i
一
九
九
頁
な
ど
が
あ

る。

)
 

唱

i(
 

な
お
、
昭
和
四
一
年
の
商
法
改
正
で
、
定
款
で
取
締
役
会
の
同
意
を

要
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
株
式
の
譲
渡
制
限
を
認
め
(
商
法

二
O
四
条
一
司
君
、
ま
た
、
株
式
の
不
発
行
制
度
を
認
め
(
商
法
二
二

六
条
ノ
二
〉
、
若
干
、
中
小
規
模
の
株
式
会
社
を
念
頭
に
置
い
た
立
法

が
な
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
昭
和
四
二
年
五
月
二

日
に
法
制
審
議
会
商
法
部
会
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
株
式
会
社
の
監
査

役
制
度
強
化
に
関
す
る
問
題
点
の
摘
示
の
中
に
も
、
中
小
会
社
の
経
営

機
関
に
関
す
る
特
例
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
が
問
題
と
す
る
よ
う
な
中
小
規
模
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
ア

メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
殆
ん
ど
が
閉
鎖
的
株
式
会
社
合
一
己
認

会社支配と株主聞の合意

(
日
)

2
n
z
q
Z
E
B
G
D
E
E
)
と
い
う
言
葉
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
も
、
第
一
章
以
下
で
は
も
っ
ぱ
ら
閉
鎖
的
株
式
会
社
と
い

う
語
で
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
対
し
て
最
も
効
果
的
な
規
整
を
実
現
す

る
た
め
に
如
何
な
る
立
法
方
式
に
よ
る
べ
き
か
、
と
の
関
連
で
、
閉
鎖

的
株
式
会
社
の
定
義
づ
け
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
代
表
的
な

¥
1ノ

も
の
と
し
て
は
、

i
比
較
的
少
数
の
株
主
を
有
す
る
会
社
、
一
日
企
業
の

/

【

¥

、

h
ノ

〆

f
¥

所
有
と
経
営
が
事
実
上
一
致
し
て
い
る
会
社
、
…
山
株
式
が
証
券
市
場
で

一
般
に
取
引
さ
れ
て
い
な
い
会
社
、
の
大
体
三
様
の
定
義
づ
け
が
出
さ

、
}
ノ

れ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
し
ば
し
ば
引
用
す
る
オ
ニ

l
ル
は
山
の
立

場
を
と
る

(
C・
E
m
-
-
C
C揮
の
日
吉
E
C
S凹
H
H
L
d
司
自
ι
P
R
C
R

(
-
8
5
〈
c
f

一m
f
C
M
司
・
印
)
。

第
一
章

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
閉
鎖
的
株
式
会
社

と
株
主
の
地
位

中
小
規
模
の
企
業
が
数
多
く
存
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
限
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
資
本
主
義
が
高
度
に
発
達
し
て
い
る
ア

メ
リ
カ
に
お
い
て
も
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
中
小
規
模
の
企
業
で
は
、
そ
れ
に
適
し
た
企
業
形
態
を
選
択

す
る
こ
と
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

北法21(2・109)297
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料

は
、
個
人
企
業
を
別
に
す
れ
ば
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
(
宮
ユ
ロ
O
B
E巴
、

有
限
責
任
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

(
-
E
H
S
L
宮

3
5
a
E閉
じ
、
事
業
信
託

資

(
吉
弘
司
拓
国
国
可
ロ
凹
y

y
向曲目凶同門吉田
2
2
可
己
目
。
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ス
ト
ッ
ク

-
カ
ン
パ
ニ
ー
(
』
2
2
2
2
r
g
g宮
口
る
及
び
株
式
会
社
(
円
2
宮
2
5ロ
)

(
2〉

の
諸
形
態
が
企
業
選
択
の
範
囲
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
事
業
信
託

は
、
企
業
者
に
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
上
に
そ
の
法
的
地
位
が
不
安
定
で
あ

る
こ
と
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ス
ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
多
く
の
古
川
で
株
式

会
社
と
類
似
し
て
い
る
が
社
員
に
有
限
責
任
の
利
点
が
な
い
こ
と
、
有
限
責

任
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
は
、
有
限
責
任
パ
ー
ト
ナ
ー
に
会
社
の
経
営
に
直

接
関
与
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
か
ら
し
て
、
主
と
し
て
パ

ー
ト
ナ
l
シ
ッ
プ
か
株
式
会
社
が
企
業
選
択
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
中
小
規
模
の
企
業
に
も
株
式
会
社
形
態
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く

な
い
こ
と
の
理
由
は
、
わ
が
国
で
法
人
成
り
(
「
株
式
会
社
成
り
」
)
の
理
由
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
さ
し
て
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ァ
プ
に
比
べ
て
、
社
員
は
有
限
責
任
し
か
負
わ
な
い
こ
と
、
共
同
出
資
に

よ
る
資
本
の
集
中
を
計
り
得
る
こ
と
、
株
式
が
自
由
に
譲
渡
さ
れ
得
る
こ

と
、
企
業
会
計
の
明
確
化
と
経
営
の
合
理
化
を
計
り
得
る
こ
と
、
企
業
の
存

続
性
を
確
保
で
き
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
抗
日
更
に
、
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ツ
プ
に
比
べ
て
課
税
上
の
利
点
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
で
は
、
二

重
課
税
が
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
株
式
会
社
の
方
が
必
ず
し
も
有
利
で
は

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
取
締
役
、
会
社
役
員

(
O
B
n
ゆ
る
な
ど

に
対
す
る
報
酬
・
給
与
の
形
で
会
社
の
利
益
を
分
配
す
る
こ
と
に
よ
い
日
v

或

い
は
、
会
社
の
利
益
を
株
主
に
分
配
せ
ず
会
社
に
留
保
す
る
こ
と
、
な
ど
に

(
6〉

よ
っ
て
税
負
担
の
軽
減
を
計
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
中
小
規
模
の
企
業
が
株
式
会

〈

un
〕

社
形
態
を
利
用
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、

い
わ
ゆ
る
閉
鎖
的
株
式
会
社

(己
O
持

2
n
F
時一可

Z
E
g
G
0
3
2
0る
と
い
わ
れ
る
会
社
が
戦
後
増
大

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
、
多
く
の
州
の
会
社
制
定
法

が
、
資
本
主
義
の
発
達
に
対
応
し
て
大
規
模
乃
至
公
開
的
会
社
(
一
R
問
。

2

宮
「

-
w
q
Z
E
E
G
-
s
t
cロ
)
を
対
象
に
詳
細
な
規
定
を
な
し
て
会
社
の

規
制
を
制
定
法
で
厳
格
化
し
て
い
く
傾
向
を
有
し
、
更
に
、
裁
判
所
も
、
会

社
制
定
法
に
対
し
て
一
般
的
に
制
限
的
な
解
釈
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
払

1

閉
鎖
的
な
会
社
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
形
態
の
利
点
と
さ
れ
て
い
る
も
の

が
か
え
っ
て
煩
巧
な
負
担
と
な
っ
た
り
、
法
を
現
実
に
守
ら
な
い
こ
と
が
し

ば
し
ば
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
訴
訟
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
場
合
に

は
、
閉
鎖
的
な
会
社
に
と
っ
て
は
苛
酷
な
或
い
は
非
現
実
的
な
結
果
を
生
ぜ

し
め
る
こ
と
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

即
ち
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
↓
般
的
特
質
と
し
て
は
、

ω
株
主
は
比
較

北法21(2・110)298



的
少
数
で
あ
る
、

ω
株
主
は
相
互
に
面
識
が
あ
り
会
社
の
事
業
に
関
す
る

こ
と
も
十
分
に
理
解
し
あ
っ
て
い
て
、
彼
ら
の
聞
で
は
相
互
に
自
ら
を
パ
ー

ト
ナ
ー
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
が
少
な
く
な
い
、
川
W

株
主
の
全
員
乃
至
多
く

が
取
締
役
・
役
員
な
ど
の
資
格
で
会
社
の
事
業
活
動
に
従
事
し
て
お
り
、
会

社
の
構
成
員
と
し
て
の
、
株
主
と
取
締
役
・
役
員
の
区
別
が
明
確
に
さ
れ
て

い
な
い
、
同
会
社
の
株
式
の
た
め
の
市
場
が
存
せ
ず
、
一
般
に
会
社
の
株

式
は
取
引
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
ャ
こ
れ

ら
の
特
質
か
ら
し
て
、
閉
鎖
的
な
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
第
三
者
の
介
入

を
阻
止
す
る
た
め
株
式
の
自
由
譲
渡
性
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
り
、
株
主
総

会
や
取
締
役
会
の
開
催
或
い
は
議
事
録
や
会
計
書
類
の
記
載
を
怠
り
、
多
く

の
州
の
制
定
法
で
定
め
る
伝
統
的
な
会
社
経
営
方
式
・
手
続
を
変
更
或
い
は

無
視
し
よ
う
と
し
、
ま
た
、
会
社
の
永
続
性
は
必
ず
し
も
望
ま
し
い
も
の
と

会社支配と株主問の合意 (1) 

は
な
ら
な
い
な
ど
、
大
規
模
乃
至
公
開
的
会
社
に
み
ら
れ
な
い
要
求
が
生
じ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
か
よ
う
な
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
み
ら

れ
る
法
と
経
済
的
現
実
と
の
弟
離
に
対
し
て
多
く
の
関
心
が
集
め
ら
れ
、
問

鎖
的
な
株
式
会
社
の
も
つ
特
質
に
着
目
し
、
こ
れ
に
明
確
な
法
的
地
位
を
与

え
て
合
理
的
な
規
整
を
行
な
う
た
め
の
立
法
の
必
要
性
或
い
は
裁
判
所
に
よ

る
法
の
弾
力
的
運
用
を
唱
え
る
学
説
或
い
は
実
際
界
の
動
き
が
戦
後
活
発
に

出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
更
に
、
注
目
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
近
時
、
若
干
の
州

で
は
、
閉
鎖
的
な
株
式
会
社
の
特
質
を
考
慮
し
た
或
い
は
要
求
に
対
処
す
る

立
法
が
出
て
き
て
も
い
る
。

そ
し
て
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
を
め
ぐ
る
中
心
的
課
題
と
し
て
、
閉
鎖
的
な

会
社
の
株
主
の
要
求
に
い
か
に
対
処
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
活
発
な
論
議

が
あ
る
。
即
ち
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
株
主

は
少
数
で
株
主
相
互
間
の
関
係
は
緊
密
で
あ
り
、
ま
た
、
株
主
の
多
く
が
取

締
役
、
役
員
、
或
い
は
従
業
員
(
巾
ヨ
ー
ミ
2
)
と
し
て
当
該
会
社
の
経
営
に

携
わ
っ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
っ
て
、
公
開
的
な
会
社
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る

会
社
の
経
営
と
所
有
の
分
離
と
い
う
現
象
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
会
社
の
株

式
は
一
般
に
市
場
、
が
存
し
な
い
こ
と
か
ら
取
引
の
対
象
と
な
っ
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
第
三
者
へ
の
株
式
の
譲
渡
は
多
く
は
定
款
な
ど
で
制
限
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
な
ど
か
ら
閉
鎖
的
な
会
社
の
株
主
は
公
開
的
な
会
社
の
株
主
と
は
非

常
に
異
な
っ
た
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、

第
一
に
、
か
よ
う
な
会
社
を
現
実
に
支
配
し
て
い
る
の
は
個
人
企
業
主
で

あ
っ
た
者
な
ど
特
定
少
数
の
者
で
あ
り
、
そ
の
者
が
当
該
会
社
の
株
式
を
大

部
分
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
従
っ
て
、
比
較
的
少
数
の
株
式

の
保
有
数
を
以
て
会
社
の
支
配
権
を
撮
る
こ
と
は
公
開
的
会
社
の
よ
う
に
は

容
易
で
は
な
い
。
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¥¥ 

料

第
二
に
、
会
社
の
利
益
を
株
主
に
対
す
る
配
当
と
い
う
形
で
分
配
せ
ず
、

資

そ
れ
を
会
社
に
留
保
し
て
し
ま
う
か
或
い
は
取
締
役
、
役
員
、
従
業
員
に
対

す
る
報
酬
・
給
与
の
形
で
分
配
し
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
株

式
の
利
益
配
当
請
求
権
と
し
て
の
性
質
は
希
薄
で
あ
る
。

第
三
に
、
株
式
が
一
般
に
取
引
の
対
象
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
多
く

は
譲
渡
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
株
主
が
会
社
の
経
営
な
ど
に
不
満

を
抱
い
て
い
る
場
合
に
株
式
を
処
分
し
て
会
社
関
係
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

第
四
に
、
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
会
社
の
経
営
に
直
接
関
与
し
て
い
な

い
株
主
乃
至
少
数
株
主
は
、
会
社
経
営
者
或
い
は
支
配
・
多
数
株
主
に
よ

っ
て
株
主
と
し
て
の
利
益
を
不
当
に
阻
害
さ
れ
る
危
険
性
を
も
っ
て
い

る。
か
く
し
て
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
株
主
に
と
っ
て
は
、
取
締
役
・
役
員
な

ど
の
当
該
会
社
の
一
定
の
職
務

(
O
P
R
)
を
確
保
し
う
る
か
ど
う
か
が
重

大
な
関
心
事
と
な
り
、
多
く
は
か
よ
う
な
職
務
を
占
め
る
こ
と
が
会
社
関
係

に
加
わ
っ
た
こ
と
の
唯
一
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
会
社
の
経
営
者

或
い
は
支
配
・
多
数
株
主
に
よ
っ
て
株
主
と
し
て
の
利
益
を
害
さ
れ
る
危
険

性
の
多
い
株
主
、
特
に
少
数
株
主
は
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
の
自
己
防
衛

の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
目
的
、
必
要
を
実
現
す
べ
く
、
閉
鎖
的
な
会
社
の
株

主
は
、
種
々
の
方
法
を
と
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
方
法
と

し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
種
々
の
株
主
聞
の
合
意

(mzzrozq叱
お
河
内
1

5
2
Z〉
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
以
下
に
検
討
し
よ
う
と

す
る
議
決
権
拘
束
契
約
合
三
吉
岡

ω
句
2
5
2
C
、
撤
回
し
え
な
い
議
決
権

代
理
行
使
委
任
状

(
5
2
2与
一
何
回
肖

2
5、
議
決
権
信
託

(
5
5同
古
屋
)

そ
の
他
の
議
決
権
行
使
に
関
す
る
株
主
閑
の
合
意
で
あ
り
、
更
に
、
取
締
役

の
裁
量
権
を
制
約
し
取
締
役
会
の
権
限
に
直
接
干
渉
し
よ
う
と
す
る
株
主
間

の
合
意
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
種
々
の
株
主
聞
の
合
意

(ωZ月
y
c
一舟同九

K
2
2
E
C
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
け
る
重

要
な
法
律
上
の
問
題
と
し
て
、
裁
判
上
及
び
立
法
上
数
多
く
問
題
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
 
例
え
ば
、
従
業
員
一

O
O人
未
満
(
単
独
経
営
者
を
除
く
)
の
製
造

業
の
事
業
所
数
は
、
わ
が
国
で
は
四
九
万
三
九
六
二
年
、
以
下
万
単

位
未
満
四
捨
五
入
〉
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
が
九
万
(
一
九
五
八
年
)
、

西
ド
イ
ツ
で
は
工
業
三

O
万
三
九
六
二
年
)
、
手
工
業
七
四
万
三

九
五
六
年
)
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
工
業
一
二

O
万
(
一
九
五
八
年
)
、
手
工

業
八
七
万
三
九
六

O
年
)
、
イ
タ
リ
ヤ
で
工
業
八
万
、
手
工
業
五
二

万
(
一
九
五
二
年
)
で
あ
る
(
加
藤
誠
一
「
中
小
企
業
の
国
際
比
較
」
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)
 
1
 
(
 

東
洋
経
済
新
報
社
(
昭
位
)
五
四
頁
以
下
に
よ
る
)
。
そ
し
て
、
ア
メ

リ
カ
に
お
い
て
も
、
一
九
六
四
年
に
お
け
る
小
企
業
公
B
島
「
5
5
2
m〉

の
従
業
員
に
よ
る
事
業
活
動
量
は
、
ア
メ
リ
カ
全
事
業
活
動
量
の
約
六

O
%
に
相
当
す
る
と
い
わ
れ

3
8
S
5
8
ι
出
S
F
ω
S
Z
5・。
a
g

g
L
F向
ω丹
R
E
F
S
手
巾
ピ
唱
え
の
O
G
o
s
t
o
g
(
一
回
目
印
〉
司
・
∞
OO〉、

戦
後
の
会
社
数
の
増
加
が
著
し
い
が
、
そ
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
閉
鎖
的

会
社
と
い
わ
れ
る
も
の
が
一
番
多
い
と
さ
れ

(
ω
E
F
吋
}
屈
の
一
D

招

。
DH匂
O
B氏
。
ロ
ョ
。
。
ロ
z
g司
D
z
q
切己
mHZωm・一
ω
切戸田宮内
w
m
m
F
E
d
R

(
一
回
∞
)
三
句
・
豆
一
)
、
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア

州
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の
全
会
社
数
の
二
五
%
は
閉
鎖
的
株
式
会
社
で

あ
る

(
0・ロ
2
7
2
0持
。
o
G
O
B同FOE-
〈
♀
・
一
一
∞
∞
∞

(
υ
c
g
g
z
z

ω石一司
F
g
g
p
え
虫
色
鉛
口
何
司
・

ω)
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
の
よ
う
な

極
端
に
零
細
な
会
社
企
業
の
激
増
と
い
う
現
象
は
み
ら
れ
ず
、
ア
メ
リ

カ
の
会
社
に
お
い
て
は
比
較
的
資
本
金
及
び
社
内
留
保
の
額
は
高
い
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
褐
「
現
代
法
と
企
業
」

二
九
頁
以
下
第
一
・
四
表
参
照
)
。

(
2
)

種
々
の
企
業
形
態
の
利
点
、
欠
点
に
つ
い
て
は
、

m
o
Z
F
Y・
0
認
可

ロ
HNE聞
の
2
宮
E
R
S
L
o
p
-
2
回

5
5
2
ω
開
口
官
官
民
思
(
阿
川

2
・
a
・

3
印
ω)
却期ム・
0

了品
-kp∞
u切
河
口
nroロユ品開
P

吋
rめ
明

O
H
B
口町

O
H
m
g
F
l

NωCC口
同
日

ω自
己
一
回
5
5
2♂
一

-vmwd司

mwロ仏(リロロ
Z
S匂
CHωミ

HM『c
r
r
g
(
一回品目))品〔
)
k
r
F
m
w
H
U
F
Oロ(リ
OH司
G
E
C
C口問(-回目白
)ny-

-
3・
丁
印
白
山
出
g
p
c
d〈

Dh{UGH宮
3
5
5
(
-
u
m
-
)
会
.

M
3・
M∞
ig
な
ど
が
詳
し
い
。
な
お
、
長
浜
洋
一
「
ア
メ
リ
カ
会
社

会社支配と株主間の合意

法
の
手
引
2
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
企
業
の
諸
形
態
」
海
外
商
事
法
務

四
七
号
一
九
頁
以
下
参
照
。

(
3
〉
切
NLF口氏ロ
p
c口
。
。
『
司
O
E
t
c口問〈河虫、・

2
y
↓

ukg〉
沼
Y

一
l
白山

H
N
c
z
r
n
Y
D同YE--
掛印・

0
4
3・
N
O
M
-
N
E
u
E
S
F
D司・

2
4

司
ω
0
・
な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
法
人
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る

の
は
株
式
会
社
の
み
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
利
点
の
多
く
は
法
人
格

に
付
随
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
4
)

一
0
・ロ

g
Y
8・
2
J
明

N

・
2
ヨY
K
2
2
・
招
』
・
長
浜
・
前
掲
・

二
三
頁
。

(
5
〉

N
0・5
随一
-
m
∞・

3
司
司
・
玉
日
角
川
同
国
内
』
・
山
戸
俗
語
口
島
2
・
H
，
mwMH口問

HFOHロ
8
5
0
0同
仔
ゅ
の
-oω
仰
の
O門司
o
s
t
o
p
-
∞
戸
ω耳

h
v
h
o口件。自句-

HνHor・
今
回
日
ω)
印印∞・

ω仲
間
》
・
勾
口
・
な
お
、
ジ
エ
エ
ン
グ
ス
H
北
沢
「

ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
会
社
法
」
三
四
八
・
三
四
九
頁
。

(
6
〉

N
0・ロ
E
Y
即
∞
-
一
吋
司
司
・
一
回
一

z
m
S・
な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
留
保
所
得
に
対
す
る
特
別
課
税

(
R
E自
己
え
a
E
5
5問
m
g
H
)

に
つ
い
て
は
、
林
大
造
「
所
得
税
の
基
本
問
題
」
(
昭
川
む
一
八
九
・

一
九
O
頁
参
照
。

(

7

)

な
お
、
一
九
五
八
年
の
修
正
に
よ
り
一
九
五
四
年
の
内
国
歳
入
法

(
H
E
R
E
-
一m
2
2
5
の
邑
σ
〉
に
附
加
さ
れ
た

ωロ
σ
n
r
8
z
a
で、

、hノ

一
定
の
要
件
を
充
足
す
る
小
事
業
会
社

(
i
内
国
会
社
で
あ
る
こ
と

「
¥

1

ノ

ω一
種
類
以
上
の
株
式
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
以
株
主
が
一
O
人
以

/ー、

下
で
あ
る
こ
と
)
に
多
く
の
点
で
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
対
す
る
課
税

と
同
様
の
取
り
扱
い
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
企
業
選
択
上
の
問

北法21(2・113)301



料資

題
に
つ
い
て
は
、

N

・0
合
参
照
。

(
8
)

過
去
に
お
い
て
は
、
中
小
規
模
の
企
業
で
は
、
会
社
形
態
を
と
ら
な

い
で
い
か
に
し
て
会
社
形
態
の
利
点
を
え
よ
う
と
す
る
か
が
主
た
る
関

心
で
あ
っ
た
が
(
こ
の
点
に
つ
い
て
、
宅
問

5
p
の
0
6
0
2
8
〉
争
目
l

g
明
言
任
D

三

F
n
O
G
R
E
-ロ(一
U
N
U
〉
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
〉
、

今
日
に
お
い
て
は
、
会
社
形
態
を
と
り
な
、
が
ら
一
い
か
に
し
て
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
の
利
点
を
と
り
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
企
業
者
の
関
心
が

移
っ
て
い
る
ご
。
.5弘
明
プ
一
日
℃
-
M
m
u
O
}
R
r
w
宮
D

門官ロ

{
U
0
7

3
5同
町
)
ロ
戸
虫
司
会
出
∞
)
〈
c
f
一
間
一
∞
回
目
ぷ
y
h
a
m
Z
Z
A
-
u
門司

B
r・

吋，
F
仰
の
-o
担
。
。
『
司
o
g丘
G
口
白
口
仏
子
。
戸
S
F
ω
ω
(
U
G口
同
角
川
口
戸
.
。

E
円1

8
ユ可(一一
X
∞)品∞∞
w
m
w

同
司
・
ム
∞
∞
)

(
9
)

こ
の
点
に
つ
い
て
、
酒
巻
俊
雄
「
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
理
論
と
立
法

動
向
斗
」
民
商
法
雑
誌
五
八
巻
三
号
三
四

O
l三
四
二
頁
参
照
。

(山〉

-
0・5ω
戸
別
一
・
0

吋℃・

5
u
-
o
-
2
r
c司
2
r
間
一
∞
∞
ヌ
Y
4
8
1

ム目印
U

巧
号
T
F
8
c
m
H口問

ω
2
2
Jヘ
CHTCC曲。。。門司
D
円
見
守
口

円、虫、
J

M

∞
の
D
E伶
}
}
ド
.
。
・
〈
一
回
お
)ω
一ω
・
ω
仲間以・

ω
一A4
.

(
日
)
何
故
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
閉
鎖
的
な
会
社
に
対
す
る
特
別
の
立

法
的
規
整
(
そ
の
例
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
私
会
社

Q
2
2
Z

8
5宮
口
与
制
度
、
大
陸
法
諸
国
に
お
け
る
有
限
会
社
(
の
由
巳
宵

g
r

s
z
g
m円
Z
E
-
2
2
国
民
吉
ロ
m-
目

2
5品
川
同
括
的
吉
田
ω
巴
忘

-
5
5庁

制
度
〉
が
遅
れ
て
い
た
か
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
パ
ー
ト

-c・ロ
g
f
c司・

n
F
F
・

-ugω
毛
司
・
抑
副
N

・2俗
l

¥ 

ナ
l
シ
ッ
プ
・
有
限
責
任
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
(
特
に
有
限
責
任
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
早
く
か
ら
導
入
さ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
)
が
割
合
に
普
及
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、
ア
メ
リ

カ
の
会
社
立
法
に
は
会
社
授
権
法

(nR司
D
E
8
8与
-
宮
崎
凹

3
2
5
)

の
観
念
、
即
ち
、
会
社
形
態
の
利
用
に
は
い
か
な
る
特
別
の
条
件
も
課

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
の
基
本
的
思
考
が
存
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
閉

鎖
的
会
社
に
も
そ
れ
程
苛
酷
或
い
は
非
現
実
的
な
結
果
を
生
ぜ
し
め
る

こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
酒
巻
・
前
掲
・
民
商

五
八
巻
三
号
三
三
九
・
三
四

O
頁
)
。

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
一
九
五
六
年
の
例
で
私
会
社
の
数

は
一
般
の
会
社
守
口
Z
R
8
5宮
口
与
の
二
六
倍
で
中
小
規
模
の
企
業

に
広
く
利
用
さ
れ
(
国

g
p
告・

2
7
巳
-
Y
色
町
ロ
・
一
白
〉
、
ド
イ
ツ

に
お
い
て
も
、
株
式
会
社
の
数
は
比
較
的
少
な
く
、
有
限
会
社
が
広
く

利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
「
現
代
法
と
企
業
」

三
五

l
三
七
頁
第
一
・
一

O
表
、
第
一
・
一
一
表
参
照
)
。

〈
ロ
)
そ
の
代
表
的
な
者
は
、
ォ
ュ

1
ル
(
司
白
色
問
。

0
・5ω
一-可
E
R何
m
m
C
円

。『

HhodF
ロロ

r
c
z
s
E
Q〉
で
あ
り
、
本
稿
も
オ
ニ

l
ル
の
著
書

(
C
c
mゅ
の
o
G
D
g
r
o
g
H
F
m司
自
L
H
ν
3
2
H
9
(
一
回
印
∞
)
)
に
負
う
こ
と

大
で
あ
る
。
な
お
、
戦
後
出
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
教
科
書
、
ケ
ー
ス
ブ

ッ
ク
な
ど
に
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
も
の
、
が
多

く
み
ら
れ
て
い
る
。

(
ほ
〉
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
一
九
五
五
年
に
制
定
さ
れ
た
新
ノ
l
ス
カ

ロ
ラ
イ
ナ
事
業
会
社
法
(
い
か
な
る
対
処
が
な
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い

北法21(2・114)302



)
 

唱

i(
 

て
は
、
円
、
呉
q-
吋

F
O
(リ一
D凹仰の
D門司
DH三
5
2
8仏

H
Y
σ
Z
2弓

Z
2
P

(URcrEω

∞
5
5
2
ω
(
U
D『閉
V
D
E
C
Cロ
〉
2
・
ωム
Z
・
(
U
-
F・列。〈・

三
田
町
)
お
N

が
詳
し
い
て
一
九
六
三
年
に
制
定
さ
れ
た
新
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
事
業
会
社
法
(
そ
の
紹
介
と
し
て
、
長
浜
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
業

会
社
法
」
商
事
法
務
研
究
会
(
昭
位
)
、
酒
巻
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
業

会
社
法
に
お
け
る
閉
鎖
的
株
式
会
社
」
海
外
商
事
法
務
三
八
号
一

O
頁

以
下
〉
及
び
一
九
六
二
年
に
制
定
さ
れ
た
新
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
事

業
会
社
法
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
州
で
も
閉
鎖
的
株
式
会
社
を
考
慮
し

た
規
定
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
な
お
、
ご
く
最
近
、
フ
ロ

リ
ダ
州

(
E
Cロ
仕
切
口

2
5自
の

D
G
O
E
C
Dロ
戸
ω
d
F
n
y
g∞・
0

一ooi

g
∞・
2

0

ア
(
呂
田
ω)
・
そ
の
解
説
と
し
て
、

z
c
F
ω
s
z
g
q
H戸
R
O問
l

z
p
Dロ
C『
任
命
。
]Dω
ゅ
の
DH司
OHmwtDロ
Z
E
D
-
L
P
一回

d
・
0同
町
一

P
F・

剛山
2
・(一
u
m
s
g
u
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
(
口
広
mw者
向
肖
ゅ
の
g
R
m
-
。。門司
DI

SH-o口問、
ωdFny--

去
・
∞
務
包
丁
a
m
w
(
-
8
3
及
び
メ
リ
l
ラ

ン
ド
州

(ζ
民
三
ωロハ】の
g
q
m
]
の
DH℃
o
g
t
Dロ
ド
ωタ
R
F
N
ω
期
制

一0
0
l
ご
了
(
呂
田
吋
〉
)
で
、
閉
鎖
的
な
株
式
会
社
に
つ
い
て
特
別
の
規

定
を
設
け
た
立
法
が
出
て
い
る
。
閉
鎖
的
な
株
式
会
社
に
つ
い
て
特

別
の
規
定
を
設
け
て
い
る
、
或
い
は
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
み
に
適
用
あ

る
個
別
的
規
定
を
置
く
州
で
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
定
義
づ
け
と
し

て
、
株
式
が
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
か
ま
た
は
庖
頭
市
場
で
取

引
さ
れ
て
い
な
い
会
社
公
・

?

E

p

g巳
〉
ロ
ロ
・
叩
目
。
∞
・
2
0
0
(
N
)
引

z.
。・

0
8・
ω
S仲
間
印
印
i吋ω
h
z
.
J円.∞
5
・の
D片岡》・戸
ω当

閣

由

N
C
(
n
y
ω
・
ゎ
・
。
。
色
。
〉

E-
間一
M
i
g
-
M
M
)
と
す
る
も
の
が
多

会社支配と株主間の合意

い
が
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
は
、
株
主
数
が
三

O
人
以
下
で
あ
る
こ
と
も

加
え
て
い
る
(
ロ
己
・
ゎ
D

舟
〉
ロ
戸
同
民
・
∞

mωk明
日
)
。
な
お
、
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
関
す
る
立
法
の
一
般
的
動
向
に
つ
い

て
は
、
既
に
、
酒
巻
助
教
授
の
紹
介
が
あ
る
。
酒
巻
・
前
掲
「
閉
鎖
的

株
式
会
社
の
理
論
と
立
法
動
向
」
民
商
五
八
巻
三
号
・
六
号
、
五
九
巻

三
号
。

(
川
門
)
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
事
業
の
拡

大
の
た
め
に
会
社
の
利
益
を
会
社
に
留
保
し
て
お
く
必
要
が
大
き
い
こ

と
、
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
配
当
を
せ
ず
或
い
は
取
締
役
・
役
員
な
ど

へ
の
報
酬
・
給
与
と
し
て
分
配
し
た
方
が
課
税
上
の
不
利
益
を
免
れ
う

る
こ
と
、
更
に
、
株
主
の
多
く
は
一
般
に
取
締
役
・
役
員
な
ど
を
兼
ね

て
い
る
の
で
株
主
に
対
し
て
配
当
を
し
な
く
て
も
株
主
と
し
て
の
利
益

が
守
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

(
0・ロ
g
f

〈
o
f
-
m
m
-
M
O
B
-
ω
2
1
ω
8
・
〈
♀
・

M
m
∞・
0

∞

3
・
二
ol二一
U

0
・
ロ
色
除

F
Z
R
F
Z凹
5

2

S

E

E

8

0
同
切
口
回
目
何
回
目

〉凹凹
o
-
m
g
z
rロZ
N
q
t
O己ぺ・

5
ω
g
m
-
Eロ
百
吉
宮
(
↓
山
田
一
)
匂
-NN

山一

O
}宮
r
・
0℃・

2
T
即日
OMH}司・印
O
ω
l
g品)。

な
お
、
株
主
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
配
当
金
が
、
実
際
に
は
株
主
に
支

払
わ
れ
ず
、
社
長
そ
の
他
の
会
社
支
配
者
が
受
け
取
る
例
ゃ
、
ま
っ
た

く
誰
に
も
支
払
わ
れ
ず
、
そ
の
代
り
に
会
社
の
経
営
者
、
従
業
員
に
対

す
る
報
酬
、
給
与
と
い
う
定
給
の
形
で
な
さ
れ
る
例
が
、
中
小
規
模
の
株

式
会
社
に
少
な
く
な
い
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
〈
前

掲
・
神
戸
法
学
雑
誌
一
四
巻
一
号
・
一
八

O
頁
以
下
七
三
表
・
七
四
表

北法21(2・115)303



料

士
口
永
栄
助
「
中
小
企
業
と
会
社
形
態
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
三
号
・
四
一
一
一

頁
参
照
)
。

(
日
)
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
け
る
少
数
株
主
は
、
そ
の
閉
鎖
性
ゆ
え
に
容

易
に
そ
の
株
主
と
し
て
の
利
益
を
阻
害
さ
れ
う
る
特
殊
な
地
位
を
有
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
な
お
、
。
、
ロ
自
}
除

U
2当
B
・
C
-
y
n
F
同二期期

日・
2
i
N
・
一
回
参
照
。

(
叫
山
)
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
経
営
者
、
支
配
・
多
数
株
主
は
、
前
述
の
よ
う
な

閉
鎖
的
な
株
式
会
社
の
特
質
及
び
そ
れ
に
も
と
づ
く
経
営
者
、
支
配
・

多
数
株
主
の
特
殊
な
地
位
に
よ
っ
て
、
少
数
株
主
の
利
益
を
不
当
に
減

少
乃
至
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
と
し
て
、

ω前
述

の
よ
う
に
、
か
よ
う
な
会
社
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
配
当
を
怠
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
代
り
に
会
社
経
営
者
(
取
締
役
・
役
員
)
に
過
度
の
報

酬
を
与
え
会
社
の
経
営
者
と
し
て
の
職
務
を
占
め
て
い
な
い
少
数
株
主

に
何
ら
の
利
益
の
分
配
も
な
そ
う
と
し
な
い
、

ω新
株
を
発
行
す
る
こ

と
に
よ
り
少
数
株
主
の
比
例
的
持
分
の
減
少
を
計
る
(
な
お
、
閉
鎖
的

な
会
社
に
お
い
て
は
、
た
と
え
新
株
引
受
権
が
株
主
に
与
え
ら
れ
て
い

て
も
、
少
数
株
主
に
と
っ
て
は
、
引
受
権
を
行
使
す
る
資
金
を
持
た
な

い
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
、
或
い
は
そ
の
よ
う
な
時
機
に
合
わ
せ
て

新
株
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
更
に
、
引
受
権
を
第
三
者
に
譲
渡

し
よ
う
と
し
て
も
市
場
が
存
し
な
い
こ
と
か
ら
引
受
人
を
容
易
に
見
い

出
し
得
な
い
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
行
使
し
得
な
い
場
合
が
少
な
く
な

い
)
、
刷
会
社
の
一
定
の
職
務
を
約
束
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
り
会

社
の
経
営
に
不
満
を
抱
き
少
数
株
主
が
そ
の
株
式
を
処
分
し
よ
う
と
す

資

¥¥  

る
場
合
に
、
経
営
者
、
支
配
・
多
数
株
主
は
当
該
株
式
の
取
引
市
場

が
存
し
な
い
こ
と
を
奇
禍
と
し
て
株
価
を
左
右
す
る
会
社
に
関
す
る
情

報
を
開
示
せ
ず
、
そ
れ
を
安
価
で
買
い
と
ろ
う
と
計
る
、

ω多
数
決
原

則
を
利
用
し
て
、
少
数
株
主
の
利
益
を
害
す
る
よ
う
な
合
併
、
解
散
な

ど
の
会
社
の
組
織
に
関
す
る
重
要
な
事
項
(
こ
れ
ら
の
場
合
に
多
く
の

州
の
制
定
法
で
認
め
る
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
権
は
、
閉
鎖
的
会

社
の
株
主
に
と
っ
て
は
、
制
定
法
で
要
求
し
て
い
る
手
続
が
煩
墳
で

あ
る
こ
と
及
び
質
取
価
格
が
取
引
市
場
が
な
い
こ
と
か
ら
不
当
に
安

価
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
有
効
な
保
護
手
段
と

は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

z
q
F
明

H
Z
N百
四

C
E

V
向

5
0
H
F
q
ω
F
R
m
w
r
c
E角川
B
-
吋

A
E
R〈
-
F
-
H州ミ・

(
-
u
m
一)
-
m
ω
0
・国同

℃・

5ω
印
〉
に
変
更
を
加
え
る
、
或
い
は
、
会
社
経
営
者
、
支
配
・
多
数

株
主
に
不
当
な
価
格
で
会
社
資
産
を
貸
付
、
譲
渡
す
る
、
な
ど
種
々
の

も
の
、
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
方
訟
に
つ
い
て
、
な
お
、
。
、
ロ

E-

h
w
U
R
3
p
a
-
n
t・-期
ω
o
一l
印・
-
A
参
照
。
そ
こ
で
当
然
の
こ
と
と

し
て
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
少
数
株
主
の
利
益
を
如
何
に
公
正
に
保
護

し
て
い
く
か
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
法
律
上
の
重
要
問
題
と
し
て
解

決
が
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
の
一
般
論
と
し
て
は
、
。

s
z
r

〉
司
自
問

-g再
ロ
官
当

E
n
y
H
ν
H
D
Z
2
宮
古
O
同時ミ

ωZHro-品
。

a
〉
関
山

5
2

E
r
E
S時
人
)
E
m
J

合

5
5
2
D
E
F・
m
m〈
・
(
呂
田
一
〉
印
ω
プ

一
O
-
o
n
r
o司
-nF?
・
期
日
O

N

(

こ
の
点
の
オ
レ
ツ
ク
の
紹
介
と
し
て
、

岡
本
善
八
「
小
規
模
株
式
会
社
と
の
冨
昆
の
C
G
D
自
民
自
序
説
」
同
志

社
法
学
七
四
号
一
三
頁
以
下

Y
巴
g
p
g
R各
D
E
2
〉

q
z
g
g
p
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(
 

〉

ω
E
o
E
明
日
呂
5
0叫ん
q
ω
E司
r
c
E
。3
0『
(

U

一cm
命。。『旬。
g同
FOE-

M
M

回

5・
円

、

防

毒

出

荷

『

今

回

目

。

会

出

u
Z
2
2・
河
田
岡
市
内

r
o
m
r
H
O同》
同
》
『
ゆ

1

E
8
5
2
0耳
打
。
弓

D
E
t
D
5
5
H昆
3
5
・
h
2
F
L
U
E
F・
』
・

(
-
田
町
由
〉
日
目
白

u
z
c
F
C司
・
円
ル
「
三
出
向
〈
・

H
f
m
z
-
-
m
g
参

照。

(
行
〉
こ
こ
で
い
う
株
主
聞
の
合
意

(
m
V
R各
♀
含

a.a『2
5
8
Z
)
は、

広
く
二
人
以
上
の
株
主
の
聞
の
意
思
の
一
致
に
も
と
づ
く
も
の
の
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
通
常
は
合
意
に
も
と
づ
い
て
コ
モ
ン
ロ
ー
上

の
債
権
債
務
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
契
約

(ng同
窓
口
同
乙
で
あ
る
(
こ
れ

ら
閉
鎖
的
株
式
会
社
で
用
い
ら
れ
る
株
主
聞
の
合
意
に
つ
い
て
は
、
並

木
教
授
が
簡
単
に
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
並
木
俊
守
「
ア
メ
リ
カ
会
社

法
」
(
昭
布
)
一
一
一
一
一

l
二
一
一
七
頁
〉
。
な
お
、
閉
鎖
的
な
会
社
に

お
い
て
は
、
株
式
の
譲
渡
制
限
の
方
法
と
し
て
も
、
株
主
間
の
合
意

(・

d
a
i
s
ι
l
邑

-3a同書
5
2同
O
H
J
t
T
E
L
l同
M
C
R
E持
ョ
白

m
H
2
1

5
2
C
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
点
に
つ

い
て
は
直
接
触
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
株
式
の
譲
渡
制
限
に

つ
い
て
は
、
岡
本
普
八
「
株
式
譲
渡
制
限
に
つ
い
て
|
特
に
閉
鎖
会
社

と
の
関
連
に
お
い
て
」
同
志
社
法
学
九

O
号
四
五
頁
以
下
、
内
海
健
一

「
株
式
譲
渡
の
制
限
」
(
大
限
先
生
還
暦
記
念
「
商
事
法
の
研
究
」
四

八
頁
以
下
〉
参
照
。

会社支配と株主間の合意

第
二
章

議
決
権
拘
束
契
約

門

一

】

緒

説

議
決
権
拘
束
契
約

(
4
2
5
m
ω
四円

s
g
g
C
と
は
、
株
主
総
会
に
お
い
て

予
め
協
定
せ
る
方
法
で
株
主
の
議
決
権
を
統
一
し
て

(
E
m
g
x
)
行
使
す

る
た
め
、
株
主
が
他
の
株
主
に
対
し
、
自
己
の
所
有
す
る
株
式
に
つ
い
て
の

議
決
権
を
一
般
的
に
或
い
は
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
一
定
の
方
向
に
行
使
す

べ
き
こ
と
、
を
約
す
る
契
約
(
円

8
5
3
)
で
あ
一
向
山
一
議
決
権
拘
束
契
約
に
お

い
て
は
、
議
決
権
信
託
守
2
5間
可

5φ
の
よ
う
に
、
株
主
が
受
託
者
に
株

式
を
移
転
し
受
託
者
が
当
該
株
式
に
対
す
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
公
認
包

zr)
を
有
す
る
の
と
は
異
な
り
、
契
約
当
事
者
た
る
株
主
は
当
該
株
主
の

コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
を
保
有
し
依
然
と
し
て
当
該
株
式
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上

〈

2
v

の
所
有
者
公
認
弘
O
毛
足
。
で
あ
る
。
ま
た
、
議
決
権
拘
束
契
約
そ
の
も
の

〈

S
V

は
、
代
理
関
係
公
明
ロ
ロ
可

E
E
C
E
E閉
じ
を
設
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

か
よ
う
な
議
決
権
拘
束
契
約
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
決
議
事
項
の
う
ち

特
に
取
締
役
選
任
に
お
い
て
、
自
己
も
し
く
は
自
己
の
利
益
を
代
表
す
る
者

を
取
締
役
に
選
任
す
る
た
め
に
少
数
株
主
が
結
合
し
て
多
数
を
獲
得
す
る
方

法
と
し
て
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

で
あ
お
ル
こ
れ
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
同
じ
目
的
で
用
い
ら

(
6
)
 

れ
る
議
決
権
信
託
よ
り
も
実
際
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

議
決
権
信
託
は
信
託
期
間
が
制
限
さ
れ
て
い
る
、

ω

)
 
1
 
(
 

議
決
権
信
託
の

北法21(2・117)305



料

主設
に定
とは
っ議
て決
は権
そ拘
れ束
が契
負約
担よ
とり
なも
る手
こ続
とヵ:
が複
少雑
なで
く閉
な鎖
い吉的
、)株

(3) 式
会
社

の

株

議
決
権
信

資

託
は
受
託
者
に
当
該
株
式
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
を
移
転
し
て
し
ま
う

(
自
〉

こ
と
か
ら
、
株
主
と
し
て
有
す
る
権
利
を
失
う
こ
と
に
な
る
、
な
ど
で
あ

ヲ匂。(
1
)
〉
B
2
H
n
S
F円訪問
V
E
ι
g
R
(
N
a
-
-
u
m印
)
〈
o一-一∞・

(UOH司
c
g
l

t
c
g
四回∞
O
旬・一∞品

u
Z
o
F
吋
}Mmw
〈
ω-H会
片

山

『

0同
ω同R
r
r
c
E
R
ω
.

〈
D
H
5問
〉
悶
『
2
5
8
g
E
E
-
5
D
H
P
ω
C
-
え
の
E
E向
。
ド
・
問
。
〈
-

(-uω
町一)白ム
0

・
ω
岬
℃
・
四
品
↓
・

な
お
、
議
決
権
拘
束
契
約
は
、
し
ば
し
ば
プ
ー
ル
契
約

S
O
D
-
g開

俗
間
同

z
s
g
C
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
〈
2
5問
ω間
同

2
5
8同

(白
H
6
F』
DH口同
4
5
2ロ
m
gロ可
R
C
と
旬
。
。
-5m
防
関
門
耳
目
ω口同(〈
2
5
m

同50-)
と
は
厳
密
に
は
次
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
る

(
ω
E
R
r
-

z

a月ロ

(
U
2
3
g
t
s
c
d
F
申
↓
当
日

ω仲間】・印
M∞
ロ
・
司
〉
。
即
ち
、

前
者
は
、
議
決
権
行
使
の
方
法
に
つ
い
て
一
定
の
手
続
を
定
め
ず
、
単

に
そ
の
都
度
株
主
問
で
合
意
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
議
決
権
を
行
使

す
る
旨
を
約
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
更
に
、
議
決
権
行
使
の

方
法
に
つ
い
て
は
、
契
約
当
事
者
た
る
株
主
の
多
数
決
に
よ
る
(
こ
の

場
合
に
一
定
期
間
ま
た
は
特
定
の
目
的
達
成
の
時
ま
で
特
別
の
委
員
会

を
組
織
し
、
こ
れ
に
よ
り
団
体
の
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
)
、
或
い
は
仲
裁
人
公
岳
町
g
g
φ

の
決
定
に
委
ね
る
な
ど
、
議
決

権
行
使
の
方
法
に
つ
い
て
一
定
の
手
続
を
定
め
る
場
合
で
あ
る
。
し
か

し
、
本
稿
で
は
特
に
こ
れ
を
区
別
し
な
い
。
ち
な
み
に
、
議
決
権
拘
束

契
約
に
つ
い
て
具
体
的
定
義
づ
け
を
し
て
い
る
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
一

般
会
社
法
(
の
0
5・
の
g
-
ω
S
F
〉

E
・
叫
包
lωω
由
主

(ω
毛司・

石
田
町
)
)
は
、
「
議
決
権
拘
束
契
約
守
三
百
四
お
居
。
自
由
る
と
は
、
あ

る
株
主
問
も
し
く
は
あ
る
株
主
と
当
該
会
社
聞
で
の
、
そ
の
所
有
す
る

株
式
に
つ
い
て
議
決
権
を
団
体
と
し
て
(
訟

ω
句

S
巴
も
し
く
は
仲

裁
そ
の
他
の
合
意
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
従
っ
て
団
体
と
し
て
行
使
す
る
旨
の
合
意
で
あ
る
」
と
規
定
す

る。
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
議
決
権
拘
束
契
約
に
関
す
る
文
献
は
数
多
い

が
、
こ
こ
で
は
以
下
の
も
の
を
あ
げ
て
お
く
。

2
2
n
r
p
。可円
}O同】邑包

(
リ

D『匂
c
g
t
oロ
凹
(
句
角
B-
。L
・
3
印
M〉
〈
c-・
印
叩
即
日
O
E
l
M
O
m吋
U

切
と

-
g
g
p
〈
c
E四
吋
2
2・
子
百
円
〉
『
ロ
g

m
ロ
ι
岡山内宮
z
z
c
p
N
}

、H，
Z
B
F・
河
内
〈
・
〈
一
室
M)
一ωu
・
mw仲間》司・一品
Nl一品目唱の
DH司
o
g同FOE-

即
-
g
u
z
g
p
c司・

n
F
T
附

Nm吋旬開
Y
K
2
吋
i品
一
∞
二
∞
〉
自
・

TH-

E
司
お
よ
即
断

g
o
i
m∞ム
h

(

リ

ω三円
n
y
切

5
3
2
ω
O『
m
E出
E
C
C口
当

=
F

S
H
-
g
E口
町
(
一
回
目
∞
)
間
一
一
品

-
E〔
M〕問者・

MMωlNM
プ

-0.PE--

m印・
2
!日・

8
u
O一R
F
E同】
g--
〈
O
]
・
一
間
一
回
∞
-
〈
O
]
・
ω
務
一
ω
∞m-

豆
町
田
町
田
2
E
R
g
-
m
o
n
r
y
D
-
ι
σ
a
.
〉問『
2
5
3
Z
S
Fゅ
の
-
O
R
q

E
巳
品
。
。
門
司
D
E
E
D
P
m
u
J
p
r
r
』・(一也印{〕〉一

O#0
・
ω仲間)聞こ
Oム
Ml

-OK3
・。
DH司
o
g
p
Dロ
・
ド
mwd〈

ωロ
ι
H
M
E
n
c
n
m
(
一
山
山
田
)
〈
cf
一
割
↓
吋
町
一

一ω件。〈。
5
・
。
ロ
の
CH℃
0
5
2
0
5
(
↓
U品
目
〉
間
一
品
目

u
z
o
F
ω
d
・
(U7F目
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)
 
1
 
(
 

円、，

H凶
2
・
日
戸
間
)
辺
二
沼
y
E
C
i
E白山一
z
c
B
-
、H，F
何
回
同
月
Enmw『一。
HUEuq

E
L
〈
O
江
口
聞
の
D口可。
-
D『
ω
ヨ
ω
=

∞5
5
2
ω
(
U
O
H旬。
g
t
o
E
u
∞∞
d
・
0『

句。ロロ
ω可一〈
ω口
広
円
、
河
内
〈
・
(
一
回
印
〔
〕
〉
ム
C
一
二
弘
司
目
y
A
(〕∞
l
K
2
0

一回
)mLM凶口。ァ

H
，Yぬの
D吋℃
D
P
Z
口
町
内
円
仲
良
い
の
ω口
出
白
山
内
S
L
回
。
吋
局
内
H
Hロ

〉品〈
g
n
m・印
ο{Uc-回目
-
r
.
岡
山
宮
・
ハ
-U印
O〉印
M.mw片岡
VMY
包
12.
な

お
、
紹
介
と
し
て
、
既
に
、
菱
国
政
宏
「
株
主
の
議
決
権
行
使
と
会
社

支
配
」
(
昭
お
〉
一
四
二

l
一
五
一
一
貝
、
喜
多
川
篤
典
「
株
式
会
社
の
法

理
」
(
昭
引
〉
一
三
八

i
一
四
二
頁
が
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
れ
を
今
少
し

具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
2
)

印一
E
m符
7
2
・
8
・
nF同・・訓

N
O
E
同Y
N
印
ベ
ニ
∞
〉
g
-
Tア

D司

2
7
・司同
y
一∞
k

ア
一
∞
-
h
H
4
2
P
C
M
y
n
H
T
ω
C
.

。ry
円、
.
H
N
2
・
忠
岡
y

E
プ
も
っ
と
も
、
初
期
の
議
決
権
信
託
に
お
い
て
は
、
株
式
の

-omω-

E
F
を
委
託
株
主
に
留
保
し
議
決
権
の
み
が
受
託
者
に
信
託
さ
れ
る
も

の
も
存
し
、
議
決
権
拘
束
契
約
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

(
印
明
F
R
Y
R
噌間
N
c
m
印司・
N
吋ベ)。

(
3
)
も
っ
と
も
、
議
決
権
拘
束
契
約
の
履
行
の
確
保
の
た
め
に
、
特
定
の

株
主
一
或
い
は
プ
l
ル
の
委
員
会

(
g自
E
2
2
0町
子
。
官
。
-
2め
)
に
よ

り
選
任
さ
れ
た
者
に
拘
束
契
約
に
服
す
る
株
式
を
寄
託
し
、
そ
の
者
を

し
て
統
一
的
に
議
決
権
を
行
使
せ
し
め
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
(

0

・
F
-

F
品
Z
H
q
F

。DF-
印
一
司
・
注
目
印
与
(
一
回
全
)
〉
。
更
に
、
契
約

の
内
容
、
目
的
か
ら
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
(
片
岡

T

〈
D
g
r
r
胃
D
H与
が
授
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

(ω
自
止

r
〈・

ωω
口
町
E
ロ
n
-
m
n
c
h
v
z・MM-m可
ニ
一
一
印
の
と
・
印
∞
h

ア
ミ
句
・

会社支配と株主問の合意

印∞
N
(
-

∞∞吋))。

(
4
)
〈
2
5
m
ω
間吋
S
B
S岬
と
い
う
言
葉
は
、
時
に
は
撤
回
し
え
な
い
議

決
権
代
理
行
使
委
任
状
、
議
決
権
信
託
、
更
に
は
取
締
役
の
裁
量
権

(内出
R
5
5ロ
民
可
宮
司
向
)
を
制
約
す
る
合
意
も
含
め
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
前
述
の
よ
う
に
区
別
し
た
株
主
が

議
決
権
を
統
一
し
て
行
使
す
る
た
め
に
用
い
る
契
約
に
限
定
す
る
。

(
5
〉
議
決
権
拘
束
契
約
に
関
す
る
判
例
は
、
そ
の
殆
ん
ど
が
閉
鎖
的
株
式

会
社
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
契
約
が
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
株

主
の
会
社
の
支
配
権
の
獲
得
の
方
法
と
し
て
有
用
で
あ
る
こ
と
は
多
く

の
学
者
が
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一

O
、ロ
E
Y
附印
eON
一回
C
H
E
g
g
-

GH》・

2
r
印
由
ペ
ω}何回
t

・
』
.
回
仲
間
y
-
E
u
y
(
U
D号
O
B
Z
D
P
間
一
吋
白
川
-

c
-
R
F
ロ
司
・
口
比
二
℃
・
会
印
日

ωぽ
Z
E
-
D
H
y
n
F
T
同y

g
印
一
切
と
F
H
L
・

〉円
4
8
m巾
g
g
H田町
D同
F
H
p
n
F唱え
5
口
百
〈
U
2
3
g
z
z自
由
問
。
百
四
口
同

区ロ円山叩
H
同

v
g
g三
J
E
U
E

∞5
5
2

目。-CHHMDECDロ
「
mwJFM印
吋
σ
g同》-何

回、・

P
E
H同R
q
C
8一)一
ω
ア
三
唱
刷
y
z
r
5
0・
な
お
、
日
本
に
お

い
て
問
題
と
な
っ
た
事
例
と
し
て
、
東
京
地
判
昭
二
五
・
一

0
・
二
五

(
下
級
民
集
一
巻
一

O
号
一
六
九
七
頁
)
が
あ
る
。

ハ
6
)

議
決
権
信
託
に
つ
い
て
は
、
な
お
後
述
す
る
(
第
一
}
一
章
の
【
四
】
〉

(
7〉
多
く
の
州
の
制
定
法
で
は
、
信
託
期
間
の
最
長
を
一

O
年
と
定
め
て

いヲ
Q
O

(
8〉
議
決
権
信
託
の
設
定
に
は
、
特
定
の
受
託
者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に

株
式
を
移
転
す
る
こ
と
、
受
託
者
は
委
託
株
主
に
議
決
権
信
託
証
書

?
c巳
口
町
可
ロ
巳

R
E
E
E
S〉
を
発
行
す
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
る
。
な
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料

ぉ
、
議
決
権
信
託
に
つ
い
て
制
定
法
で
規
制
し
て
い
る
州
の
大
多
数

は
、
議
決
権
信
託
契
約
書
の
複
本

(g唱・
8
5
R
G向
。
が
会
社
の

筆
記
せ
ら
れ
た
事
務
所
に
預
託
せ
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
同
じ
利
害
・
目
的
を
も
っ
た
株
主
同
志
が
秘
密
裡
に
協
定
を
結

ぶ
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
つ

Q
ロ
2
7
即
印
・
宏

司・

ω

一ω)
。

(

9

)

回
ω
-
V
R
g
p
(
U
R℃
O
B岬
窓
口
♂
同
M
A
2
・
な
お
、
受
託
者
に
株
式
を
移

転
す
る
こ
と
に
よ
り
課
税
上
の
不
利
益
が
存
す
る
今
。
、

5
巳
・
官
・

ω
一品

参
照
)
。

(ω)
も
っ
と
も
、
議
決
権
信
託
は
殆
ん
ど
の
州
の
制
定
法
で
そ
の
有
効
性

が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
議
決
権
信
託
契
約
は
一
般
に
撤
回
し
え
な
い
も

の
と
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
利
点
も
有
す
る
(
議
決
権
拘
束
契
約
の
有
効

性
及
び
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
に
つ
い
て
は
後
述
)
。
議
決
権
拘
束
契

約
と
議
決
権
信
託
の
各
々
の
利
点
、
欠
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
な
お

-osg]
叩印・
ω品目一回同
-
Fロ江口
p
o同y
n
-
r
N
一、
H
，ESω円、

.m虫、・司℃・

一白
0
1
5
一一一月
D
Y円

-wr・
0
吋
問

ω包
N
F
ロ
聞
の
OH匂
O
B
R
ω
ロ仏

O
P
2

∞5
7

5
呂
町
民
命
名
口
用
問
(
一
回
目
白
)
明
ム
-
N
吋
問
者
-
一
ω由
。
同
月
』
参
照
。

資

【

ニ

】

有
効
性
に
関
す
る
従
来
の
判
例
の
見
解

議
決
権
拘
束
契
約
の
有
効
性
及
び
か
よ
う
な
契
約
の
違
反
に
対
す
る
救
済

方

法

官

5
e
g
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、

一
九
世
紀
の
後

半
以
来
裁
判
所
で
数
多
く
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
各
州
に
お
い
て
見

解
が
分
か
れ
、
ま
た
、
特
定
の
州
に
お
い
で
さ
え
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
議
決
権
拘
束
契
約
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
そ
の
一

般
化
は
、
簡
単
に
な
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
初
期
(
特
に
一
九
一

O
年
以

前
)
の
判
例
は
一
般
的
に
以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
議
決
権
拘
束
契
約
を
無

効
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ

(
E〉
門

B
〉

は
、
多
分
に
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
及
び
議
決
権
信
託
を

無
効
と
す
る
理
由
と
同
じ
く
し
て
い
る
。

議
決
権
拘
束
契
約
は
、
そ
れ
自
体
公
益

2
5
r
吉
年
与
に
反

す
るZつ

(a) 山↓
l'lP 
ち議

決
権
拘
束
契
約
は
、
議
決
権
行
使
に
関
す
る
各
株
主
の
自
由

独
自
な
判
断
の
行
使
を
妨
げ
る
。

」
れ
は
、
多
分
に
会
社
の
各
株
主
は
株
主
総
会
に
お
い
て
自
由
・
独
自
の

判
断
を
行
使
す
る
こ
と
を
お
互
い
に
契
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
の
法
原

〈

5
v

理
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
株
主
は
、
自
己
が
会
社
の
最
も
利
益
と

考
え
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
義
務
、
を
他
の
株
主
に
負

ぃ
、
他
方
、
各
株
主
は
、
他
の
株
主
が
議
決
権
行
使
に
お
い
て
自
由
・
独
自

の
判
断
を
な
す
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
義
務
、

権
利
を
放
棄
せ
し
め
る
或
い
は
奪
う
こ
と
に
な
る
い
か
な
る
議
決
権
の
結
合

【

au】

契
約
も
公
裁
に
反
し
無
効
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

北法21(2・120)308



し
か
し
、
か
よ
う
な
法
原
理
は
、
会
社
の
設
立
が
州
の
立
法
府
の
特
許
状

(の

Z
3
2
)
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
、
一
株
一
議
決
権
、
議
決
権
の
代
理

行
使
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
時
代
に
は
妥
当
す
る
も
、
設
立
に
つ
い
て
準
則

主
義
を
認
め
る
州
の
制
定
法

(
m
E
2
ω
-
g
B
G
o
u
t
oロ
ω
g
z
g
)
の
出

現
、
一
株
一
議
決
権
の
原
則
の
確
立
、
及
び
、
株
式
の
自
由
譲
渡
性
、
議
決

権
の
代
理
行
使
、
無
議
決
権
株
の
発
行
が
許
容
さ
れ
、
更
に
、
株
主
数
の
増

大
、
株
式
の
分
散
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
今
日
に
お
い
て
は
、
も
は
や
妥

(
7
)
 

当
し
え
な
い
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
株
主
は
自
己
の
利
益
を
追

求
す
る
た
め
に
議
決
権
を
行
使
し
う
る
の
で
あ
り
、
更
に
、
議
決
権
拘
束
契

約
を
認
め
る
こ
と
が
株
主
の
利
益
に
ひ
い
て
は
企
業
目
的
に
合
致
す
る
こ
と

ハ
9
V

に
な
る
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

(b) 

議
決
権
拘
束
契
約
は
、
株
式
所
有
権
公

s
n
r
2
5
5
P
E

会社支配と株主聞の合意 (1) 

cd司
5
2
V
6
)
か
ら
議
決
権
を
分
離
せ
し
め
る
。

議
決
権
は
、
本
来
株
式
所
有
権
に
固
有
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
り
株
式
と

分
離
し
え
な
い
も
の

(
5
Z
Z
Eぞ

E
g
a
E
3
2
ι

宮
尾
宮
目
立
。

r
c
g

同

Z
O耳ロ
2
5
-唱
え
え
Dnr)
と
さ
れ
、
議
決
権
と
株
式
所
有
権
と
を
分
離

せ
し
め
る
い
か
な
る
議
決
権
の
結
合
・
契
約
も
公
益
に
反
し
無
効
な
も
の
で

あ
る
と
す
る
。
更
に
、
か
よ
う
な
分
離
は
、
株
主
の
議
決
権
を
奪
い
多
数
決

原
濯
を
無
視
せ
し
め
、
ま
た
、
会
社
の
利
益
の
た
め
に
議
決
権
を
行
使
す
る

義
務
を
放
棄
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
株
主
更
に
は
会
社
の
利
益
を
害

す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
議
決
権
拘
束
契
約
の
有
効
性
は
主
と

し
て
こ
の
点
か
ら
争
わ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
に
対
し
て
は
、
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状

の
授
与
を
認
め
る
、
即
ち
、
利
害
関
係
を
伴
う
代
理
権

2
0耳
2
8毛
-E

3
F
E
S
S
E
C
は
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
す
る
ル
ー
ル
ピ
の
関
係
で
修

正
が
せ
ま
ら
れ
、
議
決
権
の
株
式
所
有
権
か
ら
の
分
離
も
議
決
権
拘
束
契
約

に
お
い
て
、

ω
保
護
す
べ
き
財
産
的
利
益
が
存
す
る
、

ω
会
社
の
利
益

の
た
め
に
実
行
す
べ
き
あ
る
一
定
の
政
策
が
存
す
る
、
例
株
主
に
と
っ
て

利
益
と
な
る
適
法
な
目
的
が
存
す
る
、
な
ど
の
場
合
に
は
何
ら
妨
げ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ

mγ
ま
た
、
初
期
に
み
ら
れ
た
議
決
権
の
み
の

信
託
な
ら
と
も
か
く
、
議
決
権
拘
束
契
約
は
株
式
自
体
か
ら
の
分
離
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
泊
中
更
に
、
議
決
権
代
理
行
使
、
無

議
決
権
株
、
議
決
権
信
託
を
認
め
る
判
例
・
制
定
法
が
出
現
ぽ
株
主
数
の

増
大
、
株
式
の
分
散
と
い
う
今
日
の
現
状
か
ら
す
れ
明
議
決
権
の
株
式
所

有
権
か
ら
の
分
離
を
と
や
か
く
言
う
の
は
無
意
味
な
議
論
で
あ
る
と
批
判
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
議
決
権
は
会
社
の
全
て
の
株
主
、
会
社
の
利
益
の
た

め
に
行
使
す
べ
き
人
格
権
的
利
益
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
株
式
と
独
立
し
て

譲
渡
し
う
る
財
産
的
利
益
で
あ
怜
v

更
に
、
議
決
権
と
株
式
所
有
権
の
分
離
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料

に
対
す
る
規
制
は
立
法
府
に
委
ね
る
べ
き
問
題
で
裁
判
所
は
詐
政

Q
S
邑
)

資

そ
の
他
違
法
な
目
的
が
証
明
さ
れ
る
な
ど
の
特
別
の
場
合
に
の
み
干
渉
す
べ

き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
羽
山

(

u

)

 

制
定
法
に
反
す
る
。

こ
の
点
は
、
主
と
し
て
議
決
権
信
託
に
関
す
る
制
定
法
と
の
関
係
で
問
題

と
な
る
。
則
ち
、
立
法
府
が
議
決
権
信
託
を
認
め
他
の
株
主
聞
の
議
決
権
行

使
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
何
ら
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
議
決
権
信
託

の
み
が
株
主
が
議
決
権
を
他
の
者
に
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
し
て
委
ね
う
る

唯
一
の
方
法
で
あ
り
、
議
決
権
と
株
式
所
有
権
を
分
離
せ
し
め
る
い
か
な
る

契
約
も
、
そ
れ
が
有
効
と
さ
れ
る
た
め
に
は
議
決
権
信
託
に
関
す
る
制
定
法

に
合
致
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
か
か
る
制
定
法
に
反
す
る
も
の
は
無
効
で

あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
、
デ
ラ
ウ
ヱ
ア
州
最
高
裁
判
所

(
〉

Z
R
H
D
g
r
z
〈・

0hw〈
2
・
5
0
〉
・
日

ι
ω
ω
∞
(
一
回
目
吋
)
)
は
一
般
論
と
し

て

「
結
合
乃
至
一
致
し
た
議
決
権
行
使
(
』

D
Z
H
2
2
Rゆ
え
丘
〈
O
江
口
問
)

の
た
め
に
す
る
い
か
な
る
株
主
閑
の
合
意
も
、
そ
れ
が
、
事
実
上
議
決
権
信

託
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
た
と
え
い
か
な
る
方
法
(
自
問

E
E
g
)
に
よ
る

も
議
決
権
信
託
に
関
す
る
制
定
法
の
要
求
に
合
致
し
な
け
れ
ば
無
効
で
あ

り
、
契
約
当
事
者
が
議
決
権
信
託
と
は
異
な
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
と
し
て

も
問
題
と
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
近
時
の
裁
判
所
は
、
か
よ
う
な
立
場
を
と
ら
ず
、
議
決
権
信
託

に
関
す
る
制
定
法
に
反
し
て
無
効
と
さ
れ
得
る
議
決
権
行
使
に
関
す
る
合
意

も
、
議
決
権
拘
束
契
約
或
い
は
代
理
権
の
設
定
と
し
て
は
有
効
と
さ
れ
う
る

可
能
性
を
認
め
る
。
な
お
、
そ
の
他
、
制
定
法
と
の
関
係
で
は
、
取
締
役
の

裁
量
権
を
不
当
に
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
は
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。以

上
、
近
時
に
お
い
て
は
、
議
決
権
拘
束
契
約
を
、
そ
れ
自
体
公
益
に
反
し

無
効
と
す
る
、
或
い
は
議
決
権
信
託
に
関
す
る
制
定
法
に
反
し
無
効
と
す
る

判
例
は
次
第
に
減
少
し
、
会
社
の
支
配
権
を
獲
得
・
確
保
す
る
た
め
に
株
主

が
取
締
役
の
選
任
な
ど
に
つ
い
て
予
め
合
意
し
て
他
の
株
主
と
結
合
す
る
こ

と
は
、
そ
れ
、
が
違
法
な

(MF岡
弘
)
目
的
な
ど
を
有
し
な
い
限
り
何
ら
違
法

で
も
公
益
に
反
す
る
も
の
で
も
な
い
と
さ
れ
、
株
主
が
、
議
決
権
を
自
己
の

欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
使
す
る
こ
と
も
、
は
た
ま
た
、
他
の
株
主
と
の

合
意
に
従
っ
て
行
使
す
る
こ
と
も
、
株
式
を
所
有
し
て
い
る
者
の
一
般
的
固

有
権

(mg司
包

5
5
2
ユ
m
g
で
あ
る
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
日
山

(
1
〉
議
決
権
拘
束
契
約
に
関
し
て
殆
ん
ど
の
州
は
制
定
法
で
何
ら
規
定
し

て
お
ら
ず
、
後
述
す
る
よ
う
に
ご
く
最
近
に
な
っ
て
若
干
の
州
で
規
定

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
な
お
、
議
決
権
拘
束
契
約
の

有
効
性
は
合
意
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
州
で
は
な
く
、
当
該
株
式
を
発

北法21(2・122)310
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司よ(
 

行
し
た
会
社
の
設
立
し
た
州
の
、
法
に
も
と
づ
い
て
判
断
さ
れ
る

(
印
司
-znY2J
却

NOm--
白汁司・

NUω)
。

(
2
)

後
述
(
第
三
章
の
【
一
】
)
す
る
よ
う
に
議
決
権
と
株
式
所
有
権
の

分
離
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

(
3
)

前
述
の
よ
う
に
、
初
期
に
お
い
て
は
議
決
権
信
託
に
つ
い
て
議
決
権

の
み
が
受
託
者
に
移
転
さ
れ
る
場
合
が
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
な

お
、
議
決
権
信
託
は
一
種
の
プ
l
ル
契
約
で
あ
る
か
ら
、
議
決
権
拘
束

契
約
も
議
決
権
信
託
と
同
一
の
規
制
に
服
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
あ
る

(即日
L
-
S
C
R
-
C同y
巳
T
N
一
吋
Z
B
F
岡山角川〈・伊丹司・-ム
N
X

(
4
)

公
益
(
宮
ゲ
ロ
ロ
唱
。
-
付
与
に
反
す
る
契
約
は
不
法
契
約

2
F凹巳

ncロ
g
n
C
で
あ
り
無
効
と
な
る
。
な
お
、
公
益
に
反
す
る
か
否
か
は
裁

判
所
の
裁
量
に
よ
る
が
、
そ
の
判
断
を
裁
判
所
が
株
主
の
議
決
権
行
使

に
関
し
て
山
用
い
る
に
際
し
て
、
同
zr-再
開
】
O
E
口
可
と
い
う
概
念
の
漠
然
性

が
指
摘
さ
れ
、
議
決
権
拘
束
契
約
が
そ
も
そ
も
い
か
な
る
公
益
を
侵
害

す
る
の
か
そ
し
て
い
か
な
る
会
社
法
の
原
則
が
侵
害
さ
れ
る
の
か
と
い

う
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
て
い
る

(
C
S
F
ω
ア
わ

OH匂
O
B
R
〈
2
5問
自
ι

同J
H
E
R
司
cznu〉
己
国
民
〈
-
F
同州
2
・
(
一
∞
勾
)
巳
司
HY
お口角川庁自』・)。

議
決
権
拘
束
契
約
そ
れ
自
体
が
公
益
に
反
す
る
と
し
て
無
効
と
さ
れ
た

判
例
一
般
に
つ
い
て
は
、
合
〉
B
2
2ロ
ピ
-
唱
伊
司
D
3・〉ロロ
2
3
P

M
《凶(一

g
m
)
明
者
・
∞
ピ
l
∞
Mω

所
掲
の
判
例
参
照
。

(
5
)
Z
c
g
w
C同y
n
F
y
e
ω
C・
(
u
r
f
F
-
m
2・
巳
同
y
m
A
N
・
2
2
0・
D匂・

門
戸
.
∞
∞

C.
同vp
円、
.
m雪
印
同
同
y
k
ぢゴ
HADZ-ω
一印℃民
ω丘
D
D
C同
吾
ω

〈
♀
5
m
p
u当
骨
骨
D
g
r巾間一巳

ω口《】即日ロ伶止の
E
-
C垣間凶耳切庄司

Dm

会社支配と株主問の合意

わ

C
G
O
E
R
g
S
F
ム
吋
豆
F
n
y
-
H
f
m
z
-
(
-
u怠
)

釦

仲

間

ν
・沼田・

(
6
)
H
N
D
Z
E
〈
・
当
E
g
g
-
-
∞∞

ω・
月
三
∞
日

3
a
-
C〈
・
〉
宅
-

}
宏
印
)
は
、
「
株
主
は
自
己
の
議
決
権
を
会
社
の
最
も
利
益
と
考
え
る

と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
使
す
る
義
務
を
負
い
、
こ
の
義
務
を
他
の
者
に
委

ね
て
放
棄
す
る
よ
う
な
合
意
或
い
は
議
決
権
の
結
合
は
な
し
え
な
い
」

と
し

(
F
E
S∞
ω
・
巧
-
日
仏
印
汁
同
y
∞
吋
∞
〉
、
。
仏
B
R
H
〈・

2
2
0
p

ω
一
回
忌
白
田
区
-
E
Z・何・

N

内
回
会
∞
(
一
回
品
目
)
は
、
「
株
主
は
一
般
に

会
社
に
対
し
て

P
L
R
Eミ
な
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
会
社

の
利
益
の
た
め
に
す
る
株
主
の
自
由
な
判
断
の
行
使
を
妨
げ
る
契
約
は

公
益
に
反
し
無
効
で
あ
る
」
と
(
在
仏
・

2
z・
開
・
日
ハ
目
印
同
司
・
色
。
〉
、

ま
た
、
国
主
今
日
目
〈
・
国
ω
E
O
B
E
-
-
吋
由
開
可
-
m
a
-
-
U吋
ω-J司・

ω吋∞

(
一
回
一
寸
)
で
は
、
「
株
主
は
自
己
の
欲
す
る
よ
う
に
議
決
権
を
行
使
し
う

る
が
、
閉
E
r
r
-
ν
O
Z円
可
は
、
株
主
が
取
締
役
の
選
任
に
お
い
て
自
己
の

最
も
よ
い
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
会
社
の
利
益
の
た
め
に
議
決
権

を
行
使
す
る
権
利
を
奪
う
よ
う
な
契
約
の
強
行
守
口
沙
門
2
g
g
C
を
禁

じ
る
。
株
主
は
自
己
が
こ
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
契
約
に
よ
り
不

可
能
に
せ
し
め
る
権
利
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し

(
M
E
L
-
E吋

ω.J〈
.
民
間
》
・

ω∞
N〉
、
更
に
、
「
株
主
は
他
の
株
主
が
株
主
と
し
て
の
義

務
を
誠
実
に
履
行
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
判
示
し

て
い
る
公
笥

ω・
巧
・
巳
旬
・

ω∞
N)
。
そ
の
他
、
冨
C
E
〈
-
E
C問。・

s
o

p-mN印w
町一

ω・
巧
・
品
∞
コ
一
∞
O

∞
〉
一
の
ω
間
ゆ
く
・
百
円
Z
H
・

2
・ロ
-MUア

E

Z
・4
〈・∞
o
u
c
g印)
U

切

cmZFnr
〈・

n
F
8
B
8・
8
{
U
S
E
-
印印
ω-

M主
・

ω日
(
S
u
e
-
5
2
〈・

T
0
2・
M
g
E
n
y
-
-ア
Nム
N
Z
J司・
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料

立
吋
(
一
回
ω
N
)
U
(
U
E
H
5
5
ω

〈
・
忌
口
(UCMJMM
吋

gロ
・
〉
司
司
・

2
7
-
N印

ω
・4〈・印
O
U
C
8
5
参
照
。

(
7
)

印
E
Z口町凶作口問

NOm∞
司
-
N∞∞

u
Z
Dぼ
-
D同y
i
r
ω
C
・
(
V
E
-
F

河内〈・州民間凶・

E
N
h
z
o同町
O
匂・円
~
r
s
c・同》
ω
-
F
-
M
N
2
.・
三
宮
Y

A
0
7品
O
N
u
z
o
F
D司
-
n
-
r
当
冨
R
F
F
・
-N雪
-
己
目
y
印
色
な
お

ζ
R
E
ロ
〈

Z
F
n
o一一
Z
Z
9庁内一-一口
h
;
N同・

N
内凶吋∞
ω
(
∞
岳
・
。
円
・

3
N∞
)
は
「
会
社
の
全
て
の
株
主
は
取
締
役
の
選
任
じ
お
い
て
他
の
全

て
の
株
主
の
判
断
の
利
益
を
受
け
う
る
と
の
初
期
に
お
い
て
支
配
し
て

い
た
古
い
理
論
は
、
現
代
の
企
業
が
あ
ら
ゆ
る
所
に
分
散
し
て
い
る
無

数
の
株
主
よ
り
な
る
巨
大
な
会
社
に
よ
り
経
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

し
て
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が

CEn--

回

目

N

品
忠
明
】
・
石
田
)
こ
の
こ
と
は
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
は
妥
当
し

な
い
も
の
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

C
O
S
E
f
m
m
・2

巳
℃
・
日
ωo

ロ・

5
1
な
お
、
公
的
な
選
挙
守
口
Z
R
巳
R
t
cロ
)
に
関
す
る
ル
ー
ル

は
会
社
の
選
任
決
議
と
は
比
較
し
え
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
印
可
-2口
y
oア

C司
・
円
伊
丹
・
(
一
回
ω
一)抑

NOmm
司

UN印〉。

(
8〉
株
主
は
会
社
或
い
は
他
の
株
主
に
対
し
て
ご
ι
c
n
z
q
な
関
係
に
立

つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る

(切

h
L
E
E
-
H
F
。。門司
D
3
2
0ロ
ω・
明
ご
℃
・
一
司
二
∞
〉
B-
』ロ
F

N
仏

(
一
回
目
印
)
抑
念
品
沼
y
u
m
o
i
u
m
C
。
し
か
し
、
リ
ス
テ
ー
ト
メ

γ
ト
の

契
約
で
は
、
株
主
の
議
決
権
行
使
に
お
け
る
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務

(
E
E
Uミ
E
q
2
0
E寝
苦
ロ
〉
を
問
題
と
し
て
い
る
宰
日
号

S

Fmw者
間
口
広
広
口
R
-
刷

N
Z
S件
。
目
。
口
件
。
町
仔
命
戸
ω者
-
。
。
ロ
q
R
Z
(
一∞
ωM)

資

〈
o一
日
明
印
巴
刀
・

5
三
(
υ
c
E
2
3
?
な
お
、
白
ヨ
-
z
m
g
p
cロ

(リロロ可
m
w
n
Z
(列
。
〈
・
ゆ
チ
一
∞
ω∞
)
抑
一
吋
山
山
田
℃
・
ム
UN
山
印
の
D司
r
F
P
Cロ

(UDロ可
R
Z
(
一
白
印
口
)
抑
一
合
ム
旬
・
∞
O

一
に
も
み
ら
れ
る
〉
。

も
っ
と
も
、
近
時
の
判
例
で
は
、
支
配
・
多
数
株
主
の
権
限
の
濫
用
を

防
止
す
る
た
め
に
会
社
の
組
織
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
議
決

権
行
使
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
、
支
配
・
多
数
株
主
の
少
数
株
主
に

対
す
る
忠
実
義
務
を
認
め
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
開
問
・
・
開

2
5
〈・

0
日同
O
ロ
初
旬
己
耳
ミ
』
町

Zω
丘
町
釦
江
C
ロ門
UG--
日
吋
町
田
N
印(一

g
m
y

』D
ロ
2
J〉
冨

5
2
2
1】
出
位
。
ロ
巴
2
・
(
U
P
-
-
ム
ム
明
・
吋
町
印
(
一
u
c
m
〉山

貝
ω〈
m
g
E問『〈・

rmw〈
mwロ岱己問
y
r
a
z
z聞
の
0
・w
M
M
m
Z
Jヘ・一∞印
LNω

Z
・
目
玉
∞
(
一
回
一
但
)
U
C巳ロ
ω
ぐ
・
円
。
口
問

ζ
問問・

(UG--Mω
ム
Z
・。・

ωム0
・

ミ
ω
-
m
M
仏

ω包

(
-
8
3
u
玄
巳
ロ
ω
〈・

ζ
E
F
N
4
〉
署
・
り
い
〈
・

N
L
X
ア

M
m
ω
Z
・Jヘ
ω
・
N
L
印
s
c
u
m印
〉
・
』

8
2
〈
-
F
P
8
5
M
l

E
E
C口
開
-2・
{U0・
は
、
「
多
数
株
主
は
、
少
数
株
主
の
利
益
を
守
り

彼
ら
に
会
社
財
産
に
よ
る
収
益
、
収
入
の
正
当
な
割
合
を
確
保
し
与

え
る
た
め
に
、
会
社
の
財
産
を
彼
ら
(
多
数
株
主
)
の
責
任
に
お
い
て

最
大
限
の
も
の
に
せ
し
め
、
善
意

(
m
c
c
ι
E
F〉
無
過
失

(
2
3〉

誠
実
(
島
内
]
仲
間
百
円
。
〉
を
も
っ
て
行
為
す
る
義
務
を
少
数
株
主
に
負
っ
て

い
る
。
少
数
株
主
か
ら
彼
ら
の
会
社
財
産
に
対
す
る
正
当
な
割
合
を

奪
う
、
或
い
は
少
数
株
主
の
犠
牲
に
お
い
て
彼
ら
自
身
(
多
数
株
主
)

の
利
益
の
た
め
に
す
る
会
社
財
産
の
多
数
株
主
へ
の
売
却
そ
の
他
多
数

株
主
に
よ
る
い
か
な
る
会
社
財
産
の
譲
渡
も
、
こ
の
義
務
及
び
信
託

(
宝
協
同
)
の
違
反
と
な
り
、
衡
平
裁
判
所

(
8ロコ
D
『円

F
E
g
q〉
に
よ
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)
 
-(
 

る
正
当
な
救
済
の
対
象
と
な
る
」
と
判
示
し
て
い
る
公
玄
仏
・
民
間
y

ヰ
日
)
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
傾
向
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
少
数
株
主
の

特
殊
な
地
位
(
支
配
・
多
数
株
主
に
よ
っ
て
容
易
に
そ
の
株
主
と
し
て

の
利
益
を
害
さ
れ
る
危
険
を
有
し
て
い
る
)
か
ら
し
て
、
閉
鎖
的
株
式

会
社
の
株
主
聞
の
関
係
に
お
い
て
、
特
に
強
調
さ
れ
歓
迎
さ
れ
て
い
る

(
o
s
o
t
-
〈
07
同
期
∞
・
0

ア
〈
♀
・
一
抑

N・CM
官官・

2
M
l印一
ω

ニ4
0
F

C司
-
a
r
士
一
口
L

F・』・内
W仲間)司・

M
m
T
Mコ

u切
日
仏
oruご
叶
G
唱
Rι

ω
冨
O
R
H
U
R『
百
円
。
-D印
ぬ
の
OH司
2
2
F
D口i
同，
Z
Z
Z仏『
D吋
忍
D司
自
ι

同日間》吋
O〈
2-
戸ゆ四一広三円
c
p
Z
-
C
A
W
D
m
2
0
4匂
口
戸
・
』
・
(
一
回
目
白
)
二
合
唱

ω同

MU--
一
∞
∞
)
。
な
お
、
プ
ラ
ド
レ
イ
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は

全
て
の
株
主
が
忠
実
義
務
を
負
う
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
が
(
即
日

ι
T

-
a
w
F
E
-
忠
岡
y
コ
∞
色
、
少
数
株
主
も
多
数
株
主
に
対
し
て
一
種
の

忠
実
義
務
を
負
う
と
の
立
場
を
と
る
判
例
が
あ
る
。
白
色
目
的
〈
-

p
n
Z
2子
学
坦
吋
二
品
∞
N

(

。
。
・

0
円
・
一
回
印
吋
)
一
三
一
ω
。
=
〈

〕ゆ口口百
mpω
玄
室
ω田
-
m
o∞噌一∞品

Z
・
開
・
日

ι
2
N
(
呂
田
日
)

(
9
)

当
2
2
2
w
Z
1
F
q
c『

(UD門司
R

3

5

5
伺
吋

2
2
2邑
F
D
l

-Zm
〉
m
2
2
5口同(、
H，Y
巾

UFω
吋何回
ω三
c『
任
命
。
CH司
D
E
R
明，
Fnccロ

E
L
〉
一
一
町
内
凶
の
O門司
D
E序
回
μ
H
o
r
r
E
ω
(
一UM吋
)
え
℃
同
y
-
A
M
-
一回∞
)

U

U
己
ωロ
3
J
C℃・

E
r
印(〕

(Uorg-
戸
・
同
州
ゆ
く
・
州
民
間
v-

目印・

(
叩
)
印

2
2
n
y。
F
期
日
om印℃・

M寸∞.

(け〉

HW・間二

F
E
r
u『〈
-
M
N
E
E
-
M〕1
0

二一-一寸
O唱
二
口

Z
・開・

ω印
ω(
一山一印〉・

国
民
〈
mq
〈
・
円
5
i
z
m
H呂田)門
D〈
2H凶作口同

{UD-w
二∞

Z
・。・

2ω
・

日ム

ω.HW.
ム
∞
∞
(
石
田
町
)
一
富
0
3一
〈
・
出
。
ι
m
p
G
D
C
p
m
N印・町一

ω.

会社支配と株主問の合意

出
品
∞
吋

(-UD∞
)u
岡山
D
Z吋
宮
〈
-
S
P
5
0口・↓∞∞

ω-Sア
日
仏
∞
吋
印

(-uhお
)
一
切
ユ
ハ
同
問
。
E
〈・

ω
g
g
p
一印〔〕

Z
-
n・
M-m-mωω
・何・∞国一~

(
E
o
s
-
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
判
例
の
多
く
(
冨
D
E
〈
・
図
。
仏
海
引

戸
三
「
可
〈
・

M
N
2
5
山岡山
R
S可
〈
・
行
z
i
-
-
o
H
B官同
D
a
g
g件。
p
)
は、

議
決
権
は
撤
回
し
う
る
代
理
権
の
設
定
に
よ
っ
て
の
み
他
の
者
に
委
任

し
う
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

(ロ〉

HLMF可
〈
-
m
g
p
前
掲
ー
註
(HH
〉
は
、
「
各
株
主
は
、
会
社
が
株
主

(
Z
5
F
E
D唱
ロ
司
)
の
多
数
決
に
よ
り
支
配
、
経
営
さ
れ
る
こ
と
を

享
受
す
る
権
利
を
有
す
る
」
こ
と
も
付
加
し
て
、
議
決
権
拘
束
契
約
を

無
効
と
す
る

(Eι
・
二

O
Z・
開
・
忠
明
yω
吋白・

E-
冨
C
E一〈・

E
C
L四
ク
町
一

ω
・
開
・
ム
∞
吋
三
回
】
・
品
田
口
・
〉
。
な
お
、
最
近
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
控
訴
裁
判
所
の
判
決

9
2
2
8
0町
田
2
8
F
]
8
2・J
『・
ω・

同
仏
∞
∞
N

(

一8
0
)
)

で
「
会
社
の
選
任
に
関
す
る
有
効
性
は
会
社
の
定

款
、
附
属
定
款
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
株
主
聞
の
合
意

(ω
門s
r
r
c
Eゆ
a
.
ω
m
Z
O
B
2
2
)
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
O
i
-
-
更
に
、
原
告
は
自
己
の
所
有
す
る
株
式
に
も
と
づ
い
て
株
主

総
会
で
議
決
権
を
行
使
す
る
絶
対
的
権
利
を
有
し
て
い
る
。
彼
の
株
主

と
し
て
の
権
利
は
会
社
の
定
款
、
附
属
定
款
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り

株
主
間
の
合
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
:
:
:
株
主
の
取
締
役
選
任
に

関
す
る
権
利
は
州
憲
法
の
保
障
の
下
に
与
え
ら
れ
た
財
産
様
で
あ
り
、

定
款
そ
の
他
法
に
も
と
づ
く
証
書

(
2
1
5
2
5〉
の
規
定
に
よ
っ
て

の
み
制
限
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
が
あ
る
公
rE-
巳
苫
お
印
l

u∞
3
0
な
お
、

z
c
F
C司・

n
-
r
u∞
C
.
M
M
P
F
剛山ゆく

ω仲
間
》
司
・
土

Ol
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料

全

ご

吋

y
o
g
a
-
同同月〈
D
S
Z。司同
DHFgAω

吋
σ
H
B
F・
問
。
〈
・
吋

8
・

ω
仲間》・

3
N
は
、
実
際
に
会
社
に
投
資
し
た
者
が
会
社
を
支
配
し
う
る

こ
と

(
ι
D
Z
R
2
g
g
q
母
B
o
n
g
q
)
を
強
調
す
る
。

(
日
)
印
一
2
2
n
r
R
-
期日
om印旬開》・

M吋0
・
M話
-

(
同
)
こ
の
点
の
詳
細
は
後
述
(
第
三
章
〉
す
る
。

(
日
)
印

2
2
n
y
F
掛

NOm印
七
-
M吋印

U
Z
O門
戸
口
司
・
口
伊
丹
-wA吋
云
F
n
y
-
F・

HNゆ〈・

ω仲
間
】
司
印
印
0

・印印
N・
な
お
、

HwnnF20口
〈

-
T《凶
E
F
E
W
Hロ
n-

ω石

E
F
M
A∞
-
M
U
Z
-
d司・

M
L
m吋山

(
3
A吋
)
一
回
0
3
:・
z
g
z
-

NN吋
万
戸

ω∞
∞
ミ
吋
白
〉
・
一
O
ω
(
↓回一口)一、
H，Z
F子
。
ロ
ぐ
・
〉
g
m
N
2
p

g
z
-
出

ご
0

・
8
〉
・
日
仏
同
町
田
(
一
∞
主
〉
参
照
。

(
間
山
)
印

E
z
n
Z
F
m
M
O白
山
古
-
M吋
ω
一
X
D
F
C
M
Y
円
四
時
二
ミ

ζ
F
n
r・
「

問。ぐ・

ω
仲間)古田印印
0

・
g
M
-
そ
し
て
、
議
決
権
の
株
式
自
体
か
ら
の
分

離
は
立
法
に
よ
る
承
認
が
な
い
限
り
無
効
で
あ
る
と
す
る

G
2
2
n
z
p

mw
什

℃

M
吋

ω
)
。

(
行
)
印
虫
色
n
F♂
期
日
O白
山
司
-
M吋
ω山

H
A
D
Z
-
4・
2
・
ミ

ζ
F
n
r・円、.

岡山

2
・
弘
司
・
日
ω
・
な
お
、
名
義
書
換
の
閉
鎖
を
一
定
期
間
認
め
る
こ

と
に
よ
り
実
質
株
主
と
名
義
株
主
と
の
分
離
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を

根
拠
と
す
る
見
解
も
あ
る

P
E
g予
ω
?

告
・
ロ
デ
一
口
出
向
〈
・
円
-

HNσ
〈

'ω
仲間
y
ム

ω
一)0

(
内
山
)
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
公
開
的
会
社
に
お
け
る
株
式
の
分
散

と
白
紙
委
任
状
に
よ
る
議
決
権
の
代
理
行
使
の
勧
誘
及
び
そ
れ
に
よ
る

議
決
権
と
株
式
所
有
権
の
分
離
と
い
う
現
象
も
、
証
券
取
引
所
法
及
び

証
券
取
引
委
員
会
の
規
則
な
ど
に
よ
り
規
制
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

資

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は

な
い
と
の
指
摘
が
あ
る

(
Z
D
F
。℃・口
X
w
g
c・
3
・円、
.
m
2・同同

開V

士一〉。

(
印

)
Z
o
F
O司
-
n
t・-
A吋
宮
Fnr-HJ
剛山
2
・
ω仲
間
恒
・
印
印
Q
-
m
a
・

(加

)
Z
o
g・
0司
口
付
ニ
ミ
宮
守
Y
F
-
m
2・
民
間
》
・
印
印
印
・
な
お
、

印刷り
F
R
Z
H
-
m
N
O目
印
漂
Y
N
三
l
N
a
参
照
。

r
r
z
-
o
除
。
-HP剛山・〈-

Z
W
Y
D
E
P
U∞
〉
F
U
N
-
一Nω
ロ・吋日
ω
(
呂田
ω)
は
、
「
議
決
権
の
株

式
所
有
権
か
ら
の
分
離
が
公
益
に
反
し
無
効
と
さ
れ
た
先
例
は
、
大
部

分
、
約
因
の
欠
け
た

(
E
E
B口
町
三

gロ
可
円
。
或
い
は
不
法
な
目
的
を

有
し
て
い
た
事
例
で
あ
っ
た
」
と
(
H
H
V
E

・一日

ω
ロ
・
巳
司
・
吋
ω
↓
〉
、
ま

た、

ω
S
F同『〈
.ω
凶コ回り『凶ロロル
ω
n
D
h
v
z
.同ν.
剛山可
-w
ご
印
。
同
}
.
印
∞
hF.h会

司・印∞
M

(

}

∞
巴
吋
)
は
、
「
制
定
法
が
議
決
権
の
代
理
行
使
を
認
め
て
い

る
こ
と
か
ら
み
て
も
議
決
権
の
株
式
所
有
権
か
ら
の
分
離
は
何
ら
違
法

で
も
公
益
に
反
す
る
も
の
で
も
な
い
。
:
株
主
自
身
に
よ
る
議
決
権
の

放
棄
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
株
式
所
有
権
と
議
決
権
と
の
分
離
は
許
さ
れ

な
い
と
し
た
先
例
は
、
約
因
が
欠
け
た
或
い
は
目
的
が
適
法
で
は
な
い

場
合
の
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し

c
r
E・
会
唱
え
司

-ze、
先
例

が
適
切
で
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

(
引

)
E
ι
・
5
0
〉
-
N
ι

巳
司
・

ω会
・
裁
判
所
は
、
議
決
権
信
託
の
本
質

的
特
徴
と
し
て
、
(

i

)

議
決
権
が
株
式
所
有
権
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
、

っ
と
援
与
さ
れ
た
議
決
権
は
一
定
期
間
撤
回
し
え
な
い
、
。
山
)
合

意
の
主
た
る
目
的
が
議
決
権
支
配
に
あ
る
、
こ
と
を
あ
げ
、
株
式
が
受

託
者
会
2
2
2
2
お
g
C
に
移
転
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
委
託
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)
 
l
 
(
 

株
主
、
が
受
託
者
に
何
ら
か
の
支
配
権
を
留
保
し
て
い
る
こ
と
は
、
議
決

権
信
託
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
な
い
と
す
る
(
『
年
・
三
官
官
・

ωAhヤ・ωム印一)。

(
包
)
例
え
ば
、
ω
ヨ
阿
門
『
〈
・
回
同
問
問
凹
切
C
M
-
2
巧
2
r
p
ω
N

ロo
f
-
ム
デ
∞
N

〉
-
M
L
ω
吋
N

(

一
白
一
)
は
、
議
決
権
信
託
を
な
す
意
図
で
あ
っ
た
が
実

際
に
は
株
式
が
受
託
者
に
移
転
さ
れ
な
か
っ
た
事
案
に
お
い
て
、
株
式

が
受
託
者
に
移
転
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
議
決
権
信
託
と
し
て
は
無
効

な
も
の
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
議
決
権
拘
束
契
約
と
し
て
及
び
撤
回
し

え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
を
与
え
た
も
の
と
し
て
有
効
で
あ

る
か
否
か
を
検
討
し
て
い
る
(
結
論
と
し
て
は
、
株
主
で
は
な
い
第
三

者
が
契
約
当
事
者
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
及
び
撤
回
し
え
な
い

も
の
と
す
る
に
十
分
な
利
害
関
係
が
存
し
な
い
と
し
て
両
方
と
も
否

定
し
た
が
)
。
ま
た
、
の
丘
一
ゆ
吋
〈
の
ωzmH
・
3
E・
〉
目
指
-
M
L
K
5
M
-

↓
由
白

Z
肘
・
M
L
印
(
呂
田
ム
)
に
お
い
て
、
契
約
当
事
者
を
お
互
い
に

取
締
役
に
す
べ
く
そ
の
議
決
権
を
行
使
す
べ
き
旨
の
合
意
に
つ
い
て
、

多
数
意
見
は
議
決
権
信
託
と
し
て
無
効
と
し
た
が
、
即
日
ぽ
判
事
は
、

株
式
が
移
転
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
株
主
は
自
己
の
株
式
に
つ
い
て

議
決
権
を
行
使
し
て
お
り
、
議
決
権
と
株
式
所
有
権
は
何
ら
分
離
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
議
決
権
信
託
で
は
な
い
、
と
の
反
対
意
見
を
述

べ(仲

E-
呂
田
一
Z
H
W
Z
弘
司
・

5v
、
こ
の
見
解
ポ
長
官
事
骨
で
容
れ

ら
れ
て
い
る

Q
N
E
・日

ι
5・
M
g
z・
同
一
日
吋
品
目
コ
(
志
望
〉
)
。

な
お
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
議
決
権
拘
束
契
約
は
議
決
権
信
託
と
は

別
の
も
の
で
あ
り
、
同
一
の
ル
l
ル
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
も
の
で
は

会社支配と株主聞の合意

な
い
こ
と
を
明
言
す
る
(
己
り
宮
内
7
2・
m
呂
田
品
凶
片
岡
Y

M
勾
〉
。
ま
た
、

新
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
が
、
「
議
、
決
権
信
託
に
関
す
る
規
定
は
別
段
違

法
と
な
ら
な
い
限
り
株
主
の
議
決
権
そ
の
他
に
関
す
る
合
意
或
い
は
撤

回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
を
無
効
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。
」
と
明
言
し
た
の
が
注
目
さ
れ
る
(
り
巳
・
。
。
母
〉
ロ
ロ
・
号
-
∞
期

日
高
(
内
田
)
唱
(
一
回
目
吋
)
)
。
な
お
、
(
U
C
ロ
ロ
の
め
ロ
・
ω
g
a
-
〉
ロ
ロ
-
m
ω
ω
l
ω
ω
U
5
・

3
口
署
-
一
但
町
田
)
参
照
。

(
口
)
こ
の
点
は
後
述
(
第
五
章
の
【
ニ
】
)
す
る
。

(

叫

)

印

2

2円
r
F
期

M
0
2
3・
MAUlN印
ω
山田話回一
-
E
C
P
D司

2
・

期
-
ー
吋
一
凶
町
司
・
士
山
0
0
.

【=一】

有
効
要
件

契
約
の
目
的

さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
近
時
に
お
い
て
は
、
議
決
権
拘
束
契
約
そ
れ
自

体
が
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
は
次
第
に
な
く
な
り
、
多
く
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

議
決
権
拘
束
契
約
の
有
効
性
は
主
と
し
て
、
か
よ
う
な
契
約
が
意
図
し
て
い

る
目
的
及
び
そ
の
契
約
か
ら
生
じ
る
と
こ
ろ
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
判
断
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
目
的
が
適
法
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
誠
実

(
r
g
E
C

有
能

(
8自
宮
市
三
)
・
独
自
公

E
8
3
r
z
)
な
判
断
を
も
っ
て
当
該

会
社
の
経
営
を
な
す
で
あ
ろ
う
取
締
役
を
選
任
す
る
た
め
な
ど
、
全
て
の
株

北法21(2・127)315



料

主
の
利
益
の
た
め
或
い
は
会
社
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
有

効
と
さ
れ
る
が
、
契
約
当
事
者
た
る
株
主
の
個
人
的
な
利
益
を
目
的
と
し

Aぺ

q
u
d

て
議
決
権
を
取
引
す
る
場
合
Y

或
い
は
、
契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
他

の
株
主
、
会
社
・
会
社
債
権
者
に
詐
欺

(Ede
靴
底
ベ
♀
伊
尽
留
守
口
)
不

内

4
v

当
(
唱
『
C
口
問
)
と
な
る
場
合
、
な
ど
に
は
違
法
な
目
的
を
有
す
る
も
の
と
し

資

て
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。

(

I

)

と
こ
ろ
で
、
議
決
権
拘
束
契
約
は
、
多
く
は
閉
鎖
的
株
式
会
社
に

お
い
て
、
そ
し
て
そ
の
殆
ん
ど
が
取
締
役
の
選
任
に
関
し
て
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
旬
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。
即
ち
、
閉
鎖
的

株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
会
社
の
利
益
を
株
主
に
対
す

る
配
当
と
い
う
形
で
は
な
く
取
締
役
・
役
員
に
対
す
る
報
酬
・
給
与
と
し
て

分
配
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、
ま
た
、
会
社
の
経
営
に
直
接
関
与
し
て
い
な

い
株
主
は
支
配
・
多
数
株
主
に
よ
っ
て
容
易
に
株
主
と
し
て
の
利
益
を
害
さ

れ
る
危
険
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
更
に
、
株
式
を
処
分
し
て
会
社
関
係
か
ら

離
脱
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
株
主
と
し
て
は
、
取
締

役
の
地
位
を
確
保
し
な
け
れ
ば
株
主
と
し
て
会
社
に
留
ま
っ
て
い
る
利
益
を

〈

8
v

失
う
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
に
、
少
数
の
株
式
の
所
有

者
は
他
の
株
主
と
結
合
し
て
多
数
を
獲
得
す
る
必
要
が
生
じ
、
ま
た
、
あ
る

程
度
多
数
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
者
も
他
の
株
主
と
結
合
す
る
必
要
が
少

〈

7
}

な
く
な
い
。

そ
し
て
、
大
多
数
の
判
例
は
、
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
、
会
社
の
幾
人

か
の
乃
至
全
て
の
株
主
聞
で
な
さ
れ
る
、
彼
ら
の
議
決
権
を
あ
る
一
定
の
方

向
に
統
一
し
て
行
使
す
べ
き
旨
の
契
約
を
、
契
約
当
事
者
の
個
人
的
利
益
の

【。。〕

た
め
に
取
引
す
る
Y

或
い
は
、
他
の
契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
株
主
、

内

nwυ
】

会
社
、
会
社
債
権
者
に
詐
欺
・
抑
圧
・
不
当
と
な
る
Y

或
い
は
、
取
締
役
の

裁
量
権
(
舎
内
Z
Z
D
E
q
℃

22)
を
支
配
・
制
約
す
日
常
そ
の
他
、
違
法

門

口

)

円

四

)

な
目
的
を
有
す
る
場
合
で
な
い
限
り
有
効
と
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
議
決
権
拘
束
契
約
は
、
会
社
の
組
織
に
関
す
る
重
要
な

〈

U
)

事
項
に
つ
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
、
閉
鎖
的
株
式
会
社

に
お
い
て
は
、
会
社
の
解
散
を
求
め
る
た
め
に
そ
れ
を
利
用
す
る
必
要
が
少

な
く
な
ペ

J
Y
b、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
の
多
く
が
取
締

役
-
役
員
な
ど
と
し
て
会
社
の
経
営
に
関
与
し
株
主
間
の
関
係
は
一
般
に
緊

密
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
緊
密
性
ゆ
え
に
一
度
株
主
聞
に
不
和
が
生
じ
た
場

合
に
は
そ
れ
が
鯵
着
す
る
可
能
性
が
少
な
く
な
い
v

更
に
、
そ
の
こ
と
に
よ

り
或
い
は
そ
の
他
の
理
由
で
会
社
に
不
満
を
も
ち
会
社
関
係
か
ら
離
脱
し
ょ

う
と
し
て
も
株
式
を
処
分
す
る
こ
と
は
一
般
に
符
易
で
は
な
い
こ
と
も
加
わ

っ
て
、
か
よ
う
な
会
社
の
株
主
は
む
し
ろ
積
駆
的
に
解
散
を
求
め
よ
う
と
す

る
か
ら
で
折
V
。
そ
し
て
、
株
主
間
或
い
は
取
締
役
悶
に
謬
着
状
態
乃
至
行
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き
詰
り
(
仏
仰
向
島
o
n
r
)
が
生
じ
そ
れ
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
、
或
い
は
、
取

締
役
の
任
期
が
満
了
し
て
も
一
定
の
時
期
ま
で
に
取
締
役
を
選
任
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
な
ど
に
、
解
散
の
決
議
を
う
る
た
め
に
株
主
の
議
決
権
を

統
一
し
て
行
使
せ
し
め
る
こ
と
が
実
効
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
現
在
で
は
、
多
く
の
州
の
制
定
法
で
、
株
主
総
会
或
い
は
取

締
役
会
の
決
議
に
行
き
詰
り
が
生
じ
た
場
合
な
ど
特
定
の
場
合
に
、
株
主
の

訴
え
を
も
っ
て
裁
判
所
に
会
社
の
解
散
を
求
め
う
る
旨
を
定
め
て
い
る
の

で
、
会
社
関
係
か
ら
の
離
脱
を
望
む
株
主
に
対
し
て
こ
の
面
で
の
救
済
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。

)
 

唱

i(
 

〈

1
)

印
2
0
R
Z
H
-
抑
N
0
2
匂
-
M
印
∞
山
】
凶
ω
-
v
z
g
n
y
D
司
・
2
T
N
一

H
，

aa

円
、
.
問
。
〈
・
ω
仲
間
》
・
-
A
N
・
。
D
H
℃
D
E
Z
C
口
同
期
-
∞
ω
司
・
h
r
~
一
u
ω
同
町
〈
伶
口
ω
・

。
℃
-
n
F
同
二
期
一
品
目
明
者
回
目
印
l
∞
m
m
u
-
。
、
ロ
2
一
ム
印
・
0
∞
司
同
y
N
A
N
i
N
お
・

(
2
〉
印
司
-
z
n
r
o
H
w
抑
N
O
m
h
#
s
u
-
N
品
田
l
N
印
{
〕
U

切
と
]
山
口
Z
D
m
r
D
司
-
n
F
叶
ニ
ピ

吋
め
凶
器
「
同
州
2
・
己
目
y
-
ム
M
n
-
c
s
E
-
抑
印
.
0
∞
司
・
M
h
お
.

(
3
)

印
2
0
R
H百
円
切
訓

N
o
m
m
2
y
N
∞
ω
i
N
∞
A

士
一
C
S
E
-
-
期
印
-
印
U

目
当
2
2
5
P
8
・
口
町
二
掛
コ
ω
問

問

Y
A
U
C
-
-
な
お
、
リ
ス
テ
ー
ト
メ

ン
ト
の
契
約
で
は
、
約
因
が
違
法
な
場
合
と
し
て
、
「
会
社
の
役
員
ま
た

は
株
主
が
、
個
人
と
し
て
の
自
己
の
利
益
に
帰
す
る
約
因
を
対
価
と
し

て
、
会
社
経
営
に
関
す
る
自
己
の
権
限
を
特
定
の
態
様
で
行
使
L
、
ま

た
は
行
使
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
旨
の
取
引
を
し
た
と
き
は
、
右
の
取

会社支配と株主聞の合意

引
は
違
法
で
あ
る
。
」
と
し

(
m
g
?
の
g
q
R
F
期
目
巴
)
、
そ
の
例

ω

で
、
「
B
会
社
の
役
員
A
が
C
に
一

O
O株
を
売
り
、
C
は
対
価
の
一

部
と
し
て
、
自
己
の
議
決
権
を
A
の
希
望
通
り
に
行
使
す
る
旨
を
約
束

す
る
。
こ
の
約
束
は
違
法
で
あ
る
」
と
、
他
方
そ
の
例
制
で
「
B
会

社
の
株
主
A
及
び
そ
の
他
の
株
主
が
、
現
取
締
役
た
ち
の
経
営
方
針
に

不
満
を
感
じ
、
互
い
に
他
の
取
締
役
に
投
票
す
る
旨
を
約
束
す
る
。
こ

の
取
引
は
違
法
で
は
な
い
。
」
と
す
る
(
F
E
・
巳
同
》
・

5
5・
な
お
、

末
延
三
次
「
僚
解
米
国
契
約
法
」
三
八
九
・
三
九

O
頁
参
照
)
。

(
4
)

印
E
Z
n
r
巾
♂
期
日
o
m
m
司
-
M
∞
N
h
切
に
一
ω
ロ
江
口
P
D
匂
・
2
T
N
-
吋
g
E
M

「
阿
川

2
・州民司・一品い~山

-o、ロ
g
f
抑
印
・
0
∞
同
Y
M
A
ω
・
帥
印
・
一
日
間
y

同
日
同
一
目
当
日
E
C
ロ
ロ
℃
-
n
F
同
・
ム
ミ
ω
白
司
・
念
。
口
・
な
お
、
印
。
C
H
E
P

4
a
T
期
工
田
町
一
m
g
g
g
g
g
?
の
ロ
ロ
可

R
F
閣
印
吋
吋
参
照
。

(
5
〉
一
般
的
理
由
と
し
て
は
、
「
会
社
の
諸
活
動
に
関
す
る
指
揮
は
取
締

役
会
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
、
実
際
上
、
会
社
の
支
配
合
S
H
B
}
)

は
、
直
接
に
、
ま
た
は
、
あ
る
法
的
手
段
に
よ
っ
て
議
決
権
の
過
半
数

を
占
め
る
こ
と
、
或
い
は
、
取
締
役
の
選
任
を
左
右
す
る
圧
力
を
動
か

す
こ
と
に
よ
り
、
取
締
役
会
ま
た
は
そ
の
過
半
数
を
選
出
す
る
現
実
の

権
限
を
持
っ
た
個
人
ま
た
は
集
団
の
掌
中
に
存
す
る
と
い
い
う
る
。
」

(
回

g
r
b
p向
2
5・
0
司
・
口
町
二
唱
・
2
)
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
く
も

の
で
あ
ろ
う
。

(
6
)
 

(
7
)
 
こ
の
点
に
つ
い
て
、
な
お
、
-
C
、
ロ
E
-
棚
田
・
0
N
司
・
ω
ω
品
参
照
。

か
よ
う
な
背
景
に
つ
い
て
、
イ
リ
ノ
イ
州
最
高
裁
判
所
(
〈

g口角

〈
-
n
z
g
m
c
の
伊
丹
可
知
可
-
-
N
印
∞
巨
・
印
N
ω
・

5
-
z・
H
W
∞
会
(
一
回
一
ω
)
〉
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料

は
、
「
株
主
は
会
社
の
業
務
を
取
締
役
の
選
任
を
通
じ
て
の
み
支
配
し
う

る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
必
然
的
に
取
締
役
選
任
に
お
い
て
、
選
任
さ
れ

る
べ
き
者
を
取
締
役
と
す
る
た
め
に
、
彼
ら
の
議
決
権
を
結
合
し
よ
う

と
す
る
。
か
よ
う
な
結
合
は
、
株
主
総
会
が
開
催
さ
れ
る
時
に
な
し
う

る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
特
定
の
者
を
取
締
役
に
選
任
す
る
た

め
に
予
め
株
主
間
で
結
合
・
合
意
し
え
な
い
と
す
る
理
由
は
存
し
な
い

し
、
し
ば
し
ば
望
ま
し
い
者
を
取
締
役
と
す
る
た
め
に
合
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
、
が
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る

(
F
E・一

O-z・
肘
・
弘

司・回日
ω)
。

な
お
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
数
が
少
な
く
株
式
の

分
散
が
顕
著
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
比
較
的
多
数
の
株
式
(
例
え
ば
当

該
会
社
の
三

O
i四
O
M
)
を
所
有
し
て
い
る
者
で
も
他
の
株
主
と
の

結
合
の
必
要
は
少
な
く
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
8
)

契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
者
の
個
人
的
利
益
の
た
め
に
議
決
権
を

取
引
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
無
効
と
し
た
判
例
と
し
て
、
取
締
役
選

任
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

FEECHHM
〈・

p
p
m己
ω日

q-
同一吋

豆
ω
臣・

ωom-
一ロム

Z
・
何
吋
品
目
(
一
回
-
ム
〉
(
約
束
手
形
の
支
払
い
を
免
除

し
て
く
れ
れ
ば
議
決
権
を
一
定
の
方
向
に
行
使
す
る
旨
の
合
意
に
つ
い

て
)
、
ロ
2
r
g
g
〈
・
河
o
r
F
E
N
豆
c-
〉

3
-
mア
一
品
一

ω
巧

吋
一
寸
(
一
三
一
)
(
議
決
権
を
一
定
の
方
向
に
行
使
し
て
く
れ
れ
ば
金
銭
を

支
払
う
旨
の
合
意
に
つ
い
て
)
、
が
あ
る
。
な
お
、
取
締
役
の
選
任
に
関

し
て
、
前
掲
、
〈
命
ロ
ロ
司
〈
・
。
E
n
m
m
c
o
q
-
岡山可・・
-
O

一
Z-何・

2

甘
回
目
ω
(
L
-
n
H
E
g
)

参
照
。

資

も
っ
と
も
、
当
該
会
社
の
株
式
を
保
有
す
る
者
が
そ
の
投
資
の
確
保

の
た
め
に
或
い
は
会
社
の
経
営
・
支
配
権
を
握
る
た
め
に
自
己
を
或
い

は
特
定
の
者
を
取
締
役
に
選
任
す
べ
き
旨
を
他
の
株
主
と
合
意
し
て

も
、
無
効
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
(
も
っ
と
も
、
初
期
の
判
例
に

も
、
会
社
の
各
株
主
は
会
社
の
利
益
の
た
め
に
議
決
権
を
行
使
す
る

義
務
を
他
の
株
主
に
負
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
前
述
し
た
〉
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
切
口
問
Z
B
B
〈目

∞
え
2
・
一
司
冨
ωg-
一O
印

-gz-肘
∞
o
u
c
u
o
口
)
は
、
「
契
約
当
事

者
が
契
約
か
ら
生
じ
る
利
得
・
利
益
を
期
待
し
て
い
る
と
の
事
実
は
、

議
決
権
の
結
合
を
違
法
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
よ
う
な
期
待
・
意

図
は
、
そ
の
利
得
が
会
社
の
犠
牲
に
お
い
て
、
或
い
は
、
何
ら
か
の
形

で
他
の
株
主
に
不
当
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に

の
み
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る

(
F
E
日

Z
開
・
ぇ

司・∞一
0

・
な
お
、
何
百
四
一
吉
岡
切
円
2
・l
∞
民
ロ
ロ
ヨ
除
回
E
F可
。
D
g
r
s丘

ωrD耳切
-
F。
・
〈
-
何
百
四
一
宮
m-NU
ロ
ゆ
?
の
「
・
町
一
0

・
日
〉
・

M

L

ムムア

ム
ミ
参
照
)
。
な
お
、
パ
ラ
ン
タ
イ
ン
は
、
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
契

豹

a
g
u
)
は
、
会
社
の
役
員
或
い
は
役
員
と
な
る
こ
と
、
が
予
想
さ

れ
る
者
と
株
主
と
を
区
別
せ
ず
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
株

主
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
の
規
定
が
適
当
で
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る

(
∞
包
釘
ロ
巳
ロ
p
o司・
nF戸
-
N
-

吋
g
E印円、.閉山宮、・

ω
仲間)・一品目)。

例
え
ば
、
吋
F
D
B
B
〈
.
ω
g
r
o
g
-
-
吋
N
ω
D・
M

L
∞ム一(明

-pu-ω
丹

D
・
〉
問
者
・
呂
田
品
〉
は
、
社
外
株
の
七
五
%
余
を
有
す
る
五
名
の
株
主
が
、

そ
の
所
有
す
る
株
式
の
過
半
数
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て

(
9
)
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)
 
1
 
(
 

議
決
権
を
統
一
し
て
行
使
す
る
旨
の
合
意
(
第
一
の
プ
ー
ル
契
約
)
を
な

し
更
に
そ
の
う
ち
の
四
名
が
別
に
第
一
の
プ
ー
ル
契
約
の
決
定
に
つ
い

て
は
彼
ら
四
名
の
株
式
の
過
半
数
に
よ
る
と
の
合
意
(
第
二
の
プ
l
ル

契
約
〉
を
な
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
第
二
の
プ
ー
ル
契
約
か
ら
排
斥
さ
れ

た
少
数
株
主
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
第
二
の
プ
ー
ル
契
約
を

無
効
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
こ
の
場
合
に
無
効
と
な
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
多
く
の
判
例
の
附
属
意
見
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
何
間
二

ζ
E
l

m
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〈
・
の
5
5
w
M
M
ω
Z
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2
P
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U
Z
開
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∞
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〈
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ω一一
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足
E
ロ
S
Fロ
宮
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リ
0・w
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匡
ω70
ム
ロ
デ
宏
司
・
全
一

(
-
u
o
∞〉
U

叶

YDHHdmDロ
ぐ
・
』
・
0
・↓
r
c
g司自ロ

(URロ
ωCDロ
(UD--N吋
U

E
一・印ム
j

・一一白

Z
・肘・

2vm山(一
u-
吋)・

(
叩
)
取
締
役
選
任
に
つ
い
て
統
一
し
て
議
決
権
を
行
使
す
べ
き
旨
の
契
約

に
附
随
し
て
更
に
、
特
定
の
者
を
会
社
の
役
員

(
D
B
E
C
に
選
任
す

べ
き
旨
そ
の
他
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
株
主
間
の
合
意
が
な
さ

れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
後
者
の
無
効
性
ゆ
え
に
(
こ
の
古
川
に

つ
い
て
の
詳
細
は
後
述
、
第
五
章
の
門
ニ
】
参
照
)
前
者
も
無
効
と
す
る

判
例
、
が
少
な
く
な
い
。
何
-m・・、
H
，a
n
y
〈.同内

E片
岡

HH8・
一
吋
辛
口
一
.
〉
問
者
・

ω
o
m
(
一∞一日
)

U

宮
E
E口
〈
・
。
E
H
H
2
・
(
前
掲
註
(
9〉)。

(
日
〉
そ
の
他
の
も
の
と
し
て
、
議
決
権
の
結
合
が
経
営
乃
至
取
引
の
制

限

公
2
叶S
F
E
o
h
可
邑
ゆ
〉
と
な
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
無
効
と
す
る

判
例
が
あ
る
(
(
〕
日
常
〈

-Pロ
可
弘
知
・
除
回
g
r
E向
。
c--
印O
同り・

ωω
∞(一∞
U
N
y
t司
r
-
Z
〈・

ωロ伶
]
]
w
a
d
s
-
A
S
-
-
0
0
司
-UMア
UNU

〈

-
8
3・
2
5民
自
〉
)
。
そ
こ
で
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
附
随
し
て
契

会社支配と株主間の合意

約
当
事
者
の
株
式
の
譲
渡
を
禁
じ
る
旨
の
合
意
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
己
り
}
え
の

r
p

期日
0
2
司・

NmN
参
照
)
。
し
か
し
、
契
約
当
事
者
全
員
の
利
益
の
た

め
を
除
い
て
は
株
式
を
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
合
意
が
な
さ
れ
た

事
案
に
つ
い
て
、
〈
E
百
円
〈
・
。
Z
E問
D
C
q
宮
、
。
。
(
前
掲
註

(

7

)

)

は
、
こ
の
点
を
問
題
と
せ
ず
有
効
と
す
る
。
な
お
、
累
積
投
票

制
度
と
の
関
係
で
問
題
と
な
っ
た
事
案
と
し
て
、
何
-
封
切
口
会
問
。
叶
丘
一

2
2
2
〈
・
出
向
厚
『
ア
一
勾

Z

F

g
ア
白
N
Z
-
J司・

M
L
N
g
c
gさ

が
あ
り
、
多
数
株
主
と
そ
の
者
か
ら
株
主
を
取
得
し
た
者
と
の
間
で
、

当
該
会
社
の
取
締
役
を
五
名
か
ら
四
名
に
減
少
し
、
各
々
を
そ
の
う
ち

の
取
締
役
に
選
任
す
べ
く
議
決
権
を
行
使
す
る
旨
の
合
意
が
な
さ
れ
、

取
締
役
及
び
支
配
人

(ggω
明
。
に
つ
い
て
累
積
投
票
制
度
を
定
め

そ
れ
以
外
の
方
法
で
は
選
任
し
え
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
ネ
プ
ラ
ス

カ
州
憲
法
の
規
定
と
の
関
係
で
そ
の
合
意
の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
が
、

「
し
か
し
、
か
よ
う
な
憲
法
の
規
定
は
自
己
の
株
式
に
つ
い
て
契
約

を
な
す
株
主
の
権
利
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
規
定
は
株
主

に
そ
れ
を
行
使
す
る
か
否
か
の
選
択
を
委
ね
て
い
る
権
利
乃
至
特
権

で
あ
り
、
他
方
、
会
社
乃
至
そ
の
代
理
人
、
が
株
主
か
ら
奪
う
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
。
憲
法
及
び
制
定
法
は
株
式
に
関
す
る
権
利
に
つ

い
て
他
の
株
主
と
契
約
す
る
株
主
の
権
利
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な

い
」
と
判
示
し
て
合
意
を
有
効
と
し
て
い
る

(
F
E
・目
N
Z
・4
『
・
ぇ

-
Y
M
U
A
な
お
、

ω
g
g
g口
問
}
戸
〈
・
句
。
一
回
ロ
ロ
主
可
者
虫
昆
(
リ
0・L
S
ζ
oロ仲・

印
mM-ω
ム
NMM・
N
L
呂
田
品
今
回
目
白
〉
参
照
)
。
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料

(
ロ
)
例
え
ば
、
ュ
ュ

l
ヨ

l

p
州
最
高
裁
判
所
の
代
表
的
判
例
で
あ
る

ロ向

g
gロ〈・

(UR己
的
(
前
掲
註
(
9〉
)
は
、
そ
の
附
属
意
見
で
、
「
員

数
に
お
い
て
は
少
数
で
は
あ
る
が
、
過
半
数
の
株
式
を
所
有
す
る
者
の

闘
で
の
、
特
定
の
者
を
取
締
役
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
に
よ
り
会
社
の

支
配
を
う
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
通
常
の
合
意
は
違
法
で
は
な
い
。
株

主
は
会
社
の
支
配
を
確
保
し
そ
れ
に
よ
り
会
社
事
業
の
特
定
の
政
策
・

方
向
を
採
用
、
固
守
す
る
た
め
に
彼
ら
の
利
益
及
び
議
決
権
を
結
合
す

る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
意
図
、
効
果
を
有
す
る
株
主
聞
の
十

分
な
約
因
に
も
と
づ
く
合
意
は
、
も
し
そ
れ
が
明
示
的
な
定
款
或
い
は

制
定
法
の
規
定
に
反
せ
ず
、
ま
た
、
他
の
株
主
に
何
ら
か
の
詐
欺
、
抑
圧
、

不
当
そ
の
他
違
法
な
目
的
を
も
く
ろ
む
も
の
で
な
け
れ
ば
、
有
効
で
あ

り
拘
束
力
が
あ
る
」
と

(Eι
・

=uz-開・
ω仲
間
》
・
日
間
-
〉
、
ま
た
、
最
近

の
ミ
ズ
リ
l
州
の
判
例
、

mcヨ
寄
〈

-
F
S
F
ω
白山

ω・4
司・

M
L
品回目

今
回
目
ω)
は
、
「
多
数
株
式
を
支
配
、
所
有
し
て
い
る
株
主
が
、
彼
ら

の
聞
で
そ
の
所
有
す
る
株
式
を
一
定
の
方
向
に
議
決
し
、
そ
し
て
会
社

の
経
営
或
い
は
営
業
方
針
を
変
更
す
る
た
め
の
合
意
は
、
彼
ら
の
行
為

が
州
の
法
律
会
社
の
定
款
・
附
属
定
款
或
い
は
そ
の
他
の
者
の
契
約

上
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
限
り
違
法
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が

公
r
E
ω
g
ω
・巧・

N

仏
三
唱
・
印
O
口
〉
、
そ
の
他
、
か
よ
う
な
趣
旨
を

述
べ
、
取
締
役
の
選
任
に
関
し
有
効
と
し
た
判
例
は
数
多
く
存
す
る
。

こ
れ
ら
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
〉
ロ
ロ

orコ
〉
-
F
・列(一回
ω
一〉

官官・一
N

2

l
一M
∞
ω
-
A印
〉
-F
・岡山・日

ι

C
白
山
田
〉
司
司
・
出
{
]
ム
1
由。回目

印刷り

-znr2・抑
N
G
E
v
m
w
仲間》・

M
m
o
p
品川山町一

C
S
E
-
-
掛印・一
N

巳

資

唱
-
M
E
P
∞
所
掲
の
判
例
参
照
。

(
悶
〉
大
多
数
の
州
の
制
定
法
で
は
、
株
主
の
決
議
(
通
例
、
社
外
株
式
の
%

乃
至
九
)
を
以
て
会
社
を
解
散
せ
し
め
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

(
問
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、

M
Q吉
弘
司
抑
∞
-
O
N

参
照
。
な
お
、
閉
鎖
的
株

式
会
社
に
お
い
て
、
株
主
間
或
い
は
取
締
役
間
に
不
和
が
生
じ
会
社

の
行
き
詰
り
へ
と
導
く
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
は
、
そ

の
他
に
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
で
は
、
議
決
株
式
に
つ
い
て
種
占
の
方
法

を
も
っ
て
配
分
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
議
決
株
式
が
特
定
の
者
乃
至
グ

ル
ー
プ
に
二
分
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ

り
取
締
役
も
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

(HrE・

弘
司
・

5
3、
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
株
主
総
会
、
取
締
役
会
の
定
足

数
・
決
議
要
件
、
が
加
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
そ
れ
に
よ

り
多
数
決
に
よ
る
解
決
が
困
難
と
な
る
こ
と

(
F広
三
唱
・

-
m
∞
)
、
更

に
、
定
款
、
附
属
定
款
の
記
載
或
い
は
株
主
総
会
、
取
締
役
会
の
開
催

を
省
略
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
争
い
が
生
じ
た
場
合
に
明
確
な
解

決
方
法
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と

(
Qロ
2
7
w
U
R
S
F
C司
・
巳
「
抑

N

・0
∞
問
者
-

M

一l
N
N
)

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
日
)
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
株
主
の
要
求
に
よ
り
容
易
に
会
社

の
解
散
を
な
し
う
る
こ
と
を
認
め
よ
、
と
す
る
見
解
が
閉
鎖
的
株
式
会

社
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
文
献
に
数
多
く
み
ら
れ
る
。

N
C、
口
市
白
ア
湖

U

・8
u
二
)]Rr・
8-nF戸
ふ
MOω
旬開

y
m
M吋
i一切

ω
O
U
Z
D
F
ω
z
z
s
q

〉
田
町

g
ロ
円
仰
向
。
円
。

-OR一
可
出
巳
ι
。。門司

R2Fog-
コ
出
向
〈
・
戸

問
。
〈
(
一
也
印
∞
)
一
会
∞
-
m門司明
y
-
印
-
M
I
G
-
ω
U
H
m
g。一
ω
・、
H，Y伶
ω
H
Z
L
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。
D
君
。
『

(UCH匂
O
B
H
H
W
E
2
0ロ円角川口同
v
s
r
r
g
o向
。
自
己
c
n
r
g仏

0
2
8
-
z
z
c
P
3
d
.

。E.
円、.河
2-.(-U印
N)
〕

111U
二
U
O
B
S
E
F

E
E
c
r
a
g
目

E
Z
5
0
2
q
ω
g
a
g
-
ι
R
H
U
g
g
n
z
oロ
ヨ
任
命

O
B
P弓
G
E
t
s
-
石
町
田
三
月

-
H
f
m
2・
-NωN

(
日
)
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、

N
O
S
E
-
-
叩

U・8
司
・
コ

T

r
g内一
ω・
0司
-
n
F
F
Z
C・
(
U
E
F
-
m
2・州民

E
Y
〕

1
2
1吋
UNU

p
g
g
s
p
a
-
n
F同・
L
U町
田
巧
胃

.
F
-
F〈
・
民
宅
・
お
さ
i-NA--

し
か
し
、
解
散
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
議
決
権
拘
束
契
約
は
判
例
に

は
余
り
問
題
と
な
っ
て
は
い
な
い
合
同
・
J
司
D
民
〈
・
〉

S
E
-
g
o
p

〉
冨
y
m
m
∞

コ

ω・同
w
-
N
L

一
5
2
8
6
1
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

議
決
権
拘
束
契
約
は
そ
も
そ
も
取
締
役
の
選
任
を
目
的
と
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
一
般
的
に
契
約
違
反
に
対
し
て
特
定
履
行

公
宮
門
忌
口
司
君
宮

E
R乙
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
契
約
違
反

が
あ
っ
た
場
合
に
問
題
、
が
あ
る
こ
と
ち

O
B
B
8
7
一
回
目
白
巧
胃
・
問
、
.

MN2・
巳
℃
・

-
E
C、
更
に
、
解
散
決
議
に
つ
い
て
閉
鎖
的
株
式
会

社
に
お
い
て
は
決
議
要
件
が
加
重
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と

(
N
O
S
E
Y
巳
司
・
一
吋
印
〉
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
は
任
意
に
当
該

会
社
の
解
散
を
求
め
う
る
、
ま
た
は
、
会
社
関
係
か
ら
の
離
脱
を
希
望

す
る
株
主
が
、
自
己
の
持
株
を
他
の
株
主
に
予
定
し
た
価
格
で
提
供
し

こ
れ
が
拒
否
さ
れ
た
場
合
に
は
当
該
会
社
を
解
散
す
る
権
限
が
与
え
ら

れ
る
、
或
い
は
、
特
定
の
事
情
(
例
え
ば
特
定
の
株
主
の
死
亡
、
無
能

力
或
い
は
一
定
期
間
会
社
が
特
定
の
配
当
を
支
払
わ
な
い
こ
と
)
が
発

会社支配と株主聞の合意

生
し
た
場
合
に
株
主
は
会
社
の
解
散
を
求
め
う
る
、
旨
の
合
意
が
株
主

聞
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
合
意
に
よ

っ
て
、
制
定
法
が
定
め
た
会
社
の
解
散
の
条
件
、
或
い
は
、
衡
平
上
(
百

2
己
弓
〉
裁
判
所
が
会
社
の
解
散
を
命
じ
う
る
例
外
的
条
件
(
こ
の
条

件
に
つ
い
て
は
、
留
め
ぐ

g
p
。
司
・
門
町
二
期
一

UU
参
照
)
を
、
変
更
或
い
は

拡
大
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
か
よ
う
な
株

主
問
の
合
意
を
有
効
と
す
る
判
例
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
下
級
裁
判

所
で
い
く
つ
か
出
て
い
る
。

ω
5
8
8ロ〈・

Z
Z
E
B
-
-
∞
∞
冨
再
-
∞
品
目
・

8

z
・J円・

N
仏

AO印
公

8
0
)
(当
該
会
社
の
二
名
の
執
行
取
締
役

(
白
色
目
白
EH2Fdd
仏問。口同
O同
)
が
退
任
す
る
場
合
に
は
特
定
の
株
主
に

会
社
を
解
散
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
る
旨
の
合
意
〉
、

F
H何
回

-R-
へω

巧
己
「
呂
田
宮
胃
・
∞
合
唱

g
z
-ペ・
ω・
包
呂
田
(
一
回
品
目
)
(
契
約
当
事
者

中
の
誰
か
が
死
亡
し
、
そ
の
株
式
が
買
い
取
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
契

約
当
事
者
中
の
生
存
株
主
に
会
社
を
解
散
す
る
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
旨

の
合
意
)
。
そ
の
他
、
〉
BZ-n
邑
8
0岡
田
口
問
防
相
内
包
丹
江
口
間
宮
己

F
H
R・-

-N品
Z
一ペ・

ω・
M
L
一
一
山
今
回
目
ω)
山
田

R
g
g
〈
開
n
z
p
笠
宮
官
・

M
L
∞
ω0.MMMZ.Jへ
.
ω
.
M
L
コ
由
(
一
田
町
一
)
.
他
の
州
の
も
の
と
し
て

明
喜
〈
・

z
r
E
ω
E
C
q
F
手
ー
ヨ
z

F
ロのゆ円
UG--M印
明
・
吋
回
目

(
-
8
3
u
F
2
8
H
F
m
-
〈・

E
-
g巳
n
E
Eロ
円
。
。
。
ニ

ω一
四
冨
凶
器
-

E
A・
日

Z
・明・

N
ι
N
O
(一
回
全
)
・
無
効
と
す
る
も
の
と
し
て
、

明一
ωロ
ωmmwロ〈・

2
白ロ
ω四白
-
F
N
a一〉℃同
Y
H
)守
-
u一∞・コ一

Z
・Jへ・
ω・
Nι

gNw
〉『問、

ι
-
Bゆ
g
-
N
U∞
Z
・Jヘ
・
吋
∞
ア

g
z
-何
・
日
円
目
当
ω
(
-
uお
)

(
会
社
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
化
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
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料

市
出
に
)
。
な
お
、
有
効
と
さ
れ
た
判
例
の
多
く
は
当
該
会
社
の
全
て
の

株
主
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
株
主
関
の
合

意
が
有
効
、
強
行
し
う
る
も
の
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
一
般
的
に
当
該

会
社
の
全
て
の
株
主
に
よ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
三
国
O
B
i

m
E
P
。
。
弓
c
g
t
D
ロ
掛
]
∞
ω
弘
司
-
N
M
e
、
ま
た
、
全
て
の
株
主
に

よ
る
も
制
定
法
或
い
は
衡
平
上
株
主
に
与
え
ら
れ
た
解
散
を
求
め
る
権

限
を
制
限
す
る
合
意
は
無
効
で
あ
る

(Eι
・
忠
明
Y

M

M
由〉。

な
お
、
近
時
、
任
意
に
或
い
は
特
定
の
事
情
が
発
生
し
た
場
合
に
株

主
が
会
社
の
解
散
を
求
め
う
る
と
の
定
款
・
附
属
定
款
の
規
定
或
い
は

株
主
間
の
合
意
を
認
め
る
制
定
法
が
出
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
新
ノ
1

ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
事
業
会
社
法
は
、
「
定
款
そ
の
他

形
式
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
当
該
会
社
の
全
株
主
が
当
事
者
た
る
書
面

に
よ
る
合
意
を
も
っ
て
、
株
主
に
、
任
意
に
ま
た
は
会
社
成
立
後
何
ら

か
の
事
由
の
発
生
に
も
と
づ
い
て
会
社
の
清
算
を
請
求
す
る
権
利
を
認

め
る
と
き
は
、
株
主
の
請
求
に
も
と
づ
き
会
社
を
解
散
す
る
権
限
を
裁

判
所
が
与
え
る
。
」
と
規
定
し

aa--N印一長
ω)
・
c
g印
)
〉
、
ま
た
新
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
業
会
社
法
は
、
「
定
款
は
全
て
の
株
主
、
一
定
の
数
も

し
く
は
割
合
の
所
'
有
者
ま
た
は
一
定
の
数
も
し
く
は
割
合
の
種
類
も
し

く
は
組
の
株
式
の
所
有
者
が
、
任
意
に
ま
た
は
一
定
の
事
実
の
発
生
に

よ
り
会
社
の
解
散
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
を
含
む
こ
と

が
で
き
る
。
」
と
規
定
す
る
官
ユ
・

5
抑
一

B
Nる
)
W
C
8
3
)。
そ
の

他
の
州
の
も
の
と
し
て
、
ロ
1
・の
O

ハ
ゲ
〉
ロ
ロ
号
∞
抑
ω
印
印

(
-
8
3

(
定
款
で
。
但
し
円
-o四
B
G
C
E己
cz
に
つ
い
て
の
み
〉
、
〉
ロ
ロ
の
G

ハ凶作

資

ζ
ι
-
a
H同
-
M
ω
由
一
口
品
(
尺
(
同
)
・
(
一
回
目
。
(
全
て
の
株
主
の
合
意
で
。
但

し
n
z
u司

n
D
H匂

O
B
H
Zロ
に
つ
い
て
の
み
)
、

E
P
ω
S件・間町〔}∞・
0
-
C
印

(
同
)
・
(
呂
田
ω
〉
(
一
般
的
に
株
主
聞
の
合
意
を
認
め
、
解
散
に
つ
い
て

も
適
用
を
認
め
る
可
能
性
が
あ
る
。

n
T層
向
。
弓
0
5
2
8
に
つ
い
て
の

み〉。

(
げ
)
そ
の
事
由
は
、
各
州
に
お
い
て
様
々
で
あ
る
が
、
一
般
に
、

ω会
社

の
目
的
が
放
棄
さ
れ
或
い
は
そ
の
実
行
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
、

ω

会
社
の
財
産
が
濫
用
或
い
は
損
害
を
受
け
或
い
は
取
締
役
そ
の
他
会
社

を
支
配
す
る
者
の
違
法
、
抑
圧
的
、
詐
欺
的
行
為
に
よ
り
、
会
社
を
解

散
す
る
よ
り
会
社
或
い
は
株
主
を
救
済
す
る
方
法
が
な
い
場
合
、

ω株

主
間
或
い
は
取
締
役
間
の
意
見
が
分
か
れ
、
取
締
役
選
任
に
必
要
な
議

決
を
う
る
こ
と
が
で
き
ず
或
い
は
会
社
の
業
務
が
な
し
え
な
い
こ
と
に

よ
り
、
会
社
或
い
は
株
主
に
回
復
し
え
な
い
損
害
が
生
じ
て
い
る
場
合
、

が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
特
定
せ
ず
に
広
汎
な
定
め
方
(
「
株

主
の
保
護
に
と
っ
て
必
要
な
合
理
性
」
「
正
当
か
つ
衡
平
な
事
由
」
な

ど
)
を
す
る
州
も
あ
る
が
(
戸
m-w
。
0
5・
0
2・
2
2・
〉
ロ
ロ
・
抑
ω
臼
l

-
S
今回目。〉
h
H
L
E
.
H
N
2
・
ω
g戸
〉
ロ
ロ
抑

N
U
品
川
田
吋
(
呂
田
)
)
、

ωに
つ
い
て
規
定
す
る
(
い
わ
ゆ
る

U
E
E
Z
2
8
S
U
E
-
o
n
r
)

州
は
多
い
(
。
-m--
一z・J
へ
・
切
口
切
の
D
H
司
Fmw
耳
山
町
一
一
室
(
呂
田
ω
)

ニU
ω
?

の
C
吋
同

y
{
U
D
仏
め
抑
抑
品
目
印
口
l
l

品目印一

(ω
ロ司句・一回田町一)一円}}・

ω
S円
円
・
ω
N
抑

↓
印
ア
∞
由
(
脚
)
(
N
)

・
(
-
8
5
u
宮
ω
目
・
〉
ロ
ロ
・
下
回
耳
切
円
一
印
印
閉
山
0

・

(
一
回
日
由
)
山
可
戸

ω
S
?
〉ロロ・

2
・
3
抑明日∞印
M
l
二口〕
J

N

∞U
M
-
-

一一。

(
-
8
5
.
な
お
、
口
一
D
自

g
H
M》
D
円
三
百
ロ
に
つ
い
て
、

u
t
.
(
U
D《
rw
江戸
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)
 
l
 
(
 

∞抑

ω
印
日
(
石
田
吋
〉
一
〉
ロ
ロ
・
。
。
舟

ζ
ι
.
ω
H
7
民
間
一

o
u
C
8
3
u

ロ向∞

-
m
2・
ω
g
H
・
〉
ロ
ロ
・
去
-
一
ω
抑
印
A
N
戸
(
一
回
目
印
〉
〉
。
行
き
詰
り

に
も
と
づ
く
解
散
を
認
め
る
各
州
の
立
法
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
酒
巻

「
会
社
解
散
請
求
権
の
法
理
」
早
稲
田
法
学
四

O
巻
一
号
三
八
|
四

O

頁
、
同
「
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
理
論
と
立
法
動
向
団
」
民
商
五
九
巻
三

号
三
八
一
二
頁
参
照
。
な
お
、
若
干
の
州
で
は
、
解
散
の
訴
え
が
提
起
さ

れ
た
場
合
に
、
会
社
の
継
続
を
望
む
株
主
に
裁
判
所
が
定
め
た
公
正
な

価
格
で
原
告
株
主
の
株
式
を
買
い
取
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、

解
散
を
回
避
し
な
が
ら
少
数
株
主
の
利
益
を
保
護
す
る
規
定
を
設
け
て

い
る
(
の
D
ロ
ロ
の
g
-
ω
Z
岬
河
内
〈
抑
ω
ω
l
ω
∞
ム
(
ω
ロ
官
官
・
呂
田
町
〉
山
〉
ロ
戸

。
c
舟
豆
島
・
2
N
ω

竺
BV)(ω
石間
y

呂
田
吋
)
山
富
口
口
付
列
2
・。
c
舟
ω

〉
ロ
ロ
・
忽
一
印
二
忠

1
5・
二
日
刊
(
↓
出
町
∞
)
町
。
宅
・

3
・

DLO〉
ロ
ロ
・
申

ω
0
8
(
一
∞
町
一
)
)
。
そ
し
て
か
よ
う
な
規
定
は
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
解
散

の
規
定
と
し
て
最
も
望
ま
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
の
o
g
g
g♂一回目白

巧
宮
・
円
、
.
剛
山
2
・
2
3・一
M
8
1
-
N
ω
∞〉。

(
同
)
訴
え
を
提
起
し
う
る
株
主
の
資
格
に
つ
い
て
、
多
く
の
州
で
は
所
有

株
式
数
に
制
限
を
設
け
ず
単
独
株
主
権
と
す
る
が
、
一
定
の
比
率
の
所

有
数
(
一
般
に
全
社
外
株
の
一

O
M月
|
四

O
d月
〉
更
に
一
定
の
保
有
期
間

を
要
求
す
る
州
も
あ
る
。
な
お
、
若
干
の
州
で
は
、
一
定
の
場
合
(
会

社
の
設
立
証
書
が
詐
欺
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
、
或
い
は
、
会
社
が
法
律

に
よ
り
与
え
ら
れ
た
権
限
を
総
越
ま
た
は
濫
用
し
て
継
続
し
て
い
る
な

ど
)
に
、
法
務
長
官
〈
〉
2
0
5
q
O
O
R
B
-
)
に
よ
る
強
制
解
散
を
認

め
て
い
る
公
-
m
-
A
F司
2
・
ω
Z
H
・
抑
一
∞
口
・
町
田
(
一
∞
印
印
)
U
H
=
・
〉
ロ
ロ
・

社会支配と株主聞の合意

ω
E
H
・
。
・
ω
N
掛
一
印
!
?
∞
N
(
一
∞
ω
ω
)
)
。

〆
t

、、
英
米
契
約
法
に
お
い
て
は
、
捺
印
証
書
(
舟
邑
・
田
司
己
主
ミ
)
に
よ
ら
な
い

契
約
の
方
式

契
約
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
に
は
約
因

(gロ印
E
2
5
3
)
乃
至
対
価

(
司
ユ
日
)
が
必
要
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
議
決
権
拘
束
契
約
は
、
口
頭
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
一
出
此
の
方
向
に
議
決
権
を
行
使

す
べ
き
旨
の
お
互
い
の
約
束
(
自
己

E
J
5
5自
る
は
、
十
分
な

(
E
E
a
g
c

〈

2
)

約
因
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
数
の
判
例
で
、
単
な
る
お
互
い

の
約
束
の
み
で
は
十
分
な
約
因
で
は
な
く
そ
れ
以
外
の
な
ん
ら
か
の
約
因
が

pqAV

、

必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
無
効
或
い
は
強
行
し
え
な
い
も
の

(
5
8『
O
R
g
z
m
)
と
さ
れ

た
り
す
る
な
ど
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
、
議
決
権
拘
束
契
約
は
、
捺
印

証
書
或
い
は
書
面
公
口
語
ユ
江
口
問
〉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

(
4
)
 

さ
れ
て
い
る
。

(
1
)

約
因
に
つ
い
て
は
、
守
屋
善
輝
「

B
E
E
S
-
ω
当

8
5丘
R
邑
g
の

素
描
」
中
央
大
学
五

O
周
年
記
念
論
文
集
法
律
之
部
六
二
頁
、
同
「
英

米
判
例
百
選
」
一
ム
ハ

0
・
一
六
一
頁
、
内
田
力
蔵
「
約
束
と
対
価
i
米
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料

国
契
約
法
の

m
g
g件。
5
8同
に
お
け
る

8
5
E
2
E
g
の
一
瞥
」
田

中
保
太
郎
・
英
米
論
文
集
一
九
一
頁
、
田
中
和
夫
「
英
米
契
約
法
」
(
新

版
)
四
一
頁
以
下
、
谷
口
知
平
「
英
米
契
約
法
原
理
」
(
昭
7
〉
一
一
一

九
|
一
五
四
頁
参
照
。

(
2
)
H
W
-
w
w
叶

r
c
g同M
gロ
〈
・
』
-U・、
H
，F
o
g
gロ
の
R
5
2
0ロ円
UD--M〕可申同一一-

印ム一-二

m
z・開
-
E∞(一回一吋〉

U何
百
聞
ロ
ロ
四
回
Hopi町内
w
B
E
g
h
F
切
巳
一
ミ

(UogEロ
旦

ωyo毛
ω・
F
n・
ぐ
・
剛
山
吉
岡
]
宮
間
・

NU
ロ
ゆ
]
の
7.ω
一∞
-AU
〉
-

M
《日目。
ω
(
一
虫
色
・

M
U
U
m
?
の
r・町一
0

・
包
〉

N
仏
会
一
今
回
品
吋
〉
・
な

お
、
一
三

Z
E
E
-
毛・

2
・

9
2・。
P
S
ω
白
)
抑
言
明
宅

ω品目
l

ω
ム
吋
町
一
の
O
H
r
E
W
C
同Y
2

?
・抑抑-ム一
N
1
5
ア
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の

契
約
で
も
、
「
約
束
に
対
す
る
約
因

(
8
5五
常
民
甘
口
〉
と
は
、
取
引
の

目
的
と
さ
れ
、
か
っ
そ
の
約
束
と
交
換
的
に
提
供
さ
れ
る
、
同
約
束
以

外
の
行
為
、
同
不
作
為
、
例
法
律
関
係
の
設
定
、
変
更
ま
た
は
破
嬢
ま

た
は
刷
返
約
で
あ
る
」
と
定
義
し

(
m
g
?
の
自
可
R
F
訓吋印(同))、

「
七
八
条
乃
至
八

O
条
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
除
き
、
す
べ

て
の
約
束
は
絶
対
的

(mrD-E&
で
あ
る
と
条
件
附
(
口

S
岳
民
自
己
)

で
あ
る
と
を
問
わ
ず
十
分
な

(
E
E
n
F
g
C
約
困
で
あ
る
」
と
す
る

(FE門
戸

期

吋

1
1
)

。

(
3
)
何・間二岡山

ogz
〈
-
巧

E
2
3
L∞∞
ω・4
〈・

2
∞
戸
∞
コ
(
一
宏
印
)

U】
crロ
ωDロ〈・

ω古
川
肖

g
ロ
rc円
聞
の
O
G
ロ
q
司
巳
吋
〉
臣
、
P
M
一口

ω
・の・印∞

土
問
肘

-
M
ハ同日
8
・
呂
田

(
Z
A
3
2
F
n
g
B
)
・
こ
れ
に
対
し
て
は
、

代
理
権
は
利
害
関
係
を
供
わ
な
い
限
り
任
意
に
撤
回
し
う
る
と
す
る
ル

ー
ル
の
不
当
な
拡
大
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る

C
O
S
E一
-
期
間
・
二

資

司・

2
3
0
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
判
例
の
多
く
は
、
撤
回
し
う
る
も
の
で

あ
る
或
い
は
強
行
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
あ
げ
て

い
る
。な
お
、
約
因
が
違
法
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

前
掲
、
岡
山
内
協
同
二
の
Dロ可
R
F
蜘
印
呂
参
照
。
な
お
、

U
H
R
r
B
B
〈・

閉山
o
S
F
一
四
日
露
。
・
〉
右
-
mア

E
ω
・
巧
・
ご
吋
(
一
回
二

)
u
ω
5
:
-

g
D
F
M
g
E
n
y
m
Aア

N
A
N
Z
.
巧
.
二
三
-8N)・

(
4
)
そ
の
他
、
書
面
に
よ
る
こ
と
の
利
点
と
し
て
、
口
頭
契
約

(CE

品

8
8
2〉
は
詐
欺
法

3
s
z
g
D
E
g
E
C
に
反
す
る
と
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
契
約
当
事
者
が

十
分
に
契
約
の
内
容
を
考
え
う
る
こ
と
、
そ
の
他
無
用
の
誤
解
、
訴
訟

の
危
険
が
減
少
さ
れ
う
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ

QZω
ア
蜘

印
-
N
m
3
・
NU
一lNUN)。
な
お
、
制
定
法
で
議
決
権
拘
束
契
約
に
つ
い

て
規
定
し
て
い
る
州
ハ
後
掲
)
で
は
、
そ
れ
が
有
効
と
さ
れ
る
た
め
に

書
面
に
よ
る
こ
と
或
い
は
書
面
に
作
成
し
か
っ
当
事
者
が
こ
れ
に
署
名

す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る

(
P
F
・
2
・
ペ
・
回
5
・
(
υ
D
号
・
戸
白
老
-
R戸

田蜘

mNoh)
・
c
u
m一山
)
U
Z
-の・

0
2・
ω
S
7
ゆ
印
印
i吋一凶(曾)・(一回目印
)U

(UDロロ・のゆロ・
ω
S
H・
〉
ロ
ロ
・
期

ωωiωωUM)(H)(ω
己認】・一回目
C
)。

間
山
〆
t
‘、議
決
権
信
託
に
つ
き
規
定
'
を
設
け
て
い
る
各
州
の
制
定
法
は
、
い
ず
れ
も

そ
の
信
託
期
間
に
限
度
を
設

mv
ま
た
、
議
決
権
代
理
行
使
に
つ
い
て
、
多

契
約
の
期
間

北法21(2・136)324



〈

2
)

く
の
州
で
は
そ
の
援
権
期
間
を
制
限
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
の
州
の
制
定
法
が

何
ら
の
規
定
も
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
契
約
の
存
続
期
間
が
有

効
性
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
か
よ
う
な

契
約
が
、
長
期
に
わ
た
っ
て
、
或
い
は
更
に
、
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
し
て

契
約
当
事
者
を
拘
束
す
る
場
合
に
は
、
取
締
役
選
任
な
ど
に
関
し
て
自
己
の

判
断
で
議
決
権
を
行
使
す
る
権
利
を
奪
う
、
或
い
は
、
議
決
権
と
株
式
所
有

権
を
分
離
せ
し
め
会
社
の
利
益
の
た
め
に
議
決
権
を
行
使
す
る
義
務
を
放
棄

せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
無
効
と
す
る
判
例
も
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
一
五
年
、
或
い
は
二

0
年
間
効
力
あ
る
も
の
と
す
る
契
約
を
有

効
と
し
、
更
に
は
、
一
定
の
期
間
を
定
め
る
こ
と
な
く
当
事
者
が
当
該
会
社

(ev 

の
株
式
を
所
有
す
る
限
り
或
い
は
当
事
者
の
生
存
し
て
い
る
限
り
と
す
る
も

(
8
)
 

の
、
ま
た
、
特
に
期
間
に
つ
い
て
定
め
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ

)
 
1
 
(
 

を
有
効
と
す
る
判
例
が
あ
り
、
一
般
に
、
た
と
え
議
決
権
信
託
に
お
い
て
制

会社支配と株主間の合意

定
法
が
制
限
し
て
い
る
信
託
期
間
の
最
長
を
越
え
て
も
無
効
と
さ
れ
る
も
の

(
9
v
 

で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
議
決
権
信
託
に
関
す
る
制
定
法
の
規
定
は
強
行
規
定
で
あ
る
と
さ

れ
、
制
定
法
で
定
め
る
信
託
期
間
(
前
述
の
よ
う
に
多
く
は
一

O
年
U

を
越
え
る
も
の
は
無
効
で
あ
る

(
F
R可
〈

.
ζ
5
2ユl阿
P
E
E
-
U
M宮

ピ
ロ
ゅ
の
0
・・

N
N
O
巾
?
の
r.ωω
司

S
-
〉
∞
N
ω
(
一回
ω
吋
)
〉
。
し
か
し
、

信
託
期
間
を
一

O
年
以
上
と
す
る
州
も
あ
り
(
こ
れ
ら
の
州
に
つ
い

て
は
、
〉
5
3口
B
∞
民
間
O
ロ
ロ
含
E
C
P

冨
D

内
庁
]
回
5
・
。
。
号
〉
2

(
石
田
口
)
〉
ロ
ロ
・
抑

ω
N
4
N
-
S
司
・
印
町
一
所
掲
の
制
定
法
参
照
〉
、
ま

た
、
信
託
期
間
の
制
限
を
撤
廃
し
て
い
る
州
も
あ
る
(
巧
ロ
盟
主
-

〉
ロ
ロ
・
叩
-
∞
0
.
M
吋
(
一
回
目
。
山
一
玄
D

K

F

5

・
T
ぇ
・
掛

ω
2
・
N
品目

(-甲田町一)〉。

(
2
)

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
代
理
権
授
与
期
間
に
つ
い
て
は

株
主
が
任
意
に
定
め
う
る
と
さ
れ
て
い
る
が
(
印

E
2
n
gア
抑
呂
田
N

司-

N
A
T
F
-
-
8
5
p
の口『司
C
E
5ロω
ム
コ
田
町
・
全
一
)
、
多
く
の
州
の
制

定
法
で
は
、
そ
の
最
長
期
間
を
制
限
し
、
委
任
状
に
別
段
の
定
め
が
な

い
限
り
一
一
カ
月
と
し
(
ク
問
、

J
5
P
2
2・
抑
一
∞
0

・N
印(
ω

)

(

石印印〉

uz・J
円・

ω
5・
。
。
も
・
円
、
ω
話
回
同
門
・
田
明
呂
田
'F)
・
(
石
田
一
)
)
、
実
質
的
に

総
会
毎
の
委
任
状
の
綬
与
を
要
求
し
て
い
る
(
も
っ
と
も
、
よ
り
長
期

の
期
間
を
定
め
る
或
い
は
利
害
関
係
を
伴
う
場
合
に
は
例
外
と
す
る
州

も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
州
に
つ
い
て
、
宮
色
町
一
・
回
5
・。
D
号
・
〉
2
〉ロロ

期
三
百
円
・

ω
』
問

N

・0
N
官
)
官
印
可
参
照
)
。
そ
し
て
、
制
定
法
で
定

め
ら
れ
た
援
権
期
間
を
越
え
る
代
理
権
の
授
与
は
無
効
で
あ
る

ハ
印
明
一
え
円
}HE--
抑
N
O
白ム司・
M
m
M
)
。

(
3
)

国
民
〈
mVN
〈
・
ピ
ロ
己
--m
円自司『
D
〈
自
河
口
同
(UD--

二∞

Z
・(
U

E

8
・
2

ω・何
-
A
g
c∞u
m
)
(
五
年

)umogzd、
・
巧

7
5
0
p
一∞∞

ω・巧・

日

ι
∞
吋
印
(
吋
2
・
Q
〈
〉
相
当
・
一
回
品
目
〉
(
一

O
年
)
・
な
お
、
期
聞
を
直

北法21(2・137)325



料

按
の
理
由
と
し
て
無
効
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
短
期
の
も
の
で
も

無
効
と
す
る
も
の
に
、

Z
D月
了
、
・
同
a
m
p
一ω
o
c
p
m
M印
・
町
一
∞
-MW・

ム∞吋

(
3
0∞
)
U
H凶
D
Rロ
r
EロN
〈
・
。
rHW件
FYEvnr耳
切
口
nr
の
0

・w
一品吋

の白

-
U
0・
8
ω
-
H
W・
MM印
(
一
回
一
∞
)
・
な
お
、
印

-
4
2
n
r
F
m
呂
田
山
参

照。

(
4
)
巧
主
ω円ゆ〈・

ω
D
E
F
3
M
R
B
V
E
S
H
E
g
n
o
-
-
5
0
同
自
・

ωω
ア

-m-
司・

M
L
-
N
U
(
-
U
A印)・

(
5
)
C
H
O己
σ
〈
・
∞
-
2
y
g
Hロ仏・〉旬開】・

ωou--
印
N
Z・
何
・
呂
田
(
一
∞
Mm〉

(
6
)
ω
g耳
一
〈
-
m
e
-
a
M∞
N
〉
沼
)
ロ
Z
-
∞印
0・一日印

Z
・J
円・
ω

日仏

ωω
戸
一
宮
仲
間
・

N
《凶

N
a
L
M印
Z
・J
円・
ω
・
N
《】∞
ω一
(
石
田
)

u

同
氏

回
口
円
}
内
同
耐
え
丘
一
段
D
H
a
〈
・
国
防
H
Z
H門・-印吋

Z
O『
・
∞
町
吋
・
白
N
Z
-
巧
-M仏

M∞∞

(
5
2
y
d〈
2

2
・
F
E
Y
-
5ム
(
U
D
5・一一
M
L
N
O
〉
・
日
仏

K
3
m
(
一回目白一).

(
7
)
O
R「〈・

0
0仏間

P
N
g
z・J
へ
・
全
0

・
呂
田

Z
・何・

2
一(一回
ω
巴・

な
お
、
同
，
r
c
E司
自
コ
〈
・
』
-H)
同，
F
O
B℃
自
ロ
の
同
ロ
mtcロ
わ
0
・
・
町
田

ロ一・

2
・
コ
由

Z-開・

2
∞
(
}
回
一
寸
〉
(
契
約
当
事
者
全
員
の
同
意
で
終
了

す
る
ま
で
〉
。

(
8
)

吋
N一
の
D号
百
三
T
)
口〈・

γ
向日
m
B
O
G
Sロ
弓
吋
2
2
(
U
D
-
-
A
D
冨
日
・

MLω
∞印
w
M
A
ω
Z・J
〔

ω
・
N
L
一
回
∞
今
回
目
ω)
一一回口問
r
g
gロ
〈
切
mZ2
・

コ
印
宮
ω
g・一
O印
w
m印
Z.何
.
呂
田

(
3
0
0
y
o
m
z
o『
〈
.
の
と
一
F

S

H一一

M
L
5・
M
B
Z
何
日
仏
印
ゴ
(
否
定
)
(
も
っ
と
も
、
契
約
当
事

者
が
生
存
し
て
い
る
限
り
の
意
味
に
解
す
べ
き
と
す
る
〉
・
な
お
、
ホ
ル

ン
ス
タ
イ
ン
は
、
か
よ
う
な
合
意
は
口
頭
で
特
に
期
間
を
特
定
せ
ず
に

資

な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
期
聞
が
特
定
さ
れ
て
い

な
い
場
合
に
は
、
期
間
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
意
図
は
、
合
意
の
内
容
を

全
体
的
に
考
慮
し
、
か
つ
合
意
の
実
際
的
意
味
を
考
慮
し
て
解
釈
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
当
事
者
が
誠
実
な
ど
で
あ
れ
ば
契
約
当
事
者
が
生
存

し
て
い
る
限
り
有
効
と
解
し
う
る
と
す
る
(
回
目
5
5
p
の
司
号
D
E
U
S
-

師
一
吋
印
司
・

NOU)。

(
9
)

例
え
ば
、
前
掲
註
(
8
)
の
と
一
角
〈
・

cmL一
角
に
お
い
て
、
原
告
、
被

告
聞
で
な
さ
れ
た
、
お
互
い
を
取
締
役
に
選
任
す
ベ
く
そ
の
議
決
権
を

行
使
す
る
旨
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
つ
い
て
、
議
決
権
信
託
の
最
長
期

間
を
定
め
た
制
定
法
に
反
す
る
と
の
被
告
の
主
張
に
対
し
て
、
イ
リ
ノ

イ
州
最
高
裁
判
所
は
、
「
こ
の
合
意
は
議
決
権
を
株
式
所
有
権
か
ら

分
離
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
単
な
る
契
約
上
の
議
決
権
支
配
契
約

公
E
仲
間
宮
口
8
5
2
E
才
D江口
m
gロ可
D}
お
ヨ
由
u
g
φ
で
あ
り
、
議
決

権
信
託
の
期
間
を
制
限
し
て
い
る
制
定
法
の
規
定
は
本
件
の
合
意
の
効

力
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し

(Eι
・
N
B
Z・開・

M
L
巳
同
y

印
∞
己
、
ま
た
、
前
掲
註
ハ
6
〉

者

2
7、・

F
E
F
に
お
い

て
も
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
最
高
裁
判
所
は
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
の

議
決
権
信
託
に
つ
い
て
の
制
定
法
の
一

O
年
の
制
限
は
議
決
権
拘
束
契

約
の
有
効
性
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
判
示
し
て
い
る

c
r
E
N
N
O〉・

N
《】釦門司
-
A印
回
〉
。
も
っ
と
も
、
議
決
権
拘
束
契
約
に

つ
い
て
立
法
的
規
整
を
し
て
い
る
州
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
一
般
に

一
O
年
に
制
限
し
て
い
る

(
0
・m
-
L
L・ゎ
-
C
2・
2
R
掛
印
印
l

己
主
-

C
U印印〉
U

吋
2
忠
切
5
・
{UD号
・
〉
2

R戸
M

・ωO⑤)・

(ω
ロ宮
Y

一回目日))。
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i (N) 
¥J  

契
約
の
当
事
者

特
定
の
株
主
問
で
な
さ
れ
る
場
合

当
該
会
社
の
特
定
の
少
数
株
主
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
議
決
権
拘
束
契
約

は
、
少
数
者

(
ω
E
5
2
5に
会
社
支
配
権
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
、
或
い

(
2
)
 

は
、
契
約
当
事
者
の
不
正
な
利
益
の
追
求
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
こ

と
を
理
由
に
無
効
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
は
、
他
の

契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
株
主
な
ど
に
詐
欺
と
な
る
或
い
は
不
利
益
を

(
S
)
 

与
え
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
危
険
を
含
ん
で
い
る
。
な
お
、
株
主
の
議
決

権
を
一
宇
此
の
方
向
に
行
使
す
べ
き
旨
を
定
め
る
い
か
な
る
令
意
も
、
当
該
会

社
の
全
て
の
株
主
が
契
約
の
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
無
効
と
す

る
判
例
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
主
と
し
て
制
定
法
の
規
定
に
反
す
る
場

)
 
1
 
(
 
合
(
特
に
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
株
主
聞
の
合
意
に
つ
い
て
)
に
も

有
効
と
し
う
る
か
否
か
の
点
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

会社支配と株主間の合意

(

U
〉

取
締
役
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
場
合

閉
鎖
的
株
式
会
社
の
株
主
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
通
例
当
該
会
社
の
取

締
役
・
役
員
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
若
干
の
判
例
で
は
、

契
約
当
事
者
と
し
て
取
締
役
或
い
は
将
来
取
締
役
と
な
る
で
あ
ろ
う
株
主
が

関
与
し
て
い
た
か
否
か
で
区
別
し
、
取
締
役
或
い
は
将
来
取
締
役
と
な
る
で

あ
ろ
う
株
主
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
の
忠
実

義
務
(
『

M
E
S
H可
E
q
c
H
c
r
z間
5
0ロ
)
違
反
と
な
る
こ
と
を
理
由
に
無

〈

5
)

効
と
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
多
く
の
判
例
は
、
か
よ
う
な
区
別
を
せ
ず
、
取
締
役
或
い
は
取

締
役
と
な
る
で
あ
ろ
う
株
主
が
契
約
当
事
者
で
あ
る
場
合
に
も
有
効
な
契
約

(
6〕

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
株
主
が
取
締
役
の

地
位
を
兼
ね
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
内
り
し
て
、
取
締
役
が
関
与
し
て
い

る
と
い
う
事
実
の
み
か
ら
契
約
を
無
効
と
す
る
な
ら
ば
殆
ん
ど
の
株
主
間
の

契
約
は
無
効
と
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

(
。
山
〉

仲
裁
人
に
議
決
権
行
使
の
方
法
・
方
向
に
つ
い
て
の
決
定
を
委
ね

る
場
合

議
決
権
拘
束
契
約
に
お
い
て
は
、
予
め
株
主
問
(
契
約
当
事
者
間
)
で
、
統

し
た
議
決
権
を
行
使
す
る
た
め
に
、
い
か
に
議
決
権
が
行
使
さ
れ
る
べ
き
か

に
つ
い
て
合
意
が
と
と
の
わ
な
い
場
合
に
は
仲
裁
人

(
R
F
=
s
gる
に
誰
に

投
票
を
な
す
か
な
ど
に
つ
い
て
の
決
定
を
委
ね
る
も
の
と
す
る
旨
、
の
契
約

を
な
す
場
合
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
が
、
か
よ
う
な
仲
裁
契
約
公
忌
号
え
ぢ
ロ

(
8〉

ω四
月
ゆ

E
g
C
に
対
し
て
は
、
ま
ず
、

(a) 

コ
モ
ン
ロ
ー
上
、
将
来
の
争
い
・
見
解
の
不
一
致
に
つ
い
て
仲
裁
人

に
そ
の
判
断
・
決
定
を
委
ね
る
旨
の
契
約
は
、
有
効
で
は
あ
る
が
仲
裁
人
の

決
定

(ω
耳
R
L
)

が
あ
る
ま
で
は
契
約
当
事
者
は
い
つ
で
も
任
意
に
撤
回
し
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料

(
9〉

う
る
も
の
と
さ
れ
、
更
に
、
か
よ
う
な
契
約
に
よ
り
訴
え
を
提
起
し
え
な
く

な
る
も
の
で
は
な
く
、
原
告
の
契
約
違
反
を
抗
弁
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
は

(
凶
}

許
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
か
よ
う
な
将
来
の
争
い
を
仲
裁

資

す
る
旨
の
契
約
は
、
裁
判
所
の
権
限
を
奪
う
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、多
く
の
州
で
は
将
来
の
争
い
を
仲
裁
す
る
旨
の
契
約
に
つ
い
て
、
制

1
0
 

定
法
で
そ
の
法
的
効
力
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、

〈

H
》

そ
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
ユ
ュ

l
ヨ

l

p
州
法
は
、
将
来
の
争
い
を
仲
裁
す

る
旨
の
契
約
は
、
「
有
効
、
撤
回
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
か
つ
強
行
し
う
る
」

と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
他
の
州
に
お
い
て
も
同
様
な
規
定
を
置
く
も
の
が

多
い
。
更
に
、
明
示
的
に
制
定
法
で
規
定
し
て
い
な
い
州
に
お
い
て
も
、
将

来
の
争
い
を
仲
裁
す
る
旨
の
契
約
も
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
す
る
判
例
が
み

ら
れ
る
。
し
か
し
、

(c) 

か
よ
う
な
一
制
定
法
が
存
す
る
場
合
に
も
、
争
い
が
株
主
の
議
決
権
行

使
或
い
は
取
締
役
の
裁
量
権
の
行
使
な
ど
の
会
社
の
経
営
・
政
策
に
関
す
る

も
の
(
自
里
E
m何日

g
H
E門ご
ν
D
E
n可

A
E
g
江
口
口
る
で
あ
る
場
合
に
は
問
題
が

残
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
の
制
定
法
が
争
い
の
対
象
に
つ
い
て
、

「
契
約
上
の
争
い
」
或
い
は
「
そ
の
他
訴
訟
の
対
象
と
な
り
う
る
契
約
上
の
争

い
(
者
z
n
y
日間
Z
Z
E
Z
2
0
2
胃円

B
E
R
Eロ
巳
一

2
2
0
2

一
般
的
に
、

E
X
E
Z
E
Q
)」
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
制
定
法
で
将

来
の
争
い
を
仲
裁
す
る
旨
の
契
約
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
州
に
お
い
て

も
、
そ
れ
が
会
社
の
経
営
・
政
策
に
つ
い
て
の
争
い
を
仲
裁
人
の
判
断
・
決

定
に
委
ね
る
旨
の
契
約
で
あ
る
場
合
に
は
、
制
定
法
の
適
用
を
否
定
内
ト
。

更
に
、(d) 

会
社
法
上
の
問
題
と
し
て
も
、
仲
裁
人
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
と
こ

ろ
に
従
っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
旨
の
契
約
は
、
議
決
権
を
株
式
所
有
権
か

ら
分
離
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
制
定
法
に
よ
り
株
主
、
取
締
役
に
与
え
ら

れ
た
権
限
及
び
義
務
は
第
三
者
た
る
仲
裁
人
に
委
ね
え
な
い
、
v

株
主
聞
の
争

い
・
見
解
の
不
一
致
及
び
そ
れ
に
よ
る
行
き
詰
り

(
ι
2色
白
川
}
州
)
の
解
決
の

究
極
の
方
法
は
、
制
定
法
で
定
め
ら
れ
解
散
の
手
続
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
、

な
ど
を
理
由
と
し
て
攻
撃
さ
れ
る
。

か
よ
う
に
し
て
、
仲
裁
人
に
議
決
権
行
使
の
方
法
・
方
向
に
つ
い
て
の
判

断
・
決
定
を
委
ね
る
契
約
は
、
一
般
に
無
効
で
あ
る
、
或
い
は
任
意
に
撤

回
し
え
、
こ
れ
を
強
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
有
効
或
い
は
強
行
し
う
る
も
の
と
す
る
判
例
が
若
干
み
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
代
表
的
判
例
で
あ
る
担
ロ
関
口
口
問

回
HDω

・l
一回

ω
E
C
g
除
回
丘
一
名
門

uogrFロ丘
ω
7
0
4〈
p
r
n・〈

MN5色
町
間
一
~
由
ロ
巳
・

。7
2
∞
・
会
〉
・

M
内
回
目
。

ω
(
石
毛
〉
)
は
、
当
該
会
社
の
三
分
の
一
余
の
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各
々
の
議
決
権
を
統
一

株
式
を
各
々
所
有
す
る

R
(原
告
)
と
H
間
で
、

ω

し
て
行
使
す
る
、

ω
も
し
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
意
見
が

と
と
の
わ
な
い
場
合
に
は
仲
裁
人
の
決
定
に
従
つ
て
な
す
、
旨
の
契
約
が
な

さ
れ
、

H
が
取
締
役
選
任
決
議
に
お
い
て
仲
裁
人
の
決
定
に
従
わ
ず
に
議
決

権
を
行
使
し
た
の
で
、

R
が
仲
裁
人
の
決
定
に
従
わ
ず
に
な
さ
れ
た
取
締
役

選
任
決
議
は
無
効
で
あ
る
と
し
契
約
の
特
定
履
行
令
官
止
符
℃
え

0
5自
2
)

を
求
め
た
事
案
に
つ
い
て

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
裁
判
所
(
の
守
口
コ
え

。
7
3
R
q〉
は
、
か
よ
う
な
議
決
権
拘
束
契
約
も
有
効
で
あ
り
仲
裁
人
の
決

定
に
従
わ
ず
に
な
さ
れ
た
取
締
役
選
任
決
議
は
無
効
で
あ
る
、
と
し
て
新
た

な
選
任
決
議
を
命
じ
て
い
弘
)

)
 
-(
 

(
1
)

忠
良
何
一
〈
・
出
一
D
L
向
。
・
5
D
C
p
m
u
♂
町
一
∞
-
H
W
・
4
∞
ア
念
。
今
回

0
8

山
下

5
7可〈・

mgg-N〕Y
O

H

一--一寸口・一一
o
z
-
m
ω
〕

1ω
・
ω吋
白
(
一
回
一
印
)

U

〈
ωロロ
mw
円〈・

(UFFgmo
の
止
可
知
可
・
・

-
2
2・何

-uha-
∞印
ω
(
《出口
2
5
)
・

な
お
、
印
回
り

F
E毘
『
・
掛
呂
田
印
刷
y

N

g
参
照
。

(
2
)
同J
w
-
B
E
E
S
〈
・
冨
ω
間巳

mz-M]吋
富
島
ω
ω
o
m
-
一O
品
Z
何
吋
品
目

(一∞
-
h
#
〉

(
3
)

も
っ
と
も
、
契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
株
主
が
契
約
の
無
効
性

を
争
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
が
、
契
約
当
事
者
た
る
株
主
は
、
た
と

え
そ
の
者
が
契
約
に
よ
り
不
当
な
結
果
を
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
そ
の
無
効
性
を
争
い
え
な
い
と
す
る
判
例
が
あ
り
、
例
え
ば
、

会社支配と株主間の合意

開
・
内
回
ロ
ロ
日
向
岡
耐
え
臼
一
一
昨
日
由
〈
・
国
民
}
自
立
は
、
「
契
約
当
事
者
は
、

議
決
権
拘
束
契
約
に
よ
り
一
一
年
間
利
益
を
受
け
な
が
ら
そ
の
無
効
性

を
争
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
判
示
し

S
N
Z
-
巧
-N
仏
三
唱
・

8
3

ま
た
、
。
生
命
円
〈
・
の
と
一
司
は
、
「
疑
い
な
く
、
支
配
契
約
(
円

sqc-

ω四円
2
5
8
C
の
当
事
者
は
、
債
権
者
或
い
は
少
数
株
主
の
よ
う
に
そ
の

契
約
の
無
効
性
を
争
う
地
位
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い

る
つ

g
Z切
-Mι

巳
同

y-e。
ま
た
大
会
社
は
別
と
し
て
も
、
閉
鎖

的
株
式
会
社
の
場
合
に
は
契
約
当
事
者
た
る
株
主
は
、
た
と
え
そ
の
者

が
少
数
株
主
で
あ
っ
て
も
現
実
に
会
社
に
対
す
る
詐
欺
或
い
は
損
害
の

発
生
を
証
明
し
え
な
い
限
り
い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
契
約
の
無
効

性
を
主
張
し
う
べ
き
者
で
は
な
い
、
と
す
る
見
解
が
あ
る

(
Z
D
F
D司・

口町二

ω
d・
(
U
E
-
f
m
2・
巳
℃
・
8

0

〉
。
し
か
し
、
反
対
の
判
例
も

あ
る
。
の

5
5持
可
〈
・
。

S
F
一N
O

宮
ω自・

8
一
〈
一
∞
吋
白
)
(
公
益
の
保

護
の
た
め
及
び
裁
判
所
は
違
法
な
契
約
の
強
行
の
肩
代
り
を
す
る
べ
き

で
は
な
い
こ
と
か
ら
無
効
性
を
争
い
う
る
と
す
る
〉

(
4
)

マ
サ
チ
ユ
セ
ツ
ツ
州
で
は
、
当
該
会
社
の
全
て
の
株
主
が
同
意
し
て

い
な
け
れ
ば
無
効
と
す
る
立
場
を
一
貫
し
て
と
っ
て
い
る
が
(
こ
れ
ら

の
判
例
に
つ
い
て
は
、
〉
口
口

crhお
〉

-
r
m
.
N
ι
3・∞
-
m
l∞
-m

参
照
)
、
無
効
と
さ
れ
た
判
例
の
殆
ん
ど
は
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約

す
る
も
の
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
5
)

こ
れ
ら
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
〉
ロ
ロ

C
F
色
〉
・
「
戸
民
間
》
匂
・

2
M
l

∞
一
品
参
照
。
例
え
ば
、

(UB包
〈
・
。
。
司
唱
凶

(-oω

〈
戸

-
2・一印
N

〉・

ω
町田
(
-
8
0
)
)
は
、
当
該
会
社
の
五

O
%の
株
式
を
所
有
す
る
二
人
の

北法21(2・141)329



業ト

株
主
の
間
(
原
告
・
被
告
)
で
、
被
告
株
主
の
判
断
の
行
使
、
会
社
業

務
の
指
揮
及
び
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
場
合
で
も
原
告

株
主
の
意
思
、
判
断
に
従
う
旨
の
合
意
が
な
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、

裁
判
所
は
、
取
締
役
た
る
株
主
は
議
決
権
を
い
か
に
行
使
す
る
か
に
つ

い
て
他
の
株
主
と
の
合
意
に
よ
り
自
己
を
拘
束
し
え
な
い
と
の
立
場
を

と
り
、
被
告
が
取
締
役
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
よ

う
な
合
意
は
、
取
締
役
が
全
て
の
株
主
及
び
会
社
債
権
者
を
代
表
し
て

会
社
の
た
め
に
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
放
棄
せ
し
め
る
も

の
で
あ
る
と
し
、
公
益
に
反
し
無
効
と
す
る
。
し
か
し
、
無
効
と
さ
れ

た
判
例
の
殆
ん
ど
は
、
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
株
主
問
の
合
意

(
特
定
の
会
社
役
員
と
な
る
こ
と
を
約
束
さ
せ
る
或
い
は
配
当
の
宣
言

に
つ
い
て
干
渉
す
る
も
の
な
ど
)
、
或
い
は
議
決
権
拘
束
契
約
に
か
よ

う
な
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
合
意
が
含
ま
れ
て
い
た
場
合
で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
取
締
役
の
忠
実
義
務
に
つ
い
て
は
、
戸
塚

登
「
英
米
法
に
お
け
る
取
締
役
の
忠
実
義
務
」
阪
大
法
学
三
四
号
五
四

頁
以
下
、
赤
掘
光
子
「
取
締
役
の
忠
実
義
務
(
二
)
(
三
)
」
法
協
八
五
巻

二
号
・
三
号
参
照
。

な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
議
決
権
拘
束
契
約

3
2
5
5吊
円
宮
ω
i

r
S
L
g
m君
。
コ
日
間
)
は
有
効
と
さ
れ
て
い
る
が
(
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学

説
、
判
例
に
つ
い
て
は
、
松
田
二
郎
「
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
」
(
昭
一

七
)
六
六
五
・
六
六
六
頁
、
河
村
鉄
也
「
株
主
総
会
の
研
究
」
(
昭
二
一
)

二
O
二
頁
以
下
、
菱
田
政
宏
「
株
主
の
議
決
権
行
使
と
会
社
支
配
」
一

三
三
頁
以
下
、
青
木
英
夫
「
議
決
権
(
拘
束
)
契
約
に
つ
い
て
」
独
協

資

法
学
一
号
四
一
一
良
以
下
参
照
)
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
関
し
て
一
九
六

五
年
新
株
式
法
は
次
の
よ
う
な
新
た
な
規
定
を
設
け
て
い
る
。
即
ち
、

そ
の
二
二
六
条
三
項
は
「
株
主
が
会
社
、
会
社
の
取
締
役
も
し
く
は
監

査
役
ま
た
は
従
属
企
業
の
指
図
(
巧

3
5
m
)
に
従
っ
て
議
決
権
を
行

使
す
べ
き
義
務
を
負
う
契
約
は
無
効
と
す
る
。
ま
た
、
株
主
が
会
社
の

取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
な
す
随
時
の
議
案
に
賛
成
す
べ
き
義
務
を
負

う
契
約
も
無
効
と
す
る
」
と
規
定
し
、
議
決
権
拘
束
契
約
が
会
社
自
身

或
い
は
会
社
の
取
締
役
・
監
査
役
な
ど
と
締
結
さ
れ
る
場
合
に
は
無
効

と
し
て
い
る
(
な
お
、
新
法
が
出
る
以
前
も
無
効
と
解
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
つ
い
て
、
。
-
a
r
p
出向
WHM門皆川町
HonZ
口口門田

ωり
rM『叫白江田円。
nrH-

∞〉己『一・

5
g
-
ω
・
2

0

)
。
こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
株
主
に
と
っ
て
拘

束
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
議
決
権
行
使
に
つ
い
て
の
指
図
ま
た
は
提
案
を

会
社
の
役
員
が
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
株
主
総
会
に
お
け
る
株
主
の

意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
防
止
せ
ん
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る
が
(
の

azi巧
岡
子
各
国
ケ
〉
r
t
g向。

EN-ω
〉口町一・

3
mア
湖
一
ω
白
〉
ロ
ヨ
・
吋
∞

-
g一
-
な
お
、
慶
応
大
学
商
法
研
究
会
「
西

ド
イ
ツ
株
式
法
草
案
お
よ
び
理
由
書
(
一
九
六

O
)」
二
六

O
頁
参
照
)
、

し
か
し
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
株
主
問
に
よ
る
一
定
の
方
向
に
議
決

権
を
行
使
す
べ
き
旨
の
契
約
(
民

8
8ユE
Z
2
5
m
-
-
u
c
c一S
3
3
m
)

の
有
効
性
、
が
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
(
の
丘
百
l
J
5
F巴
5
・
P
P

0
・
〉
ロ
ヨ
吋

ω
吋
白
ア
〉
ロ
ヨ
∞

ω-gω
一
切

E
g
g
n
r
l
E耳
目
}
♂

〉
宮
町
口
問
。
招
Q
W
一ω
〉戸
H
E
-
-
∞
g
-
ω
・
ω∞
印
)
。
そ
し
て
た
だ
、
議
決
権

拘
束
契
約
が
な
さ
れ
る
に
際
し
、
当
該
会
社
の
取
締
役
或
い
は
監
査
役
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会社支配と株主聞の合意、 (1) 

と
な
っ
て
い
る
株
主
が
契
約
当
事
者
の
多
数
を
占
め
、
そ
の
株
主
の
意

向
に
-
4

つ
て
の
み
契
約
が
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
問
題
と
な
る
が

m
o
&
5
l巧
ニ
F巾
E
r
:
0・・

ω
吋
白
日
)
、
同
族
会
社

(
F
E
E
S
-

m由。
=ω
与
え
る
に
お
い
て
は
、
か
よ
う
な
場
合
に
も
必
ず
し
も
無
効
と

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
(
の
a
E
l巧

F巴
E
W
C・C
・-

ω.
吋町一~)。

(
6
〉
出
民
同
〈
-
F
=
(
N
N
N
F向
M
E
E
-
N
ω
Z
-
巧・

MLω
吋印(一回品目)〉

は
、
直
接
に
は
一
定
の
要
件
が
み
た
さ
れ
る
ま
で
は
配
当
の
宣
言
を
し

て
は
な
ら
な
い
旨
の
合
意
に
関
す
る
事
案
で
あ
っ
た
が
、
「
契
約
当
事

者
た
る
株
主
が
彼
ら
自
身
を
取
締
役
と
し
て
選
任
す
る
地
位
に
あ
っ
た

か
、
そ
し
て
実
際
に
取
締
役
に
選
任
し
た
か
否
か
は
重
要
な
こ
と
で
は

な
い
。
彼
ら
は
契
約
が
締
結
し
た
時
に
お
い
て
は
取
締
役
と
し
て
行
為

を
な
し
た
の
で
は
な
い
」
と
判
示
す
る

(
F
E
-
お

Z-
巧

Nι

え

官

ω
吋
但
)
。
契
約
当
事
者
中
に
取
締
役
或
い
は
取
締
役
と
な
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
者
が
含
ま
れ
て
い
た
事
案
で
有
効
と
さ
れ
た
も
の
と
し
て

は
、
吋
7
0
5司
自
ロ
〈
.
』

-u.
叶

7
0
5匂
g
=
。
ωghWCD口
(UD--N吋但同]}.

印h
ア
二
∞

Z
・
何
・
出
品
∞
(
一
回
二
)
u
n
-
R
r
〈
・
。
DL悶
m
y
N
m
∞
vh
・J
へ
・
全
0

・

一∞
U
Z・
岡
山
・
回
全
(
一
回
ω白)
U

阿ハ

3
5ロ
r
z四〈・

ω丘町
S
ロ〈
UG己
ロ
ミ

ω同作
ω
g
戸山戸口門町可

(U0
・

2
z・J
へ・

ω・
N

仏
一
主
(
↓

2
3・
N

コ
〉
同
UHY

E
〈・

2
7
8
Z
J円
切
・
日
門
日
目
印
∞
(
一
回
目
。
)
な
ど
が
あ
る
。

な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
当
該
会
社
が
契
約
当
事

者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
(
無
論
自
己
株
式
に
つ
い
て
議
決
権
の
行

使
が
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
〉
無
効
と
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
、
オ
ニ
!
ル
は

議
決
権
拘
束
契
約
の
有
効
性
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
特
に
こ
の

場
合
を
あ
げ
て
い
な
い
)
。
も
っ
と
も
、
当
該
会
社
が
銀
行
で
あ
る
場

A
同

(nFHr
〈
・
司
HHM汁

Zhz

∞g
r
D『
C
Z
E
Hコミ
P
M
一U
H
D当
防
白
ωア

N

印
U
Z
-
者
-
日
一
一
(
一

ug〉
)
或
い
は
銀
行
の
株
主
闘
で
な
さ
れ
る
場

合

(
E
2
8ロ〈・

HWEE-
吋∞

g
E
F・
ム
但
プ
一

ωUHμ
・同一

ω
(
一∞一品)〕

に
は
無
効
或
い
は
強
行
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
7
〉
一

O
、ロ
2
7
泊

四

.
5
沼
y
M
A∞
lMお

-
z
c
F
C司・門町二

ω
d
-
n
z
.

戸
同
州
内
4

〈
・
ω
同
℃
-
m
a
A
U

・

(
8
)

な
お
、
特
殊
な
例
と
し
て
、
株
式
の
譲
渡
制
限
の
方
法
と
し
て
し
ば

し
ば
な
さ
れ
る
先
買
権
協
定
(
片
岡
E
C
Z
S
胃
c
i
E
S
)、
株
式
売
買

契
約
守
ミ
l
g
L
I
E
F鳴
2
5
2
C
な
ど
に
お
い
て
株
式
の
価
格
の
決

定
を
鑑
定
人

7
3
H包
括
。
に
委
ね
る
旨
を
定
め
る
場
合
が
あ
る
。
そ

し
て
、
か
ぶ
う
な
仲
裁
鑑
定
契
約
は
一
般
に
仲
裁
契
約
と
区
別
さ
れ
て

い
る
が
、
近
時
は
仲
裁
の
対
象
と
な
り
う
る
範
囲
を
拡
大
し
仲
裁
鑑
定

契
約
も
仲
裁
契
約
に
含
ま
れ
る
と
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
守
?

の
5ω
『
司
間
〈
・
。
E
巳
口
問
司
B
L
S
Z
-
同ロ円.‘一印
M(UDロロ・印∞
N
-
M
一
口
〉

M
m
同町田ー可(一回目印〉)。

(
9
)

こ
の
点
に
つ
い
て
、

ω白
ヨ
タ
ロ
君
。
一
O
旬
口
河
口
同
え
の
2
回
目
司
ロ
ω}
〉
号
ル
l

同g
巳
O
ロ
「
防
当
・
ω
吋
ペ
mw-mF

』・(一

UM∞
)
印
山
印
・
弘
司
匂
・
印
∞
∞
l
m
〔〕印
U

F
G
E
N
S
-
(
U
E
S
S
E
-
〉

H
r
E
E
S
l
E
3
ω
t
D
E
F
E
T
百
l

己
主
命
〉
6
2
F
お

J
F
F
F・』・

2
8
5
℃司・〕二田
lコ白
u

臼
ヨ
唱
団
Oロ・

ω唱
。
丘
町
片
岡
Wロ『
OH円
。
自
刊
号
。
同
〉
吋
『
止
包
己
Cロ
(UCロ可白円
F

∞
ωC-HU白・
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c
h
ω
y
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2
r
C
5
2
〈
2
2
m
〉間
H
2
B
o
z
-
-印
C

・。z-Hf河
内
〈
'

2
2
8
a∞
・
田
仲
間
ぷ
Y
〕

1
4口
i
三一

u
z
o
F
ω
g
g
g
q
〉
呂
田
け

8
3

『

2
2
2己
可
国
巴

ι
円U
D
G
O自
民

S
F
ご
出
町
〈
-
F
・
剛
山
宮
(
一
回
目
∞
)

一
色
∞
・
巳
聞
こ
印
一
日
u

円
、
呉
氏
口
唱
の
D
H
司D
E
C
C
ロ
♂
℃
・

ωMO)。
デ
ラ
ウ
ヱ

ア
州
以
外
の
も
の
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
か
よ
う
な
契
約
に
関

す
る
判
例
が
多
く
出
て
い
る
。
ロ
、
F
2
2
E
〈・

ζ
ω
1
2巳
(
品
N
Z目
J

円・
ω
・

M
L
M
M
M・丘町
4

5
何百・・

M
g
〉
司
司
・
り
守
.
∞
ム
0
.

ム
ω
Z
.吋
1.ω.
日仏

印
一
四
〈
一
回
会
)
〉
は
、
当
該
会
社
の
三
分
の
一
の
株
式
を
各
々
所
有
す
る

三
名
の
株
主
聞
で
、
お
互
い
に
当
該
会
社
の
取
締
役
・
役
員
な
ど
の
地

位
を
確
保
す
る
た
め
に
議
決
権
を
行
使
し
そ
の
他
必
要
な
行
為
を
な
す

旨
を
合
意
し
、
こ
の
合
意
に
も
と
づ
く
契
約
当
事
者
の
権
利
義
務
に
つ

い
て
当
事
者
聞
に
争
い
が
生
じ
た
場
合
に
は
仲
裁
委
員
会
の
決
定
に
服

す
べ
き
旨
の
書
面
に
よ
る
契
約
に
つ
い
て
、
こ
の
合
意
は
何
ら
取
締
役

の
権
限
を
奪
う
も
の
で
な
い
と
し
、
仲
裁
委
員
会
の
決
定
に
服
す
べ
き

と
す
る
(
も
っ
と
も
こ
の
判
決
に
お
い
て
は
、
当
該
会
社
が
閉
鎖
的
株

式
会
社
で
あ
り
、
会
社
の
全
て
の
株
主
、
取
締
役
が
契
約
当
事
者
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
門
戸
ム
N

Z
・J
へ・

ω・

M
L
弘
司
・

MM印
〉
。
な
お
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法

(
Z・J
円・

(UZHMEn-

〉
2
期
工
品
∞
〉
は
そ
の
後
、
仲
裁
に
よ
り
将
来
の
争
い
を
解
決
す
る
た

め
の
契
約
は
、
「
価
格

(
S
F
E
Cロ
)
評
価
(
毛
U
S
E
-
)
そ
の
他
当

事
者
聞
の
争
点
に
附
随
、
内
在
、
先
行
、
従
属
、
独
立
し
た
争
い
に
関

す
る
問
題
を
含
み
う
る
」
と
改
正
さ
れ
、
現
行
法

(
Z・J
へ
-
Q〈

PR-

亡
者
期
吋
印
0

↓(一
u
g
)
)
も
こ
れ
を
継
い
で
、
「
将
来
或
い
は
既
存
の
争

会社支配と株主聞の合意

い
を
仲
裁
に
服
せ
し
め
る
旨
の
書
面
に
よ
る
契
約
は
争
い
の
司
法
的
性

質
(
吉
田
広

g豆
町
岳
民
白
2
2
)
い
か
ん
に
拘
わ
ら
ず
強
行
し
う
る
」
と

規
定
し
、
(
な
お
、

ζ
E
f
g
2・
〉
ロ
ロ
・
期
間
吋
〉
・
印
OM印
今
回
目
ω)

参

照
〉
仲
裁
に
服
せ
し
め
う
る
争
い
の
対
象
を
拡
大
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
会
社
の
経
営
、
政
策
に
関
す
る
仲
裁
契
約
を
無
効
と
す
る
判
例
が

出
て
い
る
。
〉
官
三
片
巳
芯
口
巴
町
四
日
r
g・
一
〉
司
司
・

0
2・
日
品
目
白
"

一ミ

Z
・J
へ
ω・
日

ι
一
士
山
目
印
〉
〈
会
社
財
産
に
対
す
る
抵
当
権
を
消
滅

せ
し
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
仲
裁
人
の
判
断
に
委
ね
た
事
案
)

〉
同
》
三
甘
え
-oロ
C
町
四
日
r
g
-
-
Z・J
円
・
日
仏
勾
0

・
呂
田

Z
・開
-
M仏
∞
巴

(
-
g
m
)
(取
締
役
の
解
任
事
由
た
る
不
正
行
為
の
判
断
を
仲
裁
人
に

委
ね
た
事
案
)
・
し
か
し
、
そ
の
後
は
有
効
或
い
は
強
行
し
う
る
と
す

る
判
例
が
多
い
。

g
s
E
Z凶
rF
〈・

H
J一
日
日
仏
巴
2
E

円。q
g宮ロ〕〉

一吋
N

Z

・J
円・

ω・
N
L
N
N
A
2
8
3
(
支
配
人
と
し
て
の
才
能
が
あ
る
か

否
か
に
つ
い
て
仲
裁
人
の
判
断
に
委
ね
た
事
案
)

U

〈
Q
問。】〈

-r毛
F

m〉
3
・
u
z
-
M
円四日

-
M
-
g
z・J
へ・
ω・
日
仏
日
句
会
∞
町
田
)
(
取
締
役
、

役
員
の
解
任
に
つ
い
て
仲
裁
人
の
判
断
に
委
ね
た
事
案
〉

U
H
U
E
E

〈
・
開
口
r
o
H
F
2
ζ
F
R
-
日内田∞
ω
0
・
N
N
N
Z
・J
円・
ω
・
日
仏
吋
一
回
(
呂
田
一
)

〈
会
社
の
解
散
を
求
め
る
仲
裁
判
断
に
つ
い
て

γ

な
お
、
ブ
ロ
リ
ダ
州
事
業
会
社
法
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
つ
い
て

は
、
株
主
の
議
決
権
行
使
に
関
し
て
争
い
が
生
じ
て
行
き
詰
り
が
生
じ

た
場
合
に
は
株
主
間
の
契
約
で
仲
裁
に
服
す
る
旨
を
定
め
う
る
こ
と
を

明
示
し

(
E
P
ω
g戸
〉
ロ
ロ
・
掛

m
g・
0

一O
印
(
共
闘
)
・
(
呂
田
ω
〉
)
、
ま
た
、

コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
一
般
会
社
法
は
、
仲
裁
人
に
議
決
権
行
使
の
方
法
・
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料

方
向
に
つ
い
て
の
判
断
を
委
ね
る
旨
の
契
約
も
議
決
権
拘
束
契
約
の
範

梼
に
入
れ
て
い
る
(
の

S
ロ
・
。
。
ロ
・

ω
S
F
〉
ロ
ロ
・
明

ωωlωω
出
(
島
)
噂

〈-∞
m
-
)
)

。

資

【

四

】

契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
方
法

、，ノ議
決
権
拘
束
契
約
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
け
る
株
主
が
、
そ
の
議
決

損
害
賠
償

権
を
結
合
し
て
会
社
の
支
配
権
を
獲
得
す
る
方
法
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
て

い
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
契
約
の
違
反
に
対
し
て
契
約
当
事
者
に
い

か
な
る
法
的
救
済
A

か
与
え
ら
れ
う
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
株
主
が
そ
れ
を
実

効
性
あ
る
も
の
と
し
て
利
用
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
重
要
な
問
題
と

な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
議
決
権
拘
束
契
約
は
裁
判
所
に
お
い
て
、
契
約
当

事
者
か
ら
そ
れ
に
違
反
し
て
な
そ
う
と
す
る
或
い
は
な
し
た
議
決
権
行
使
、

選
任
決
議
な
ど
に
つ
い
て
特
定
履
行
(
唱

3
P
官
民
D
5
8
2
)
差
止
命
令

(互
5
2
5ロ
)
或
い
は
選
任
決
議
の
無
効
・
取
消
し
を
求
め
て
多
く
争
わ

れ
て
い
る
が
、
裁
判
所
は
、
従
来
か
よ
う
な
契
約
の
違
反
に
対
し
て
特
定
履

行
或
い
は
差
止
命
令
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
消
極
的
な
立
場
を
と
っ
て
お

り
、
学
説
上
も
多
く
の
論
議
を
呼
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
議
決
権
拘
束
契
約
の
違
反
に
対
し
て
法
的
救
済
が
与
え
ら
れ

る
た
め
に
は
、
無
論
契
約
が
有
効
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
v

有
効
な
る
議

決
権
拘
束
契
約
は
、
当
事
者
聞
に
債
権
法
上
の
義
務
が
生
じ
る
に
と
ど
ま

り
、
そ
の
違
反
に
対
す
る
救
済
方
法
〈

5
5島
由
〉
と
し
て
は
、

原
則
と
し

ハ
8
)

て
損
害
賠
償
(
含
包
曲
四
目
的
)
が
与
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
裁
判
所
に
宣
言
的
判
決
♀
R
F
g
s
q
y仏
m
m
g
g
C
を
求

ハ
4
)

め
る
こ
と
に
よ
り
契
約
上
の
権
利
の
確
認
を
う
る
こ
と
も
な
し
う
る
が
、
実

〔

5
)

際
に
は
こ
の
方
法
は
余
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。

(
1
)
な
お
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
も
他
の
契
約
と
同
様
に
、
あ
る
契
約
中

の
分
離
し
う
る
一
部
の
無
効
の
放
に
そ
の
全
部
が
無
効
と
な
る
も
の
で

は
な
い
、
と
の
一
般
原
則
が
適
用
さ
れ
う
る
が
(
約
束
の
分
離
に
つ
い

て
は
、
白

5zug--司
-
n
t・
-
お
可
否

I
-
a
Y
2
0叶宮口

a

a
T
訓

示

日

O

参
照
)
、
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
統
一
し
て
議
決
権
を

行
使
す
べ
き
旨
の
契
約
の
他
に
、
特
定
の
者
を
会
社
の
役
員
に
選
任
す

べ
き
旨
な
ど
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
合
意
が
含
ま
れ
て
い
た
場

合
に
後
者
の
無
効
性
ゆ
え
に
全
て
の
契
約
が
無
効
と
な
る
と
し
た
判
例

が
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
(
吋
a
n
r
4・附ハ
ω口町
g
g
-
↓吋

A
E・
〉
問
者
-

ωcm-ω
↓印

U
F
P
ロω
ロ
ロ
ぐ
・
。
ロ
Z
F
P

一一

u
z・開・印印一
Y

印町一山)。

(
2
)
単
な
る
株
主
聞
の
契
約
は
、
定
款
或
い
は
附
属
定
款
の
規
定
と
異
な

り
将
来
新
た
に
株
主
と
な
る
者
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い

(
Z
g
P

8
・

ir掛
M
当
官
・
土
∞
)
。
し
か
し
、
契
約
の
内
容
が
株
券
に
記
載

さ
れ
て
い
る
と
か
、
そ
の
複
本

(
g
z・
8
5
R号
常
時
)
が
株
式
譲
受

人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
株
式
譲
受
人
を
も
拘
束
す
べ
し
と
す

北法21(2・146)334



)
 
1
L
 
(
 

る
見
解
が
あ
る
二
。
SE--
制印
N
U
句

-
M
8・
8
Z
E
-
者
E
R
〈-

、円
}Hogg-三一白口
g
r
F
吋
』
号
。
。
二
印
N

Z
・』・聞い』・二∞・

N
∞〉・ベ印・

3
(一∞∞
ω
)
)
。
ま
た
、
後
述
す
る
立
法
的
規
整
を
し
て
い
乙
州
の
う

ち
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
は
、
株
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
議

決
権
拘
束
契
約
が
株
式
譲
受
人
に
も
及
ぶ
こ
と
を
明
示
す
る
色

B
ロ-

cg-
盟
主
・
〉
ロ
ロ
・
抑

ωωlω
包
〈
3
2
)
)。
な
お
、
株
式
の
譲
渡
制
限

に
つ
い
て
、

C
口
氏
。
目
白
s
r
、H，
E
E
E
〉
口
同
期
-
印
公
∞
O
U
)

参
照
。

ま
た
、
会
社
も
、
契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
限
り
株
主
聞
の
契

約
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
(
切
三
日
〈
-
C己
R
L
ω
E
g
mゅ
の
C
L

一ω
∞。。=ロ・

3
・
∞
↓
〉
-

N

L

ムム
N

(

一U
2

〉
引
回
3
三
宮
〈
・
』
0
7
口問。ロ-

U
U
O
P
E
-

一日印

ω
開・

M

L

ム
∞
印
(
右
目
白
〉
)
。

な
お
、
契
約
当
事
者
の
一
方
に
契
約
違
反
が
あ
れ
ば
、
他
の
株
主
は
、

契
約
は
も
は
や
終
了
し
た
も
の
と
し
て
拘
束
な
き
議
決
権
を
行
使
し
う

る

(

印

明

F
R
Z
F
明

日

O

匂
℃
-
M
U
N
-

ぇ
-
C
E可
〈

切

H
S
B
S開
さ
ロ
除

z.
何日、二一
M
O
H
Z
.

〉

3
・
呂
田

(
3
8
)
)
。

(
3
)

印
2
2口F
F
期
日
o
m
吋℃円
y
N
U
O
l
N
U

一
二
回
〉
B
T
F
柳
田
∞
司

呂
田
・
も
っ
と
も
、
損
害
賠
償
を
認
め
る
こ
と
は
間
接
的
に
契
約
の
特

別
の
強
制
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
損
害
賠
償
も
否
定
さ
れ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
判
例
が
あ
る
(
巧

E
〈
・
。
曲
目
舟
P
一ω
印
C
・
ω・印。ァ

一
oω
居間》・

0
・∞
ω∞・

ω
品
目
、
回
以
-

N

早

(-go)
山]拝
ρ広島ゆ〈
-
g
8
0
1

7
5・
M
g
x
-ペ・

8
二
∞

u
z
h
-
N
2・
旧
民
会

US)〉
。
ま
た
、

株
主
聞
の
契
約
違
反
に
対
す
る
訴
え
は
代
位
訴
訟
♀
3
s
t
S
R
I

江
ロ
ロ
〉
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
理
由
に
訴
を
認
め
な
か
っ
た
判
例
が
あ
る

会社支配と株主聞の合意

(
国
内
田
口
n
r
ω
S
E
〈
・
恒
常
r
q
y
一句

z
o
r・∞町ア
m
N
Z
・4
司・

M

L

M

∞∞(一白山品〉)。

(
4
)

こ
れ
に
よ
る
こ
と
の
利
点
を
説
く
も
の
と
し
て
、
一
回
R
E
E
F

(
U
D

門司
o
s
c
o
p
期
-
∞
吋
旬
・
日
ω
u
-
の
ω三件
ny・。同
y
n
I
・
湖
一
一
品
。
一
(

ω

)

司
一
回
∞
.

(
5
)

宣
雪
国
的
判
決
を
求
め
た
も
の
と
し
て
は
、

ζ
S
ω

〈
・
巧
R
P
三
百
・

〉同
V

同》-
M

内田
N
U
m
-
-
N
ム
Z-肘
同
《
同
国
一
(
一
回
印
印
)
引
回
L
Q
口問司内
W
H
r
F
口口・

〈
・
吋
R
2
0ロl
z
m若
田
E
ロω者
Fnr
吋}凶作旦
H
O凹

(
U
G
-
-
M
U
吋
Z
・J
円
・
一
二
-

コz
.
H
W
.
N
L

田
谷
公
室
∞
)
が
あ
る
。

H

特
定
履
行
及
び
差
止
命
令

f
¥
 
英
米
法
に
お
い
て
は
、
債
務
の
内
容
通
り
の
履
行
を
命
じ
る
判
決
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
金
銭
債
務
を
除
い
て
例
外
的
な
場
合
で
あ
り
、
特
定

履
行
乃
至
差
止
命
令
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
損
害
賠
償
で
は
十
分
な
救
済
と

な
ら
な
い
場
合
に
補
充
的
に
与
え
ら
れ
る
衡
平
上

(
E
2
5
q
)
の
救
済
方

(
2
)
 

法
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
種
々
の
制
約
が
存
す
る
。

今
、
そ
れ
を
議
決
権
拘
束
契
約
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

あ
げ
る
な
ら
ば
、

議
決
権
拘
束
契
約
の
内
容
通
り
の
履
行
を
命
じ
る
こ
と
は
、
実
行
不

可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
裁
判
所
の
権
限
外
の
こ
と
で
あ
る
。

(2) 

か
よ
う
な
契
約
に
特
定
履
行
、
差
止
命
令
を
認
め
る
こ
と
は
、
株
主

北法21(2・147)335



料

間
に
不
和
を
生
ぜ
し
め
、
ま
た
、
不
公
正
な
訴
訟
当
事
者
に
裁
判
所
が
肩
を

貸
す
こ
と
に
な
る
。
更
に
、

資

会
社
法
の
原
則
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
、
な
ど
で
あ
る
。

n
d
 

そ
し
て
、
議
決
権
拘
束
契
約
は
、
た
と
え
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
特
定

履
行
乃
至
差
止
命
令
に
よ
る
特
別
の
強
制
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
が
従

〈

6
)

来
の
判
例
の
立
場
で
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
も
こ
の
点
か
ら
議
決
権
拘
束
契

約
の
実
効
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
近
時
、
議
決
権
拘
束
契
約
の
有
効
性
が
多
く
の
州
の
判
例
で
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
適
し
た
法
の
解
釈
、

立
法
的
規
整
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
議
決
権
拘
束
契

約
の
違
反
に
対
し
て
特
定
履
行
乃
至
差
止
命
令
を
認
め
る
べ
し
と
の
学
説
が

強
く
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

)
 
-(
 
損
害
賠
償
の
み
に
よ
る
救
済
は
当
事
者
に
十
分
な
救
済
を
与
え
る
も

の
で
は
な
く
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
特
定
履
行
乃
至
差
止
命
令
を
認
め
な
い

(
7
)
 

と
い
う
こ
と
は
契
約
を
無
効
と
す
る
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。

特
定
履
行
乃
至
差
止
命
令
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
契
約
当
事
者
の
意

(
8〉

図
す
る
目
的
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
か
よ
う
な
契
約
に
よ
り
会

(2) 
社
の
支
配
権
を
獲
得
す
る
こ
と
に
株
主
と
し
て
の
大
き
な
利
害
を
有
し
て
い

(
9
)
 

る
少
数
株
主
の
利
益
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
。

契
約
違
反
に
よ
る
実
質
的
な
不
利
益
は
契
約
当
事
者
た
る
株
主
に
対

す
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
会
社
に
対
し
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
、

(3) い)

議
決
権
拘
束
契
約
に
特
定
履
行
乃
至
差
止
命
令
が
認
め
ら
れ
な
け
れ

ば
、
株
主
と
し
て
は
そ
の
利
用
を
断
念
し
て
議
決
権
信
託
或
い
は
議
決
権
代

理
行
使
委
任
状
な
ど
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

m
rど
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
学
説
の
動
き
に
対
応
し
て
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
特
定
履
行
乃
至

差
止
命
令
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
、
或
い
は
こ
れ
を
認
め
る
判

(ロ)

例
が
近
時
に
お
い
て
は
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
認
め
る
根
拠
と

し
て
、
イ
リ
ノ
イ
州
最
高
裁
判
所
の
代
表
的
判
例
(
の
丘
一
角
ぐ
・
。
ω--2・

ω
M
E
-
M門
-
5・
M
g
z・
同
日

ι
印
ヰ
今
回
目
品
)
〉
は
、
「
公
開
的
会
社

(
宮
『
一
片

1
5
5
8号
2
5
0口
)
の
株
主
は
、
も
し
彼
ら
の
意
向
・
利
益
が

会
社
に
容
れ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
株
式
を
取
引
市
場
で
売
却
す
る
こ
と
に
よ

り
容
易
に
自
己
の
利
益
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
閉
鎖
的
株
式
会
社

(円一
C持

g門
司

S
E
C口
)
の
株
主
は
、
彼
ら
の
全
財
産
を
会
社
に
投
資
す
る

こ
と
が
少
な
く
な
く
、
ま
た
、
株
式
を
処
分
し
よ
う
と
し
て
も
十
分
な
取
引

市
場
を
も
た
な
い
。
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
株
主
は
も
は
や
単
な
る
投
資
家
で

は
な
く
彼
ら
の
意
向
が
会
社
の
全
て
の
活
動
に
つ
い
て
聞
き
容
れ
ら
れ
る
べ

き
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
、
株
主
聞
の
契
約
に
つ

い
て
裁
判
所
に
よ
る
特
別
の
強
制
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
多
く
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の
少
数
株
主
は
会
社
経
営
者
・
多
数
株
主
の
抑
圧

(DZ円
g
巳
O
ロ
)
の
な
す

が
ま
ま
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
齢

γ
特
に
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
場
合
に

は
、
議
決
権
拘
束
契
約
の
違
反
に
対
し
て
特
別
の
強
制
が
認
め
ら
れ
る
べ
き

」
と
を
判
示
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
議
決
権
拘
束
契
約
の
違
反
に
対
し
て
特
別
の
強
制
が
認
め
ら

れ
る
と
し
て
も
、
更
に
、
ど
の
範
囲
ま
で
認
め
ら
れ
う
る
か
が
問
題
と
な

る
。
こ
の
点
で
は
、
一
般
的
に
特
定
履
行
、
差
止
命
令
は
、
そ
の
命
令
に
従

う
か
ど
う
か
を
裁
判
所
が
継
続
的
に
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
契
約

の
性
質
上
そ
れ
を
強
行
す
る
こ
と
が
実
際
上
困
難
な
場
合
に
は
与
え
ら
れ
な

〈

H
V

〈

凶

〉

い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
、

「
衡
平
裁
判
所
は
、
公
正

な
実
務
・
手
続
に
従
っ
て
救
済
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
る
揃
ν

株
主
の
議
決

)
 
-(
 
権
の
行
使

(
4
2
5悶
)
に
つ
い
て
或
い
は
選
任
(
巳
R
同
芯
ロ
)
に
つ
い
て
指
図

を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
び
と
の
見
解
を
と
る
。
ま
た
、
衡
平
裁
判
所
は

会社支配と株主間の合意

制
定
法
で
援
権
さ
れ
て
い
な
い
限
り
権
限
開
示
令
状

2
5
者
向

g
E
C〉、

職
務
執
行
令
状

(
E
E
L
m
E
E〉
〉
及
び
制
定
法
出
ど
で
十
分
な
救
済
が
与
え

ら
れ
う
る
場
合
に
は
、
選
任
の
有
効
性
を
判
断
し
取
締
役
・
役
員
の
地
位
の

変
更
を
命
じ
る
権
限
は
有
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
議
決
権
拘
束
契
約
の
違
反
に
対
し
て
特
別
の
強
制
を
認
め
う
る

〔
幻
)

と
す
る
判
例
も
、
そ
れ
が
い
か
な
る
範
囲
ま
で
認
め
る
か
に
つ
い
て
必
ず
し

も
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
近
時
の
判
例
で
は
、
議
決
権
拘

東
契
約
そ
の
他
の
株
主
聞
の
合
意
の
違
反
に
対
し
て
、

)
 
-(
 
)
 
つ&(
 
株
主
総
会
が
招
集
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
る
命
令
、

株
主
闘
の
合
意
に
従
つ
て
な
さ
れ
た
投
票
の
み
が
有
効
な
議
決
権
の

行
使
と
し
て
算
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
る
命
令
v

ω
選
任
決
議
を
取
消
し
て
取
締
役
の
地
位
を
回
復
さ
せ
る
命
令
、

ω
契
約
当
事
者
は
仲
裁
条
項
に
従
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
る
命
令
、

同
株
主
間
の
合
意
に
反
し
て
な
そ
う
と
す
る
議
決
権
の
行
使
を
差
止
め

る
命
令
、

n
h
u
 

解
散
命
令
、

(7) 

定
款
・
附
属
定
款
の
変
更
を
命
じ
る
命
令
、

な
ど
を
与
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
最
高
裁
判
所
(
巧
色

〈
-
凶
作
円

2
同7
・
-
望
。
。
ロ
ロ
・

-
M
-
N
N
G

〉
・
日

ι
品
目
白
(
石
田
町
)
)
は
、
閉
鎖
的

株
式
会
社
の
四
人
の
株
主
相
互
間
で
、

ωお
互
い
を
取
締
役
に
選
任
す
べ
く

そ
の
議
決
権
を
行
使
す
る
、

ωそ
の
た
め
に
附
属
定
款
を
取
締
役
の
定
員
を

四
名
に
す
べ
く
変
更
す
る
、

ω変
更
さ
れ
た
附
属
定
款
は
契
約
当
事
者
全
員

の
同
意
が
な
け
れ
ば
変
更
し
え
な
い
、
旨
を
書
面
で
合
意
し
、
そ
の
後
契
約

当
事
者
た
る
三
人
の
株
主
が
こ
の
合
意
に
反
し
て
取
締
役
の
定
員
を
変
更
し

取
締
役
会
の
多
数
決
で
附
属
定
款
を
変
更
し
う
る
こ
と
を
決
議
し
た
の
で
、
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料

残
り
の
契
約
当
事
者
た
る
株
主
が
、
契
約
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
附
属
定
款

が
取
消
さ
れ
る
べ
く
契
約
の
特
定
履
行
を
求
め
た
事
案
に
つ
い
て
、
原
告
の

資

請
求
を
認
め
、
損
害
賠
償
の
み
で
は
原
告
に
十
分
な
救
済
と
は
な
ら
な
い
と

し
て
株
主
総
会
が
新
た
に
招
集
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
更
に
、
契
約
に

違
反
し
た
株
主
は
そ
の
総
会
で
、

ω附
属
定
款
を
も
と
の
規
定
に
戻
す
、

ω

な
さ
れ
た
合
意
と
矛
盾
す
る
附
属
定
款
を
無
効
と
す
る
、
仰
合
意
に
も
と
づ

く
附
属
定
款
を
変
更
す
る
権
限
を
取
締
役
会
か
ら
剥
奪
す
る
、
た
め
そ
の
議

決
権
を
行
使
す
る
こ
と
、
を
命
じ
、
更
に
、
右
記
の
行
為
が
な
さ
れ
る
ま
で

は
原
告
の
地
位
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
あ
れ
ば
契
約
に
違
反
し
て
選
任

さ
れ
た
取
締
役
の
解
任
を
要
求
す
る

B
B《
E
o
q
互
5
2
4
6
邑
広
が
与

え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

(
1
〉
積
極
的
債
務
に
つ
い
て
そ
の
内
容
通
り
の
履
行
を
命
じ
る
の
が
特

定
履
行
(
ω

℃

2
5口司
m
H
h
R
5
2
8
)
の
命
令
で
あ
り
、
消
極
的
内
容
の

債
務
を
そ
の
通
り
に
履
行
す
べ
し
と
命
じ
る
の
が
差
止
命
令

Q
5
1

z
z
s
q
c片目的
E
n
z
z
z
y
R
Z
S
)
で
あ
る
(
な
お
、
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
を
既
に
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
そ
の
違
法
な
結
果
を
除
去
す

る
た
め
に
一
定
の
行
為
を
命
じ
る
命
令
的
差
止
命
令
(
目
白
含

Hcq

g
右
足
巳

S
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
)
。
両
者
と
も
衡
平
上
の
裁
量

的
救
済
方
法
で
あ
る
(
裁
量
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
印
巧
凶

-tag-D司・

口
FF
ゆ一品

N
T
剛
山
由
?
の

S
E
n
g
-
申
ω
包
参
照
)
。

(

2

)

特
定
履
行
、
差
止
命
令
に
よ
る
救
済
は
、
損
害
賠
償
で
は
不
十
分
で

か
つ
契
約
の
性
質
が
特
定
履
行
、
差
止
命
令
を
与
え
る
に
実
際
上
困
難

で
な
い
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
印
当

E
E
o
p
。
唱
・
門
町
二
ゆ

一品一∞
H
M

・
ω
回目
M
)
。
そ
し
て
、
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
契
約
は
、
「
積
極

的

公

B
H
E
2
2
)
命
令
或
い
は
消
極
的
官
。
同
5
2
)
命
令
の
形
式

を
も
っ
て
す
る
契
約
の
特
定
履
行
の
判
決
♀
ゅ
の
H2)
は
、
違
反
を
な

し
ま
た
は
ま
さ
に
こ
れ
を
な
そ
う
と
す
る
当
事
者
に
対
し
、
損
害
賠
償

(含
g
m
g〉
に
よ
る
救
済
方
法
を
も
っ
て
し
で
も
十
分
で
は
な
く
、
か

っ
三
五
九
条
乃
至
三
八

O
条
に
述
べ
る
原
則
の
要
求
が
満
た
さ
れ
る
と

き
に
、
こ
れ
を
下
す
べ
き
も
の
と
す
る
」
と
す
る
(
問
自
?
の

B
可

R
F

申
出
∞
(
同
)
)
。
そ
こ
で
英
米
法
で
は
、
原
則
と
し
て
、
債
務
の
内
容
を
そ

の
ま
ま
実
現
す
る
強
制
執
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

だ
け
で
な
く
、
債
務
の
内
容
自
体
の
給
付
を
命
じ
る
判
決
を
求
め
る
こ

と
も
で
き
な
い
(
こ
の
点
、
日
本
民
法
・
四
一
四
条
参
照
〉
。

(
3
〉
出
色
ι
0
5
8
〈
・
民
俗
}
仏
何
百
ω
口
(
二
田
沢
可
・

8
♂

-
U吋

ω・
巧
・
町
田

今
回
二
)
)
は
、
そ
の
附
属
意
見
(
公
益
に
反
し
無
効
と
し
た
判
決
で
あ

る
)
で
、
株
主
の
議
決
権
行
使
に
つ
い
て
拘
束
す
る
株
主
聞
の
契
約
は

た
と
え
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
衡
平
裁
判
所
は
、
取
締
役
の
選
任

に
つ
い
て
株
主
が
い
か
に
そ
の
議
決
権
を
行
使
す
べ
き
か
、
或
い
は
、

会
社
役
員
の
任
命
に
つ
い
て
取
締
役
が
い
か
に
そ
の
議
決
権
を
行
使
す

べ
き
か
、
を
命
じ
る
権
限
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
:
:
:
特
に
、
会

社
の
経
営
方
針
に
つ
い
て
意
見
が
分
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
、
特
定

の
株
主
聞
の
結
合
に
よ
る
会
社
支
配
の
獲
得
、
維
持
を
企
て
る
こ
と
に
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会社支配と株主問の合意 (1)

肩
を
貸
す
こ
と
は
裁
判
所
の
権
限
外
で
あ
ろ
う
」
と
判
一
示
す
る
(
在
L

S
吋
ω
・
巧
-
三
回
y
ω
∞
ω〉
。
な
お
、

F
8
F
ぐ
・
回
日

F
吋
M

C
一0・

ム
∞
?
日
一
同
司
・
∞
ω
吋
今
回
日
ω)
参
照
。

(
4
)
の
ω問
。
〈
・
回
目
Z
F
印

Z
-
U
-
M
Uア
8

2
・
巧
・
∞
O
U
(
石
田
印
)

(
5
)

こ
れ
は
、
主
と
し
て
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
株
主
聞
の
合
意

に
つ
い
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
6
)

し
か
し
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
特
別
の
強
制
を
否
定
し
た
判
例
の
多

く
は
、
附
属
意
見
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
多
く
は
議

決
権
拘
束
契
約
自
体
を
公
益
に
反
す
る
或
い
は
取
締
役
の
裁
量
権
を
も

制
約
す
る
と
し
て
無
効
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る

(
u
m

c・
H
v
p
r
岡山内〈・(一回九日吋
)
2
2
y
一N一ー一
MN)。

(
7
)
-
O
S
E
-
-
掛印・
8
2
y
N
U∞・

ωロ
ゴ

Z
2
0・
CHY
円
F
T
ω
C
-
M
U
ω
・

「
-
H
N
2・
ω片
岡
》
・
回
目
プ
な
お
、
何
百
四

]gm
回
Hoa--一回
ω
S
E
B
h
v
切
包

-q

P
E
r
s
a
ω
r
c
z
H
R
-
〈

-mz-Z
で
の
〈
5
(
U
F
E
R
-
一cF

ω
2
Nぬ
の
見
解
宇
田
〉
.
由
。
ω"
俗同開
y

m
二
〉
参
照
。

(
8
)
H
L
E
P
8
・
門
戸
司
・

ωN0
・。
E
E
-
宮
色
。
目
。
巧
誕
百
円

Eι

任命

2cm伶
の
耳
目
》
D
s
t
o
p
吋ω
国内
W
H
A

、
.
「
・
如
何
〈
・

(
-
u
m
O
)
-
印ω
ド
巳

沼
Y
5
8
2
R
A
-

(
9
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
後
掲
、
。
ω口
白
〈
・
の

L
2
参
照
。

(叩
)
-
O
S
E
-
-
閣印・

8

3
・
N
S
l
N
U
U
・

(
円
)

S

C
・(リ
E
-
F・岡山
2
・
今
回
品
∞
)
吋
ω
∞・

ω仲間
M

・
吋
主
・
な
お
、
議
決
権

拘
束
契
約
の
議
決
権
信
託
に
対
す
る
実
際
的
利
点
は
前
述
し
た
ハ
緒
説

参
照
)
。

(
刊
は
)
こ
れ
ら
の
判
例
の
多
く
は
当
該
会
社
の
全
て
の
株
主
が
契
約
当
事
者

と
な
っ
て
い
た
場
合
で
あ
る
。
な
お
、
〉
5
0同
二
品
目
〉
-
H
J
H
F
M仏

3
・∞}吋
l
∞M
一
一
所
掲
の
判
例
参
照
。

(日
)
E
ι
・
N
B
Z・開
-

M

内
目
白
神
間
)
匂
印
∞
ωl印宝・

(
川
門
〉
印
巧
-
5
2
c
p
c甘
口
同
二
期

-AMω
一
印
。
c
H
σ
5・
0匂
・
門
戸
ム
コ
コ

U

同N
E
?
の
D
E
E
2・明

ωゴ
(
「
履
行
の
性
質
上
、
実
効
的
強
行
、
が
不

相
当
に
困
難
な
と
き
、
ま
た
は
、
特
定
的
強
行
の
判
決
を
下
す
こ
と
に

よ
っ
て
生
ず
る
利
益
お
よ
び
こ
れ
を
拒
絶
す
る
場
合
に
生
ず
る
損
害
に

対
し
て
均
衡
を
失
す
る
、
長
期
に
わ
た
る
裁
判
所
の
監
督
を
必
要
と
す

る
と
き
は
、
特
定
的
強
行
の
判
決
は
下
さ
れ
な
い
。
」

γ

(
日
〉
印

E
z
n
y
F
ゆ

MO吋
O
司
司
・
呂
田
lω00・

(
ば
山
)
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
会
社
財
産
の
浪
費
、
信
託
違
反
、
会
社
及
び
株

主
に
対
寸
る
回
復
し
え
な
い
損
害
、
詐
欺
な
ど
の
不
公
正
な
行
為
に
附

随
し
て
そ
の
前
提
問
題
と
し
て
選
任
の
効
力
を
判
断
し
う
る
に
過
ぎ
な

い
と
す
る
(
印
一
2
2口
『
♂
明
日
ロ
吋
O
H》匂・

M
S
I
N
g
.
な
お
、
忽

NOコ
-

NO吋
M

〉。

(
げ
〉
裁
判
所
が
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
選
任
監
督
者
(
自
E
Z。

を
選
任
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
印
一
2
2
S
F
明日
O吋
O
宮
y
N
8
・

ω00.
閣
NO吋品)。

〈

m
m
)

い
わ
ゆ
る
目

5
8間三
-
S
2
5
に
属
し
、
両
方
と
も
も
と
も
と
公

的
な
救
済
方
法
で
あ
る
。

(
問
)
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
我
が
国
の
よ
う
に
株
主
総
会
の
決
議
の

効
力
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
決
議
に
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#

v. Ringling， 53 A. 2 d 441 (1947). 

(~) Fitzgerald v. Christy， 242 Ill. App. 343 (1926) ; Clark 

v. Dodge， 269 N.Y. 410， 199 N.E. 641 (1936); Baran v. 
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【

五

】

制
定
法

議
決
権
拘
束
契
約
に
関
し
て
は
、
殆
ん
ど
の
州
に
お
い
て
、
議
決
権
信
託

の
よ
う
な
立
法
的
規
整
を
す
る
ま
で
に
到
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
効
力
或
い
は

契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
方
法
に
つ
い
て
全
て
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
一
般
的
に
そ
の
有
効
性
は
認
め
ら
れ
て
い
る
も
、
契
約
違

反
に
対
す
る
救
済
方
法
に
つ
い
て
は
ま
だ
争
い
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
効
力

に
つ
い
て
、
統
一
し
た
立
場
を
と
っ
て
い
な
い
州
も
存
す
る
の
で
あ
る
が
、

近
時
、
注
目
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
州
に
お
い
て
、
こ
れ
に
関

し
て
そ
の
有
効
性
を
明
示
す
る
或
レ
は
そ
の
効
力
に
つ
い
て
規
定
す
る
制
定

法
が
出
て
い
る
。
そ
れ
を
具
体
的
に
紹
介
す
る
と
、

i

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
事
業
会
社
法

(
Z・
J

円
・
回

E
-
P
G
-
c
d司
副

m
N
O
(白
)
L
U
S
〉
)
は
、
「
書
面
に
作
成
し
か
っ
当
事
者
が
こ
れ
に
署
名
す
る

)
 

t
i
 
(
 

場
合

(
g
d〈
ユ
昨
日
間
自

ι3mse
に
お
い
て
は
、
二
人
以
上
の
株
主
闘
の

契
約
は
、
議
決
権
を
行
使
す
る
と
き
に
お
い
て
、
そ
の
株
主
の
所
有
す
る
株

会社支配と株主聞の合意

式
に
つ
い
て
は
、
契
約
書
に
定
め
、
株
主
の
合
意
し
ま
た
は
株
主
の
合
意
し

た
手
続
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
そ
の
議
決
権
を
行
使
し
な
け

(
l
v
 

れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
、
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
す
る
。
ニ
ュ

l

〈

2
〉

(

B

U

(

4

〉

ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
法
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ヲ
イ
ナ
州
法
も
大

体
同
様
な
規
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
。
ま
た
、

¥
Jノ

l
吋

ω(ωγ
↓
U
印
印
)
)
は
、
「
書
面
に
作
成
し
か
っ
当
事
者
が
こ
れ
に
署
名
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
段
無
効
と
さ
れ
な
い
二
人
以
上
の
株
主
間
で
の
、

取
締
役
を
選
任
す
る
た
め
に
そ
の
株
主
の
所
有
す
る
株
式
に
つ
い
て
統
一
し

ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
事
業
会
社
法

(
2
・
。
・
の

g
-
gぇ
・
叫
印
印

て
(
俗
的

ω
5
5
議
決
権
を
行
使
す
る
旨
の
契
約
は
、
契
約
書
作
成
後
一

O

年
を
越
え
な
い
限
り
、
契
約
当
事
者
間
で
は
有
効
か
つ
強
行
し
得
る
。
」
と

規
定
す
る
w

ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
桜
も
大
体
同
様
な
規
定
の
仕
方
を
し
て
い

る
。
更
に
、

山
テ
キ
+
ス
州
事
業
会
社
法
(
吋
2
8

∞5
・
。
。
弓
・
〉
円
円
釦
門
戸
日
ω
O

H

竺
∞
町
一
)
〉
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
即
ち
、
「
株
主
は
、
書
面
作
成

後
一

O
年
を
越
え
な
い
限
り
、
株
主
総
会
に
お
け
る
決
議
事
項
に
つ
い
て
、

合
意
で
定
め
ら
れ
た
方
法
で
そ
の
所
有
す
る
株
式
に
つ
い
て
統
一
し
て
議
決

権
を
行
使
す
る
た
め
に
議
決
権
拘
束
契
約
守
2
5
m
ω
句
2
5
2
φ

を
締
結

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
契
約
の
複
本
合
2
2司
官
三
は
会
社
の
木

庖
に
備
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
契
約
当
事
者
に
よ

り
所
有
さ
れ
て
い
る
株
券
に
は
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
従
う
旨
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
は
、
衡
平
の
原
則
に

円

7
〉

従
っ
て
特
別
に
強
行
し
得
る
(
也
2
5
g号
。
ぇ
2
2
ω
r
r
)」
と
す
る
。
コ

〔

8
)

ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
法
も
大
体
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
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料

fw
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
み
議
決
権
拘
束
契
約
に
関
す
る
規
定

を
設
け
て
い
る
州
と
し
て
、
メ
リ
l
ラ
ン
ド
州
一
般
会
社
法
、
フ
ロ
リ
ダ
州

事
業
会
社
法
が
あ
り
、
議
決
権
拘
束
契
約
が
有
効
に
成
立
し
得
る
た
め
に

資

は
、
当
該
会
社
の
全
て
の
株
主
が
契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
契
約

が
書
面
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
を
要
求
し
て
い
る
。

な
お
、
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
方
法
に
つ
い
て
は
、
多
く
は
特
別
の
強
制

が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
も
、
具
体
的
に
い
か
な
る
救
済
方
法
が
与
え
ら
れ
る

nuv 

か
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
事
業
会
社

法
(
巧
吉
-
∞
5
・
(
U
D
G
-

〉
円
同
掛
ω
7
3
2
〉
)
は
、
「
か
よ
う
な
契
約
の

当
事
者
た
る
株
主
に
よ
る
訴
え
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
契
約
に
違
反

し
て
な
さ
れ
る
議
決
権
の
行
使
を
禁
止
し

(
g
Eロ
)
、
ま
た
、
会
社
が
訴

え
の
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
判
決

(
L
o
n
B
ゆ
)
に
よ
り
取
締
役

の
選
任
そ
の
他
の
行
為
を
取
消
し
(
月
岬
包
号
)
得
る
。
更
に
、
裁
判
所

は
、
か
よ
う
な
契
約
の
強
行

(
g
F
B
m
g
g
C
の
た
め
に
適
当
と
す
る
そ
の

他
の
救
済
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
こ
れ
を
具
体
的
に
規
定
し
て
い

る。(
1
〉
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
は
、
契
約
の
期
間
及
び
契
約
の
強
行
性

(gl

同

G
R
E
E
-
-
q
)
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
し
て
い
な
い
。

(
2
)
Z・
』
・
回
己
目
・
。
。
弓
・
〉
円
同
期
一
品
〉
l
印

-
M
-
(
一
γ
(一山田∞)・

(
3
〉
ロ
巴
・
円

uao〉
E
・
E.
∞
期
日
-
∞
(
円

γ
(
-
8
3
.
も
っ
と
も
、
契

約
の
期
間
を
一

O
年
に
制
限
す
る
(
但
し
、
一

O
年
を
限
度
と
し
て
延

長
を
認
め
て
い
る
)
。

(
4
〉

ω・。・
(
U
D
島
内
〉
ロ
ロ
・
抑

-
N
l
一∞・

5
・
(
呂
田
日
)
・
も
っ
と
も
、
「
書

面
作
成
後
一

O
年
を
越
え
な
い
限
り
契
約
当
事
者
間
で
は
有
効
か
つ
強

行
し
う
る
」
と
規
定
し
て
い
る
(
但
し
、
一

O
年
を
限
度
と
し
て
延
長

を
認
め
る
)
。

(
5
)

ノ
l
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
は
、
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
の
み
言
及

し
て
い
る
。
な
お
、
契
約
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
議
決
権
の
行
使
も
、

決
議
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
示
す
る

G
T

吋
∞
(
乙
後
段
)
。

(
6〉
巧
百
四
己
目
・

(
U
C
G
-
k
p
a

抑
ω
ア
(
呂
田
一
)
・
も
っ
と
も
、
取
締
役

の
選
任
に
限
定
し
て
い
な
い
し
、
契
約
の
期
間
に
つ
い
て
の
制
限
も
存

し
な
い
。

(
7
〉
契
約
の
複
本
を
備
え
る
こ
と
及
び
株
券
へ
の
記
載
を
要
求
し
て
い
る

点
で
特
異
で
あ
る
。

(
8
〉
の
ロ
ロ
ロ
・
。

2
・
2
ぇ
・
〉

5
・
抑
ω
ω
l
ω
ω
デ
(
一
回
竺
)
・
な
お
、
一

O
年

を
限
度
と
し
て
期
間
の
延
長
を
認
め
、
「
契
約
の
内
容
が
株
券
に
記
載

さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
契
約
の
存
在
を
知
ら
ず
に
当
該
株
式
を
取
得
し

た
者
に
対
し
て
は
、
議
決
権
拘
束
契
約
の
効
力
は
及
ば
な
い
」
と
い
う

規
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
。

(
9
)

こ
れ
ら
は
、
一
般
的
に
株
主
聞
の
合
意
(
契
約
)
に
関
す
る
規
定
を

設
け
、
そ
の
中
に
取
締
役
選
任
に
関
す
る
合
意
を
例
示
し
て
い
る
。
な
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)
 
1
 
(
 

ぉ
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
つ
い
て
い
か
な
る
定
義
づ
け
を
し
て
い
る
か

に
つ
い
て
は
、
前
掲
(
第
一
章
註
(
日
)
)
参
照
。

(
叩
〕
豆
島
・
〉
ロ
ロ
・
(
U
O
L
市
民
戸
出
掛
一
宏
(
白
)
・
(
一
∞
∞
吋
)
・

(け

)
E
p
gぇ
・
〉
ロ
ロ
・
湖
町
O

∞・
0

一O
印公)(口
)

w

(

呂田
ω)
・

(
ロ
)
な
お
、
ブ
ラ
ド
レ
イ
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
当
該
会

社
の
全
て
の
株
主
が
契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
契
約
の
期
間

に
関
す
る
制
限
を
撤
廃
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

か
よ
う
な
場
合
に
は
公
示
す
る
必
要
は
存
せ
ず
、
ま
た
、
少
数
株
主
或

い
は
会
社
債
権
者
に
不
利
益
を
与
え
る
可
能
性
が
少
な
い
こ
と
を
あ
げ

て
い
る
(
回
E
b
a
-
吋
C
耳
ω丘
ω
忌
D耳
旬
。
同
町
内
2
2
D目
。
。
弓
O
E
C
Dロ

H
，

z
z
m丘
町
C
円
宮
G
司
自
ι
同
日
司

S
〈

a
F
a
z包
c
p
E
の
g『
m
T

S
4
5
戸
』
・

ω
仲
間
当
・
コ
ロ
-
二
三
)
。
も
っ
と
も
、
閉
鎖
的
株
式
会
社

に
関
す
る
場
合
に
は
、
全
て
の
株
主
に
よ
ら
ね
も
の
は
違
法
と
す
べ
き

こ
と
も
主
張
す
る
公
島
仏
・
ぇ
窯
y

ご
ぉ
・
二
〕
よ
)
。

(
日
〉
こ
の
点
に
対
し
て
プ
ラ
ド
レ
イ
は
批
判
を
加
え
、
立
法
で
、
裁
判
所

は
、
株
主
総
会
に
先
だ
っ
て
合
意
に
従
っ
て
議
決
権
が
行
使
さ
れ
る
べ

き
こ
と
を
命
じ
る
命
令
的
差
止
命
令
(
自

E
含

g
q
E』
Entg)
を

命
じ
得
る
こ
と
、
を
規
定
す
べ
き
と
し
、
更
に
、
裁
判
所
は
、
合
意
に

従
っ
て
議
決
権
が
行
使
さ
れ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
株
主
の
行
為
の
有
効

性
或
い
は
選
任
の
効
力
に
つ
い
て
判
断
し
得
る
べ
き
と
す
る

(
回
口
丘
一
冊
子
。
司
・
己
同
・
・
州
w

同司・-一町一凶)。

(
リ
門
)
な
お
、
宮
内
「
〉
ロ
ロ
・
。
&
。

ω門
戸
日
ω
抑
一
宕
(
仏
〉
参
照
。

会社支配と株主聞の合意

第
三
章

撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状

【

一

】

緒

説

議
決
権
拘
束
契
約
の
当
事
者
は
、
合
意
に
従
っ
て
或
い
は
そ
の
他
予
め
定

め
ら
れ
た
方
法
に
従
っ
て
統
一
し
て
自
ら
議
決
権
を
行
使
す
る
代
わ
り
に
、

時
に
、
契
約
当
事
者
中
の
株
主
乃
至
第
三
者
に
、
撤
回
し
え
な
い
旨
を
合
意

し
本
人
に
よ
る
撤
回
権
を
は
じ
め
か
ら
放
棄
し
た
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状

(52RmrF句
B
Mろ
を
授
与
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
閉
鎖
的
株
式
会

社
の
株
主
は
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
も
、
委
任
状
を
授
与
す
る
際
に
撤

回
し
え
な
い
旨
を
合
意
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

て
L 、カミ
るよ
のう
t土 tこ

閉撤
鎖図
的し
株え
式な
会い
社議
に決
お権
け代
る理
株行
主使
関委
の任
緊状
密の
性授
、受

及が
びな
かさ
よわ

う
な
会
社
の
株
主
が
一
般
に
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
重
大
な
利
害
と
関
心

を
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る

mv
更
に
、
議
決
権
拘
束
契
約
に

も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
契
約
の
履
行
を
確
実
に
す
る
た
め
、
ま

た
、
契
約
の
違
反
に
対
し
て
特
別
の
強
制
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
少
な
く

《。huJ
M

な
い
こ
と
か
ら
予
め
契
約
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
r

と
こ
ろ
で
、
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
に
対
し
て
は

)
 

4
i
 
(
 
議
決
権
は
株
式
所
有
権
に
固
有
に
附
随
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
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来十

人
た
る
株
主
が
任
意
に
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
す
る
議
決
権
代
理
行
使
委
任

状
は
、
株
式
所
有
権
か
ら
議
決
権
を
分
離
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

資

株
式
取
得
者
の
議
決
権
行
伎
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
株
式
の
自
由

(
4〉

譲
渡
性
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
公
益
に
反
し
無
効
で
あ
る
。
更
に
、

ω
撤
回
し
え
な
い
旨
の
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
を
授
与
す
る
合
意

は
、
結
果
的
に
は
議
決
権
信
託
と
区
別
し
え
な
い
。
そ
こ
で
、
議
決
権
信
託

に
関
す
る
制
定
法
に
一
致
し
な
い
場
合
に
は
無
効
で
あ
る
、
な
ど
と
さ
れ
て

(2) 、
h
E
O

--vふ
れ

約
十こ し
関か
しし

主(II

5長
公決
IE 権

5長
与韮
ず場
レ権
もと
無 の
効
分
と
離
さ の
与点
逼円
由議
と決
は権
な拘
ら束
な契

く
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た

ωの
理
由
も
、
多
分
に
議
決
権
と
株
式
所
有
権
の
分

離
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
、
株
式
の

門

6
〉

譲
渡
に
つ
い
て
一
定
の
制
限
を
認
め
る
多
く
の
判
例
か
ら
し
で
も
、
余
り
問

題
と
な
り
得
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
同
の
理
由
に
つ
い
て
も
、
前
述
し
た

よ
う
町
一
議
決
権
信
託
と
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
は
区
別
さ

れ
て
お
り
、
議
決
権
信
託
に
関
す
る
制
定
法
の
規
定
に
必
ず
一
致
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
に
つ
い
て
主
と
し
て

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
代
理
権
に
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
る
た
め

の
要
件
、
が
備
わ
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
l
)

、H，F
O
B
S
-
即
日
〈

c
g
r
F
M
V
S
E
g
w
A
ω
吋

Z
B
円
・
問
。
〈
・
(
一

8
3

吋一山

ω・
ω丹
旬
開
》
吋
一
凶
A
i吋一山印・

(
2
)
-
Qロ
自

ア

抑

印

.
8
司・

2
白

山

岡

山

g
p
c同
y
n
F
T
期

N吋
O
匂

ム

N0.

(
3
)

当

5
3
F
E
L丘
一
除

ωDDFFn-
〈

E
F
E
r
-
S
E
R
-
?

MO印
Ze
ペ・

ω-
一

M
f
↓

N
ω
(一
回

M
3
・
な
お
、
印

2
2
Y
2・
訓

M
0
8

司
・
同
コ
参
照
。

(
4
)
ω
己一

Z
E
〈

-HUR}向。
p
m
u
〉
官
官
・
ロ
=
・

MM--NNU-
平

2
・
J

ヘ・

ω・
吋
∞
吋
・
吋
一
山

ω
(
}叩
C
M
)
・

(
5
)
〉
Z
R
3
5
Eめ
タ

U
S
F
S
C
〉

-Nιωω
∞、

ωム印

(
-
8
3
・

(
6
)

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
株
式
の
自
由
譲
渡
性
は
絶
対
的
な
原
則
と

し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
近
時
は
、
そ
の
制
限
が
合
理
的
な
も
の

(
会
社
の
規
模
、
制
限
の
程
度
、
制
限
の
期
間
の
長
さ
、
会
社
の
目
的

な
ど
か
ら
〉
で
あ
る
限
り
、
定
款
、
附
属
定
款
、
株
主
間
の
契
約
な
ど

に
よ
る
一
定
の
譲
渡
制
限
を
認
め
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
回
mLFロ
旦
ロ

P
。
。
『

M
5
5氏
C
ロ
ω
抑

ωω
吋

uω
円
。
〈

q
w
p
o司

3
7・
掛
一

NU・

な
お
、
内
海
・
大
隅
還
暦
記
念
「
商
事
法
の
研
究
」
四
八
頁
以
下
参

照。

(
7
)
議
決
権
信
託
と
他
の
株
主
聞
の
契
約
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前

述
し
た
(
第
二
章
の
【
ニ
】
)
。
な
お
後
述
す
る
。

【ニ
M

撤
回
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
る
た
め
の
要
件

北法21(2・156)344



/
4
¥
 

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
、
株
主
の
議
決
権
代
理
行
使

代
理
権

は
、
州
の
制
定
法
、
定
款
、
附
属
定
款
に
そ
れ
を
許
容
す
る
旨
の
規
定
が
あ

る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
近
時
、
殆
ん
ど
の
州
の
制

定
法
で
、
議
決
権
の
代
理
行
使
を
認
め
る
或
い
は
定
款
・
附
属
定
款
の
規
定

〈

2
)

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
議
決
権
の
代
理
行
使

に
関
し
て
も
、
判
例
・
学
説
上
、
代
理
の
一
形
態
と
し
て
一
般
的
に
代
理
に

関
す
る
原
則
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
代
理
人
は
、
本
人
の
た
め
に
か
つ
本
人
の
指
図
に
従
っ
て
行
為

〈

3
)

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
を
負
い
、
代
理
人
に
特
に
指
図
を
せ
ず
自
由
裁
量
を
与

え
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
人
は
い
つ
で
も
任
意
に
代
理
権
を
撤
回
し
て
自

)
 
唱，‘(
 

己
の
株
式
に
つ
い
て
議
決
権
を
行
使
す
る
権
限
を
保
持
し
う
る
と
さ
れ
て
い

〔

a
-
z
d
る
σ

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
代
理
権
が
委
任
契
約

(g口々
ω門叶
D
『

2HtcT

会社支配と株主間の合意

5
2
C
に
も
と
づ
き
代
理
人
に
一
定
の
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
場
合
に
も
同
様
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
撤
回
し
た
と
し
て
も
、
正
当
な

理
由
な
く
し
て
撤
回
し
た
-
」
と
に
よ
る
代
理
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
が
認
め

ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
代
理
権
が
撤
回
し
え
な
い
旨
を

当
事
者
間
で
合
意
し
て
あ
っ
た
場
合
に
も
同
様
で
あ
り
、
本
人
は
損
害
賠
償

の
責
任
を
負
う
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
代
理
権
を
撤
回
し
え
な
く
な
る
も

〈

ed

の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
例
外
的
に
、
代
理
権
が
本
人
に
よ
っ
て
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き

「
利
害
関
係
を
伴
う
」
乃
至
「
利

益
と
結
合
し
た
」
代
理
権
(
官
者

2
2
2
P
2
5よ
2
1
a
3
p
g

百
件
作
自
己
)
で
あ
る
。
こ
の
利
害
関
係
を
伴
う
代
理
権
と
い
う
概
念
は
、
ア
メ

な
い
場
合
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、

リ
カ
に
お
い
て
は
、
回
目
見
〈
.
列
D
E
E包
括
同
ぶ
〉
仏

B
.
2
0
一
c
.
ω
.
(
∞

巧
宮
巳
・
)
コ
ω

・(一∞
N
ω
)
)

に
お
け
る
首
席
判
事
マ
ー
シ
ャ
ル

】
・
玄
ω
B
E一
一
〉
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
(
(
u
r
w
h
 

後
、
当
事
者
間
に
別
段
の
合
意
が
な
い
限
り
利
害
関
係
を
伴
う
代
理
権
は
、

そ
の
利
害
関
係
が
消
滅
す
る
前
に
本
人
は
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と

い
う
一
般
原
則
が
コ
モ
ン
ロ
ー
上
確
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原
則

は
、
株
主
の
議
決
権
代
理
行
使
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の

で
、
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、

こ
の
「
利
害
関
係
を
伴
う
」
乃
至
「
利
益
と
結
合
し
た
」
の
概
念
如
何
に
よ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

(
1
)
印町一
2
n
r
o♂
叩
即
日
O

印一
u

回

ω
-
V
ロ江口
m
y
(
U
D
門司
D
E
E
D
ロ
♂
抑
一
吋
∞
一
同
y

品。∞
u

〉
同

P
P
H司
o
g
R
P
C
M官

L
一

言
n
r
-
F
-
F
4・
(
一
宮
M

〉

ω
∞
-
弘
司
・

8
・
な
お
初
期
に
お
い
て
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
、
議
決
権

の
代
理
行
使
は
、
各
株
主
が
自
己
が
会
社
の
最
も
利
益
と
考
え
る
と
こ

そ
の
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料

ろ
に
従
っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
義
務
を
放
棄
せ
し
め
、
ま
た
、
株
式

所
有
権
か
ら
議
決
権
を
分
離
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
、
こ
と
を
理
由
に

否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た

(
Z
C
F
D同Y
2
F
8
c・
E
-
F
-

H
N
。〈
-
m
w
同
℃
-
A
(
〕-
u
吋
}
M
O
B
S
-
C同
】
・
江
戸
司
会
吋
巾
H
g
F
・
岡
山
市
〈
・
巳

℃・吋一
ω
ム〉。

(
2
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
広
邑
巳
切
口
問
・
の
D
弓
・
〉
円
円
〉
ロ
ロ
・
訓

ω
-
u
R
-

ω
-
A
N
・
0
N
〈
↓
〉
同
y
印
o
m
所
掲
の
州
の
制
定
法
参
照
。

(
3
)
〉凶作・

8
・
巳
「
士
宮
W
F
F
・閉山

2
・
ω
仲間】同y
字国
l
N
2
u
回
色
。

色
町
宮

Z
E
-
-℃・

2
r
目

y

M
お・

(
4〉

Z
2
0・
0匂

2
F
S
C・
F-HF
河
ミ
・

ω仲間
Y

A

B

(
5
)
宮
2
Z
B
-
O
H
M
伸一
5
2
0向
子
O

H

晶
君
。
『
〉
句
作
ロ
円
可
(
ω
⑦

P
L
U
M
ω
〉

由
一
回
吋
匂
一
一
回
・
な
お
、

ω
g庶
民
話
}
・
肘
〈
何
百
足
叶
2
2
除

ω里
宮
町

切mw
口
}
内
〈
・
句
史
M

民
R
4〈
ωHoι
司
印
刷
出
円
。
。
二

M
M
S
F凹}
f

N

仏
∞
h
?
?

↓
印
吋
可
-
M

内田吋{〕ブ可一一~(↓由主一山一)・

(
6
)

冨
R
F
o
g
-
D同
y
n
H
T
湖
一
宮
司
・
一
M
O
U

〉
見
・
0
同
y
n
t
・
-
全
国
民
主
回
・

ヤ
同
州

2
・
丘
四
》
・
M
印
プ
印
虫
丸
n
r
o
F
抑
M
O
m
M
司
・
M
8
.
な
お
、

F

H
ゅ
の
『
己
S
F
S
D巴
・
(
U
7
.
ω
8
.
一
白
∞
〉
・
一
∞
N
W
∞
印
(
-
8
3
.

(

7

)

云
R
Z
F
D司・
2
r
掛
一
回
品
目
〉
x
p
c℃・

2
T
士
宮
F
n
F
F
-

同州

2
・
え
冨
Y

M

印白
l
M
印
?
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
法
及
び
大
陸
法
に
つ
い

て
は
、
浜
上
則
雄
「
撤
回
し
え
な
い
代
理
権
に
つ
い
て
」
民
商
四

O
巻

一
号
二
六
頁
以
下
参
照
。

(
B
〉
印
司
F
R
r
2・
m
N
c
m
u
一
句
-
M
ω
u
u
∞
丘
一
ω口
江
口
少
の
O
円円
5
5
2
0ロ
♂
湖
抑

一〕
J
Y

一∞ムuω円。一〈。ロ
ω
・
0
司
何
回
同
二
期
一
一
∞
司
・
凹
ω
ω
・

資

宵

Huu

「
利
害
関
係
を
伴
う
」
乃
至
「
利
益
と
結
合
し
た
」
と
い
う
概
念
に
つ
い

て
、
判
例
、
学
説
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
定
義
を
置
い
て
い
な
い
が
、
一
般

議
決
権
代
理
行
使
委
任
状

的
に
、

「
利
害
関
係
を
伴
う
」
乃
至
「
利
益
と
結
合
し
た
」
代
理
権
と
さ
れ

る
た
め
に
は
、
代
理
関
係
が
、
捺
印
証
書
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
、
も
し
く
は

約
四
あ
る
(
凹

E
E門町
E
2
s
-
E
E
O
口

D
E
E
R色
。
ロ
〉
契
約
に
よ
っ
て
設

円

1
〉

定
さ
れ
て
い
て
、
代
理
権
が
、
代
理
人
の
利
益
を
保
-
鉦
(
担
保
)
す
る
た
め

円

zv

に
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
「
利
害
」
乃
至

「
利
益
」
は
、
代
理
権
行
使
に
よ
っ
て
生
ず
る
結
果
に
つ
い
て
存
す
る
の
で
は

な
く
、
代
理
の
目
的
物

(
E
r
]百件

H
H
E
Z
H
)
に
つ
い
て
存
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
前
掲
判
例
(
出
口
三
〈
・

嗣

N
O
E
S
ω
E
R
d
〉
円
四
回
訂
正
)
に
お
け
る
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
は
、

「
代
理
権
を

授
与
し
た
者
の
死
後
も
代
理
権
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
は
、
物
自
体
に

対
す
る
利
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
い
い

か
え
れ
ば
、
代
理
権
が
そ
の
物
に
対
す
る
財
産
権

(
B
E
m〉

に
結
合
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
ば
自
体
が
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
利
益
と
結
合
し
た
代
理
権
は
、
利
益
を
伴
う
、
も
し
く
は
利

益
と
関
係
が
あ
る
代
理
権
で
あ
る
。
代
理
権
と
利
益
と
は
、
同
一
人
に
帰
属

す
る
。
し
か
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
利
益
と
い
う
語
を
、
代
理
権
の
行
使
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に
よ
っ
て
生
ず
る
利
益
と
解
す
る
な
ら
ば
、
代
理
権
と
利
益
と
は
、
決
し
て

結
合
し
な
い
。
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
本
人
に
よ
り
撤
回
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
代
理
権
と
さ
れ
る
に
は
、

i

代
理
人
が
当
該
株
式
自
体
に
物
上
負
担
(
円

E
品
。
)
、
留
置
権
つ
は
る

そ
の
他
の
財
産
的
権
利
を
有
す
る
こ
と
v

u

代
理
権
が
代
理
人
の
本
人
に
対
す
る
金
銭
債
権
の
保
証
(
ω

。
2
2
3

と
し
て
、
或
い
は
代
理
人
、
が
本
人
に
対
し
て
負
う
義
務
の
履
行
の
確
保
の
た

め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
が
必
要
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
代
理
人
の
代
理
権
は
、
本
人
の
同
意

と
独
立
し
て
存
在
す
る
財
産
的
権
利
と
な
り
、
単
な
る
代
理
人

(
6
)
 

と
し
て
の
権
利
で
は
な
く
な
る
と
さ
れ
る
。

(ω
町
内
口
叶
)

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
代
理
権
に
関
す
る
伝
統
的
な

E
n
g
-
a
i
p

)
 
1
 
(
 

2
5
Z吋
2
九
の
概
念
を
一
般
的
に
議
決
権
の
代
理
行
使
に
そ
の
ま
ま
適
用

会社支配と株主聞の合意

す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
の
「
利
宝
己
乃
至
「
利
益
」
の
概
念
の
莫
然
性

と
あ
い
ま
っ
て
、
多
く
の
批
判
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
、
伝
統
的
な

コ
モ
ン
ロ
ー
ル

l
ル
が
議
決
権
代
理
行
使
の
委
任
状
に
つ
い
て
要
求
す
る
利

益
に
は
、
会
社
に
対
し
て
有
す
る
一
般
的
利
益
、
或
い
は
、
議
決
権
行
使
に

つ
い
て
乃
至
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
結
果
に
つ
い
て
有
す

る
利
益
を
含
ま
ず
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
も
と
づ
い
て
特
定
の
株
主
に
委
任

状
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
或
い
は
、
株
主
・
会
社
役
員
・
従
業
員
の
会
社
に

対
す
る
役
務
(
目

3
5
)
の
対
価
と
し
て
委
任
状
が
与
え
ら
れ
た
場
合
な
ど

ハ
7
v

に
は
、
こ
の
ル
ー
ル
は
適
用
さ
れ
得
な
い
。

し
か
し
、
近
時
、
判
例
に
お
い
て
も
、
か
よ
う
な
伝
統
的
ル
l
ル
を
議
決

権
の
代
理
行
使
委
任
状
に
つ
い
て
緩
和
乃
至
無
視
す
る
も
の
が
出
る
よ
う
に

〈

8
〉

な
っ
て
き
て
い
る
。

副
委
任
状
保
有
者
が
当
該
株
式
に
つ
い
て
売
買
権
を
有
し
て
い
る
場
合

委
任
状
保
有
者
が
、
当
該
株
式
に
つ
い
て
買
受
け
る
権
利
を
有
す
る
場
合
、

或
い
は
、
売
却
す
る
権
利
を
有
す
る
場
合
に
、
援
与
さ
れ
た
委
任
状
が
撤
回

し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
判
例
が
数
多
く
存
す
る
。

ま
ず
、
委
任
状
保
有
者
が
当
該
株
式
に
つ
い
て
先
貿
権

2
2
0司
巳

B

HC
吉
R
E
R
H
F勾

2
2
E
を
有
ナ
る
場
合
に
は
、
撤
回
し
え
な
い
も
の
と

す
る
に
必
要
な
利
益
が
存
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

代
表
的
判
例
と
し
て

∞
室
内
Z
H
O一
・
開

2
5
2
F
Z
2
除

ωzzmω
回

E
r
〈・

HUH-町
村
巧
異
色

E
刷
出
円
わ
0
・

(

]

印

吋

同

ν・

M
【
凶
吋

0
0
.が
あ
る
。
こ
の
事
案
は
、
二
人
の
株
主

の
間
で
、
二
五
年
間
お
互
い
の
株
式
に
つ
い
て
先
買
権
を
有
し
、
ま
た
一
方

の
当
事
者
が
死
亡
し
た
時
に
は
他
方
が
そ
の
死
亡
し
た
株
主
の
株
式
に
つ
い

て
委
任
状
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
旨
の
合
意
を
な
し
、
後
に
一
方
の
当
事

者
の
遺
言
執
行
者
で
あ
る
原
告
か
ら
死
亡
し
た
株
主
の
株
式
に
つ
い
て
名
義
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料

書
換
と
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
ワ
シ
ン

ト
ン
州
最
高
裁
判
所
は
、

「
代
理
権
の
行
使
に
よ
り
な
そ
う
と
す
る
目
的

資

が
、
委
任
状
保
有
者
の
利
益
を
守
る
た
め
も
し
く
は
利
益
を
も
た
ら
す
た
め

に
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
委
任
状
は
、
保
証
(
問
。
門
戸
ユ
叶
可
)

の
一
部
と
し
て

も
し
く
は
か
よ
う
な
保
証
を
も
た
ら
す
の
に
必
要
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ

ハ凶〉

た
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
更
に
、
現
実
に
先
貿
権
が
行

使
さ
れ
な
い
と
し
て
も
「
議
決
権
行
使
に
お
い
て
、
取
締
役
の
選
任
、
会
社

の
政
策
・
業
務
の
決
定
に
よ
り
当
該
会
社
の
支
配
権
を
確
保
し
よ
う
と
す
る

目
的
を
有
し
て
い
た
場
合
、
か
か
る
目
的
も
、
代
理
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ

る
利
益
の
目
的
物

(
E
r
1
:
g
5乙
で
あ
る
」
と
し
て
、
)
委
任
状
は
撤

回
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
こ
の
場
合
に
撤
回
し
え
な
い
こ
と
を
認
め
る
判
例
が
少
く
な
い
。

ま
た
、
委
任
状
保
有
者
が
、
当
該
株
式
を
売
却
す
る
権
利

(
ω
E
r
g
q

S
Eご
Z
m
R目
』
内
)
止
「
有
す
る
場
合
、
或
い
は
そ
の
売
却
の
代
金
を
も
っ

て
本
人
の
代
理
人
に
対
す
る
債
務
の
支
払
い
に
充
て
ら
れ
る
場
合
に
も
、
授

与
さ
れ
た
委
任
状
は
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
株
式
の

売
買
代
金
の
担
保
と
し
て
譲
渡
人
に
委
任
状
が
授
与
さ
れ
た
場
合
に
、
か
か

る
委
任
状
は
撤
回
し
え
な
い
と
す
る
判
例
も
存
れ
化
。

、1ノv
 

/
l

、
委
任
状
が
会
社
債
権
者
の
保
証
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
場
合

委
任
状
が
授
与
さ
れ
る
こ
と
に
依
拠
し
て
会
社
に
対
し
て
何
ら
か
の
金
銭

的
出
桐
を
約
束
し
た
者
な
ど
、
会
社
債
権
者
の
保
証
の
た
め
に
議
決
権
代
理

行
使
委
任
状
が
与
え
ら
れ
た
場
合
に
も
、
か
よ
う
な
委
任
状
は
撤
回
し
え
な

い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
支
払
不
能
の
会
社
の
債
権
者
が
、
彼
の
受
託
老
公

E
ぇ
2
)
に

債
務
が
弁
済
さ
れ
る
ま
で
撤
回
し
え
な
い
委
任
状
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
条

件
と
し
て
、
会
社
の
財
産
に
つ
い
て
有
す
る
抵
当
権
(
ヨ
耳
石
お
め
)
の
実
行

を
放
棄
し
た
場
一
切
多
数
株
主
か
ら
二
年
間
撤
回
し
え
な
い
委
任
状
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
取
締
役
が
会
社
の
設
備
拡
大
の
た
め
に
当
該

会
社
に
貸
付
を
し
、
更
に
会
社
が
設
備
購
入
に
よ
っ
て
負
っ
た
債
務
に
つ
い

て
保
-
証
を
し
た
場
合
、
特
許
権
の
共
同
所
有
者
が
、
そ
の
一
方
の
所
有
者
の

株
式
に
つ
い
て
一

0
年
間
議
決
権
を
代
理
行
使
し
う
る
と
の
合
意
に
も
と
づ

い
て
、
当
該
会
社
に
特
許
権
を
譲
渡
し
た
場
合
、
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
委

任
状
は
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
す
る
判
例
が
あ
る
。

V

委
任
状
保
有
者
が
会
社
に
対
し
て
役
務
を
提
供
し
て
い
る
場
合

委
任
状
が
、
過
去
に
お
い
て
当
該
会
社
に
対
し
て
役
務

(
R
H
t
n
&
を
提

供
し
て
い
た
こ
と
に
も
と
づ
く
或
い
は
雇
傭
契
約
に
も
と
づ
く
報
酬
の
一
部

と
し
て
与
え
ら
れ
た
場
合
に
も
、
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
す
る
に
必
要
な
利

益
が
存
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
と
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
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が
、
こ
の
場
合
に
も
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
す
る
判
例
が
あ
る
。

守
口

5
5
5
〈
-
E
E曲
目
立

n
-
F
n・
(ω
一
∞
富
円

F

E
∞

L
∞
Z
・
t
司・

日
色
町
田

2
2
3
〉
は
、
取
締
役
か
つ
社
長
で
あ
る
株
主
に
、
彼
の
債
権

者
に
株
式
を
譲
渡
し
た
が
そ
の
株
式
に
つ
い
て
当
該
会
社
が
解
散
さ
れ
る
ま

で
委
任
状
が
与
え
ら
れ
た
事
案
で
あ
る
が
、
ミ
シ
ガ
ン
州
最
高
裁
判
所
は
、

「
社
長
に
よ
っ
て
会
社
に
与
え
ら
れ
た
役
務
は
、
会
社
の
利
益
に
と
っ
て
重

要
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
今
後
も
そ
の
継
続
が
望
ま
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
社
長
に
与
え
ら
れ
た
、
社
長
の
み
な
ら
ず
会
社
に
と
っ
て
も
利
益
と

な
る
委
任
状
は
、
利
益
と
結
合
し
た
代
理
権
で
あ
り
、
原
告
に
当
該
株
式
が

)
 
T
A
 
(
 

譲
渡
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
告
の
議
決
権
が
影
響
を
受
け
る
も
の
で
は

な
い
」
と
判
示
し
前
町
議
株
式
の
第
三
取
得
者
の
、
社
長
に
よ
り
な
さ
れ
た

議
決
権
行
使
は
無
効
で
あ
る
と
の
主
張
を
棄
却
し
て
い
る
。

例
議
決
権
拘
束
契
約
に
も
と
づ
い
て
委
任
状
が
与
え
ら
れ
た
場
合

議
決
権
拘
束
契
約
を
な
す
場
合
に
、
契
約
当
事
者
の
う
ち
の
特
定
の
株
主

会社支配と株主間の合意

乃
至
第

者

議

議
代
理
行
使
委
任
状
を
授
与
す
る

と
は

し
ば
し
ば

な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
与
え
ら
れ
た
委
任
状
が
撤
回
し

え
な
い
も
の
と
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
最

も
問
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
判
例
の
多
く
は
消
極
的
な
立
場
を
と

る

即
ち
、
岡
山

crE
〈
・
宅
7
5
0ロ
(
一
∞
∞

ω・
者
・
日
仏
∞
吋
印
)
は
、
三
人
の
多

数
株
主
が
、
彼
ら
の
議
決
権
を
統
一
し
て
行
使
す
る
旨
を
合
意
し
、
更
に
、

彼
ら
の
間
で
い
か
に
議
決
権
が
行
使
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
意
見
が
整
わ

な
い
場
合
に
は
、
そ
の
決
定
を
仲
裁
人
に
委
ね
る
旨
合
意
し
た
が
、
被
告
が

仲
裁
人
の
決
定
に
従
わ
な
か
っ
た
の
で
そ
の
契
約
の
特
別
の
強
制
(
凹
同
河
口
氏
再

。口町
2
2
5
3
C
を
求
め
た
事
案
で
、
仲
裁
人
に
撤
回
し
え
な
い
委
任
状
が

与
え
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
テ
キ
サ
ス
州
控
訴
裁
判
所
は
、

の
契
約
は
法
律
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
十
分
な
約
因
に
も
と

(
引
〉

づ
く
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
て
い
る
。
ま
た
、

〉
Z
R『
DEr-。〈・

U
2
2
G
ω
〉・
M

L

A
土
)
で
は
、
撤
回
し
え
な
い
議
決

権
代
理
行
使
委
任
状
と
さ
れ
る
に
必
要
な
利
益
と
は
、

ω契
約
当
事
者
聞
に

お
互
い
の
保
証
の
必
要
が
存
す
る
こ
と
、

ω契
約
に
依
拠
し
て
委
任
状
保
有

者
が
当
該
会
社
に
何
ら
か
の
金
銭
的
出
掃
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
を
あ
げ
、

議
決
権
を
統
一
し
て
行
使
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
与
え
ら
れ
た
委
任
状

は
、
何
ら
こ
れ
ら
の
利
益
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
硲
山

し
か
し
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
も
と
づ
い
て
委
任
状
が
与
え
ら
れ
た
場
合

に
も
、
そ
れ
が
撤
回
し
え
な
い
こ
と
を
認
め
る
判
例
が
あ
る
。

ω
B
E
M
〈・

ω
S
F白ロ
n
F
R
D
除

Z
・】
Y
M
N
可
・
(
会
司
-
g
M
)

は
、
三
人

が
、
五
年
間
議
決
権
を
統
一
し
て
行
使
す
る
と
の
合
意
に
も
と
づ
い
て
株
式

目「

そ
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料

を
取
得
し
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
、
こ
の
合
意
に
反
し
て
議
決
権
を
行
使
し

「
契
約
当
事
者

資

た
こ
と
に
対
し
て
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、

は
、
か
よ
う
な
議
決
権
を
統
一
し
て
行
使
す
る
旨
の
合
意
に
も
と
づ
い
て
株

式
を
取
得
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
合
意
は
、
契
約
当
事
者
の
多
数
決
に
従
つ

て
議
決
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
合
意

は
、
お
互
い
契
約
当
事
者
に
委
任
状
の
授
与
を
認
め
た
も
の
と
み
な
し
、
か

っ
こ
の
委
任
状
は
、
利
益
と
結
合
し
た
代
理
権
の
性
質
か
ら
し
て
当
然
に
撤

回
し
え
な
い
」
と
判
一
不
J

収
合
意
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
議
決
権
行
使
の
効

力
を
否
定
し
て
い
る
。
な
お
、
議
決
権
行
使
の
方
法
に
つ
い
て
仲
裁
人
の
決

定
に
従
う
旨
の
合
意
に
、
撤
回
し
え
な
い
委
任
状
が
契
約
の
当
事
者
に
授
与

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
、
が
、
岡
山
g
m
E口
四
回
H
O
F
-
-阿凶
ω
H
D
d
B
h
r

回
生
命
】
刊
の
O
B
Z
S
ι
p
o
s
-
Hロ円・〈
-
m百
四
]
百
四
に
お
け
る
衡
平
裁
判
所

の
判
出
ピ
み
ら
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。

以
上
、
近
時
の
判
例
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
コ
モ
ン
ロ
ー
ル
ー
ル
が
要

求
す
る

gロ
匂
一
色
塁
手

B
5
5
5
M岬
の
範
囲
を
拡
大
し
、

必
ず
し
も
当

該
株
式
自
体
に
利
益
を
有
し
て
い
な
く
て
も
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
が
少
な
く
な
い
が
、
更
に
、
学
説
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
議
決
権
代
理

行
使
委
任
状
に
つ
い
て
代
理
に
関
す
る
一
般
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
疑
問

を
呈
日
、
特
に
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
も
と
づ
い
て
撤
回
し
え
な
い
旨
の
委

任
状
が
授
与
さ
れ
る
場
合
に
、
議
決
権
拘
束
契
約
が
適
法
な
目
的
を
有
し
て

さ
え
い
れ
ば
契
約
当
事
者
の
意
図
に
従
っ
て
効
力
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、

一
般
的
に
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
う
る
委
任
状
も
、
そ
れ
が

詐
欺
そ
の
他
違
法
な
目
的
で
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
撤
回
し
う
る
も
の

と
な
摂
ま
た
、
契
約
当
事
者
以
外
の
第
三
者
に
当
該
株
式
が
譲
渡
さ
れ
て

し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
善
意
の
第
三
取
得
者
に
撤
回
し
え
な
い
こ
と
を
主
張

し
え
な
d
v
更
に
、
一
般
的
に
代
理
権
は
、
目
的
た
る
取
引
の
完
了
、
予
め

期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
期
間
の
満
了
、
一
方
の
当
事
者
の

死
亡
な
ど
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
原
則
が
議
決
権

代
理
行
使
委
任
状
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
1
)

代
理
権
の
設
定
は
、
本
人
の
単
な
る
援
権

(
m
H
S
C

で
も
な
し
う

る
が
、
本
人
と
代
理
人
と
の
間
で
委
任
契
約

(ng可
R
円。向。
5
1
a
l

E
g
φ

が
締
結
さ
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
(
宮
内
内

Z
s・0同
y
a
r

湖
一
品
匂
・
∞
)
。
そ
し
て
、
代
理
権
が
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
る
た

め
に
は
、
当
事
者
間
で
撤
回
し
え
な
い
旨
の
合
意
が
な
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
当
事
者
間
で
そ
の
旨
を
明
示
し
な
く
て
も
、
契
約

の
内
容
、
目
的
か
ら
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
が
授
与

さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

3
5
X
Y
〈・

ω
g
p
g
n仲間
D

色
町

Z

同Y
河
内
・
二
印
。
ω
一-
gム
.
ミ
同
y
g
N
(
-
B
3
〉
。
な
お
、
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)
 
1
 
(
 

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
議
決
権
代
理
行
使
に
つ
い
て
の
代
理
権
授
与

の
方
式
に
つ
い
て
は
、
制
定
法
、
定
款
、
附
属
定
款
に
規
定
が
な
い
限

り
特
別
の
方
式
は
必
要
で
は
な
く
、
書
面
た
る
を
要
せ
ず
口
頭
の
援
権

で
も
差
支
え
な
い
が
、
多
く
の
州
の
制
定
法
は
、
書
面
に
よ
る
こ
と
を

要
求
し
て
い
る
。

(
2
)

玄
o
n
z
g
-
c
u
・
2
T
訓
}
回
日
司
・
二
ゃ
な
お
、
判
例
に
お
い
て
、

、I
，J

、、，J

時
に
、
代
理
権
が
、

1

利
益
と
結
合
し
て
い
る
場
合
乃
至
U
保
証

〆
4
¥

(
月
円
ロ
ユ
弓
)
の
一
部
と
し
て
も
し
く
は
保
証
を
も
た
ら
す
た
め
に
与

え
ら
れ
た
場
合
、
に
撤
回
し
え
な
い
と
言
う
こ
と
が
あ
る

3
S
Z
E

E-
開

2
2同件、
H
，
E
2
除
∞
包
括

wsr
〈・

FnHPM司
自
丘

F
刷出円

(
リ

0
・・
N
N

巧
E
Y
-
Z
E
A
-
一
勾
司
・
二
吋
O

ア
コ
O

一
P白
旬

g
g
〈-

回
巳
2
・
2

Z
・
』
・
開
』
・

8
∞w
h

会
〉
・
包
∞
w

宝口

(
-
u
g
)
)
。
そ

し
て
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
代
理
も
、
保
証
と
し
て
援
与
さ
れ
た
代
理

権

(ω

宮
耳
q
m
z
g
m
m
mゆ
2HFq〉
と
い
う
語
を
用
い
、
「
保
証
と

し
て
与
え
ら
れ
た
代
理
権
と
は
、
代
理
の
形
式
を
も
っ
て
他
人
の
法
的

関
係
に
効
力
を
及
ぼ
す
権
限
で
あ
る
が
、
代
理
人
も
し
く
は
第
三
者
の

利
益
の
た
め
に
、
そ
し
て
、
義
務
の
履
行
の
保
証
の
た
め
も
し
く
は
コ

モ
ン
ロ
ー
上
、
衡
平
上
の
権
利
を
守
る
た
め
に
与
え
ら
れ
た
代
理
権
で

あ
る
。
か
よ
う
な
代
理
権
は
、
そ
の
義
務
も
し
く
は
権
利
が
生
じ
た
時

或
い
は
約
因
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
。
」
と
具
体
的
に
利
益
の
定
義
を

し
て
い
る
〈
m
g
F
〉
m
gロア
(

N

邑
・
二
回
目
∞
)
期
日
∞
)
。

(
3
)

こ
の
判
例
は
、
直
接
に
は
本
人
の
死
亡
に
よ
っ
て
代
理
権
が
消
滅
す

る
か
否
か
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
例
に
つ
い
て
は
、

会社支配と株主聞の合意

円、申書ロ《凶作
ω
・可。唱。
a
n
c己
主
広
君
尽
F
ω
口同口信『ゆえ.一
N

出向〈回目、

.
m
2、・

(-g∞
)
由
同
問
者
-
N
m
M
m
仲
間
巾
門
戸
参
照
。
な
お
、
矢
頭
敏
夫
「
英
米
判

例
百
選
」
一
八
五
頁
参
照
。

(
4
)

岡山
D
r
E
〈
・
当
rtmD口
二
∞
∞

ω・ョ
-Nι

∞
戸
∞
コ

ζ
c
r
E
Cロ〈・

ω用足凶込山口『ロ
H

聞
の
ccロ
q
司
州
民
『
〉
自
.
P
M
一οω
・
。
・
印
mWA--ω
・
開
-

M

内山印山田(一一出品ー吋一)。

(
5
)
同
ロ
目
。
r己
g
p
一
山
口
ω
「
(
U
7

・い∞∞・

-m
∞
〉
∞

M
.
8
l∞白川

〉
白
書

E
E開・
(

U

0

・ぐ

-Fsa-
芯
巧

5
・Z
M
-
N
-

一
丘
町
-

N
ι
ω
印0
・
ω印印(一回品
N)
・

(
6
)
Z
c
F
C唱・

2
了
∞
∞

C
.
F
-
r
H
N
2・
民
間
》
品
。
ω.
な
お
、
リ

ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
代
理
も
、
「
代
理
人
も
し
く
は
第
三
者
の
保
証
の

た
め
に
与
え
ら
れ
た
代
理
の
形
式
を
も
っ
て
す
る
権
限
の
保
有
者
は
、

代
理
権
設
定
者
の
単
な
る
代
理
人

(mmgC
で
は
な
い
。
」
と
す
る

(
問
自
円
二
〉
問
自
門
戸
期
王
国
〉
。

(

7

)

前
掲
ゲ
目
。
E
-
Eロ
は
、
附
属
意
見
で
、
委
任
状
が
撤
回
し
え
な

い
も
の
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
委
任
状
保
有
者
が
「
彼
に
よ
り
行
使
さ

れ
よ
う
と
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
、
当
該
株
式
に
何
ら
か
の
有
形
の
財

産
も
し
く
は
財
産
的
利
益
(
自
由
ぬ
H
2
0
間口
MEr-伶
司
自
℃
司

q
o三百
B
I

n-ω
ご
三
角
2
岬
)
令
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
会
社
に
有
し
て
い

る
一
般
的
利
益
及
び
単
な
る
議
決
権
行
使
に
つ
い
て
或
い
は
議
決
権
の

行
使
に
よ
り
生
ず
る
結
果
に
つ
い
て
有
す
る
利
益
と
は
異
な
る
」
と
判

示
し

(
F
E
S
∞
〉
・
民
間
y

∞
己
、
ま
た
、
〉
円
高
着
。
E
豆
町
・
。
0
・

ぐ
・
回
出

g
q
は
、
「
利
益
と
結
合
し
た
代
理
権
と
は
、
代
理
権
を
行
使

北法21(2・163)351



料

し
よ
う
と
す
る
目
的
物
乃
至
物
自
体
に
つ
い
て
の
利
益
に
伴
う
も
し
く

は
結
び
つ
い
た
代
理
権
で
あ
る
。
そ
し
て
、
代
理
権
と
利
益
は
、
同
一

人
に
帰
属
す
る
」
と
判
示
し

(Eι
・↓
N

一
司
・
日
仏
弘
司
・

8
己
、
会

社
に
対
し
て
有
す
る
一
般
的
利
益
或
い
は
議
決
権
行
使
の
結
果
生
ず
る

利
益
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
明
言
す
る
。

(
8
)

こ
れ
ら
の
一
般
的
判
例
に
つ
い
て
、
〉
ロ
B
T
3
U
〉

「

戸

(
-
U
A
印
)
宅
・

ω
ミム一
N

参
照
。

(
9
)

閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
、
株
式
譲
渡
制
限
の
方
法
と
し
て
し
ば

し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(
叩

)
P
E
-
-
m吋
司
.
N
L
・
ω
仲間
y

コ0
.

〈日〉

E
L
-
m仲
間
》
・
吋
二
・
裁
判
所
は
、
利
益

(
E符
B

C
乃
至
保
証

(ω

耳
己
ロ
ミ
)
と
い
う
こ
と
ば
は
弾
力
的
に
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
、

「
委
任
状
保
有
者
に
必
要
と
さ
れ
る
利
益
は
、
代
理
権
の
行
使
の
結
果

生
ず
る
利
益
で
十
分
で
あ
る
」
と
す
る
公
r
E
R
M
Y

コO〉
。
そ
し

て
、
こ
の
判
例
は
、
従
来
の
コ
モ
ン
ロ
ー
ル
1
ル
を
最
も
緩
和
し
た
も

の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る

(
Z
c
F
O司
-
n
-
r
g
d・
3

「

岡山
2
J
弘
司
会
吋
ぺ
吋
}
H
E
B
E
-
-凹
y
n
t・
-
会
吋
Z
B
r
H
N
2・
え

同》・吋品印

u
-
0
5
2
f
抑印・
8
ヲ

ωNN)。

(
3
F
E〈
-
z
g
r
F
N
N吋

F

ω

8

2
〉

-
o
ω
(
一∞
-
o
y
F
0
3

ぐ・

3
n
s
n
認丘一

ω.ω
・。
D
-
L
Mり
a
.
。
自
・
ム
N0
・
Z
0・
NCM印

公
∞
由
。
・
な
お
反
対
の
判
例
と
し
て
、

g
s
z
g間
切

叶
Cω

〈・

ω昨
日
ア

氏
周
回
開

-

M
品
目
巧
炉
問
・
呂
田
・

5

z
・
4
『
-
N
内
回

ω司
会
田
主
)
(
先
買
権
を

有
し
て
い
る
株
主
が
多
数
株
主
で
あ
る
こ
と
か
ら

Y
∞
可
耳
ぐ
・

資

Y
向。同一作可
-
a
z
ω
7
0
一吋
M・
M
g
同ν
・
日
仏
吋
印
∞
(
一
∞
印
町
)
〈
先
買
権
を
与

え
る
に
つ
い
て
約
因
が
存
し
て
い
な
い
と
し
て
〉
が
あ
る
。

(
日
〉
の
円
g
r
ぐ
-
E
u
r
-
∞
∞
同
ロ
仏
・
〉
同
V同y
ω
8
・
5
N
Z・
回
目
。
∞

ハ
一
回
日
目
)
引
出
生
4
・
宮
内
旦
-
吋
2
2
の
0・・一
o
m
z
p
品
目
印
・
吋
∞
〉
・

由N
∞
(
-
2
0
)
・
な
お
反
対
の
判
例
と
し
て
、
巧
g
L
E
R
〈・ロロ

r
Z
5

hw
向
。
・
剛
山
・

(
U
D
-
-
ω
O
H
Y
U
一
〈
一
∞
∞
吋
〉
(
現
実
に
株
式
が
売
却
さ
れ

な
か
っ
た
と
し
て
)
二
凶
g
z
o
H
z
f
w湾
問
同
〈
・
同
州
g
r
o
-
M
一
由
同
ロ
仏
-

g
?
ω
∞
戸
同
日

ι
会
ω
(
一宏
N〉
(
代
理
人
に
売
買
権
を
与
え
た
契

約
の
解
除
と
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
の
撤
回
と
は
区
別
す
べ
き
も
の

と
し
て
〉
が
あ
る
。

(
リ
門

)
U
S
Z円〈
-
n
y
g・
出
・
巴
一
5
3
(
U
D
-
-
ω
m∞
可
P
N
m吋
・
∞
一
〉
-Nι

印吋吋

C
S
C
-
こ
の
判
例
に
お
い
て
も
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
州
最
高
裁
判

所
は
、
「
委
任
状
が
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
る
に
必
要
な
利
益

は
、
当
該
株
式
自
体

(
E
R
r
-
a
o一
四
)
に
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
は
な
く
、
会
社
に
対
し
て
有
す
る
一
般
的
利
益
或
い
は
議
決
権
の

行
使
に
よ
っ
て
な
そ
う
と
す
る
利
益
で
十
分
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い

る
(
号
広
・
∞
日
〉
-
M

仏
具
唱
・
日
間
一
)
。

(
日
)
こ
の
場
合
に
撤
回
し
え
な
い
こ
と
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
印

2
2
n
r司
-
m
N
O∞
MMV
・
Nω
回
引
〉
H
9
0同M
2
F
・
士

宮
-nr・
Ha・
問
。
ぐ
・
忠
岡
Y
M印
∞
二
4
0
F
a
-
n
t・-
g
C・
E
-
F・剛山
2
・

忠明》同
y

品{〕印。同県五・

ロ向
OFF-o
』

V
0
.
同州.の
0・〈
-
Zル
nrc}g・
回
∞
〉
F
.
s
.
一日

ω0・

(日山)
吋日
ω
(
一∞∞
ω)
・
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会社支配と株主間の合意 (1)

(
行
〉
円
ur名
目

g
d、・
F
S
F
E
Z
-
』

-F~・
8
∞
・
当
k
J

・
8
∞(一
U
O
O
)
・

〈刊悶
)
E
q
〈・

0
0
一1
H
F
F
U
M
M向
g
-
M
ω
0
・
8

z
・J
〔

ω
・白日吋〈一∞∞印〉・

(
川
は
)
そ
の
他
の
判
例
と
し
て
、
の
お
釘
ぐ
・
回
由
位
。

m，
H
H
5
2
8

。0・・
3

。
}
L
O
z
-
-
M・
宮
山
(
一
2
3
u
同，

ro百四
Mmoロ
忽
負
担
え
の
0
・
〈
-
開
・
回
・

巴
-
2
C
S口町。【
UG--
∞
∞
〈
?
N∞
N.
∞
品
〉
.
5
コ
(
一
回
一
Nγ

(加

)
E
ι
.
N
U
Z
e
t司

.
2
巳
司
・

m
g
.

(引〉

Eι
・一∞∞

ω・
巧
・
主
主
唱
・
∞
吋
∞
・

(
辺
)
も
っ
と
も
、
こ
の
判
決
は
、
最
高
裁
判
所
で
議
決
権
信
託
に
関
す
る

制
定
法
に
一
致
し
な
い
ゆ
え
に
無
効
と
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た

Q
m

ロt
-
n
r・
ω吋
7
5
0
K
H・
MLωω
∞
C
U印吋)〉。

(お〉

F
r
E
-
A吋同
ν
・
え
匂
・
印
∞
吋
・
も
っ
と
も
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
、

そ
の
後
反
対
の
判
例
が
出
て
い
る
。

ω
5官
。
ロ
〈
呂
巳
g
p
司

P
一

〉明者・

MUア

MASHYωhfN(-UMm〉・

〈刊け〉

N
U
U印一・の
r
・
2
0
・
日
〉
'N《
H
Aム
一
(
一
句
会
)
・

(お
)
-
Q
R
ω
}
・
ゆ
印
・
8
司・

ωNω
・
そ
の
理
由
と
し
て
、
議
決
権
代
理
行

使
委
任
状
の
保
有
者
は
、
現
実
に
は
本
人
の
た
め
に
行
為
す
る
の
で
は

な
く
、
ま
た
委
任
状
が
、
委
任
状
保
有
者
そ
の
他
本
人
以
外
の
者
の
た

め
に
授
与
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る

(
F
E
.
同ν
・

ωNω
〉。

〈
お
〉
一
。
、
E
E
Y
明印・
8
匂・

ω
N
4
h
(
u
r
a
g
-
忽
白
念
日
。
巧
俗
間
口
市
町

S
L

F
O
Q
g何

P
G
C
E
-
o
p
a
民俗
HJ、.V-mz-
一山
ωM-
巳

3
・
3
4
N

2
回

2
・
他
方
、
か
よ
う
な
コ
モ

γ
ロ
ー
ル
ー
ル
の
拡
大
は
、
株
式
所

有
者
の
議
決
権
を
不
当
に
奪
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
株
主
は
一
般
に

議
決
権
の
行
使
、
会
社
の
経
営
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
か
ら
、
ル

ー
ル
の
拡
大
に
は
あ
る
程
度
の
制
限
は
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
で
、

司
0
3吋
S
ロ
z
a
i
p
g
E芯
H
g同
の
解
釈
を
全
て
裁
判
所
に
委
ね

る
こ
と
は
混
乱
を
招
く
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
立
法
に
よ
る

明
確
な
定
義
づ
け
の
必
要
が
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る

(

J
『

r
o
g
p
o唱
の
仲
「
色
、
吋
2
E
F
-
m仰ぐ・
0

仲間》司・

3
M
l
3
5
0

な
お
、
日
本
に
お
い
て
は
、
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任

状
は
、
判
例
・
学
説
に
お
い
て
余
り
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
が
(
も
っ

と
も
、
喜
多
川
教
援
は
、
今
後
日
本
に
お
い
て
も
問
題
と
な
る
で
あ
ろ

う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
喜
多
川
篤
典
「
株
式
会
社
の
法
理
」
一
四
五

頁
)
、
た
と
え
撤
回
し
え
な
い
旨
を
合
意
し
て
も
、
代
理
権
授
与
者
は

任
意
に
撤
回
し
う
る
と
解
さ
れ
て
い
る
〈
し
か
し
、
株
主
名
簿
上
名
義

書
換
な
き
株
式
譲
受
人
が
譲
渡
人
よ
り
委
任
状
の
交
付
を
受
け
た
場

合
、
或
い
は
、
証
券
業
者
の
顧
客
の
株
式
な
ど
実
質
上
は
自
己
の
有
す

る
他
人
名
義
の
株
式
に
つ
い
て
委
任
状
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、

委
任
者
の
保
護
よ
り
も
受
任
者
の
利
益
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か

ら
、
委
任
状
撤
回
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
委
任
者
は
そ
の

責
を
負
う
と
さ
れ
て
い
る
。
菱
回
「
注
釈
会
社
法

ω」
七
回
頁
。
更

に
、
名
義
書
換
停
止
期
間
中
に
株
券
を
譲
り
受
け
た
者
が
、
譲
渡
人
よ

り
受
け
た
委
任
状
は
、
撤
回
し
え
な
い
代
理
権
で
あ
り
、
譲
受
人
た
る

最
初
の
代
理
人
の
議
決
権
行
使
の
み
が
有
効
と
な
る
と
す
る
見
解
が
あ

る
。
浜
上
、
前
掲
・
民
商
四

O
巻
一
号
五
三
・
五
四
頁
〉
。
な
お
、
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料

新
ド
イ
ツ
株
式
法
は
、
従
来
認
め
ら
れ
て
い
た
銀
行
な
ど
の
金
融
機
関

に
よ
る
寄
託
株
(
り
名
D
S
E
F
g
-
ロ
8
8
2
s
r
c
g〉
に
よ
る
議
決
権

行
使
を
禁
止
し
、
銀
行
は
書
面
に
よ
る
代
理
権
の
援
与
に
よ
ら
ね
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
が
、
そ
の
委
任
状
は
任
意
に
撤
回
し
う
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
(
一
九
六
五
年
株
式
法
一
三
五
条
二
項

参
照
〉
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
議
決
権
拘
束
契
約
の
締
結
に
際
し

て
、
撤
回
し
え
な
い
委
任

(
g
g仏
具
百
号
-ogZσ)
を
な
す
こ
と
は

違
法
と
さ
れ
て
い
る
(
同
e
o
p
u
s
-件
。
o
s
s
a♀
m
w
f
ι
E
・
石
田
・

ロ
。
二
一
一
~
℃
・
印
ω
品)。

(
げ
〉
印
虫
色
円
日
出
♂
掛

N
o
m
N
E
Y
M
ω
U
1
2
0
山〉凶作
-D同y
n
t・
-
全
包
囲
円
F
・

rmz-
主
唱

N

印U
・
な
お
、
新
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
事
業
会
社
法
は
、

「
制
定
法
に
お
い
て
援
権
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
議
決
権
を
売
却

し
ま
た
は
い
か
な
る
額
の
金
銭
も
し
く
は
有
価
物
を
対
価
と
し
て
い
か

な
る
者
に
対
し
て
も
議
決
す
る
た
め
の
委
任
状
を
発
行
し
て
は
な
ら
な

い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
公
立
・
白
期
間
呂
(
ゆ
)
)
)
。

(
お
)
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
代
理
は
、
こ
の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る

(
岡
山
田
「
〉
問
gnuご
湖
一

ω∞
(

N

)

〉
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
新

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
事
業
会
社
法
は
、
撤
回
し
え
な
い
旨
を
当
該
株
式
に

記
載
し
て
い
る
場
合
に
は
譲
受
人
に
も
効
力
が
及
ぶ
こ
と
を
明
示
す

る。

資

(
刊
日
〉

(
釦
)

z
o
n
Z
F
O同y
n
t
.
湖
一
回
ロ
ヲ
二
印
.

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
利
益
と
結
合
し
た
代
理
権
は
本

人
の
死
亡
に
よ
っ
て
も
消
滅
し
な
い
こ
と
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い

る
。
冨
o
n
z
p
。同
y
n昨
「
掛
一
∞
包
印
司
.
=
∞
引
二
一
凶

ru可可ロ冊
gω忠仲忌月F凶

Dえ同同司
ι同
BD同匂》旦『ユ
F庁。2岬SωR吋q》可、句
od唱匂。
2『ω
o町〉門口同
D吋Bロ巾
3》可、♂
.ω
一
ペ
ωと一r巾戸「• 

】

-
N
8
・俗仲間
y
N
U
Q
山一
m
g
F
〉
mgnuJ
抑
呂
田
(
H
)
'

島
)
・
な
お
、
同
ロ
円
。

ωrF円B貨
が
何
回

S
F
日

ω一
〉
宮
司
・
。
守
-
m
M
T
M
A∞
Z
・
J

円・

ω-hpu吋

(
3
2
〉
山

ω
S
R
何

H
E
-
-
何
語
足
立
叶

E
凹
片
除

ω円
三
口
四
回
目

Mr

A

、・

E
n
F片
付
巧
良
丘

F
官
円
。
0
・
(
前
掲
〉
・
立
法
で
規
定
す
る
も
の

と
し
て
、

z・
。
・
の

g
・
2
ぇ
・
掛
印
印
l
由
貿
伶
)
(
但
し
、
死
む
の
通
知
を

書
面
で
会
社
に
な
す
こ
と
を
要
求
〉
。
な
お
、
冨
弓
ロ
・
盟
主
-
K
F
ロロ・申

ω
ロデ

Nm(斗)・(一回品一円)〉・

【
一
ニ
】

制
定
法

多
く
の
州
で
は
、
模
範
事
業
会
社
法
を
採
用
し
、
代
理
権
授
与
期
間
に
つ

「
い
か
な
る
委
任
状
も
、
委
任
状
に
異
な
る
定
め
の
な
い
限
り
、
株

主
ま
た
は
そ
の
代
理
人
が
委
任
状
に
署
名
し
た
日
付
け
後
一
一
カ
月
を
経
過

【。λM
}

し
た
後
は
有
効
で
は
な
い
」
と
規
定
す
る
の
み
で
Y

撤
回
し
え
な
い
議
決
権

代
理
行
使
委
任
状
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の

J
2
1
a

い
て
、

i
p
E
吉
伸
司
2
ミ
の
概
念
如
何
に
よ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
判
断
は
全

て
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
て
い

mw
そ
し
て
、
若
干
の
州
で
は
、

「
委
任
状
が

利
益
と
結
合
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
そ
れ
を
作
成
し
た
株
主
が
任
意
に
撤

内

4
V

回
し
う
る
」
と
こ
の
こ
と
を
制
定
法
で
明
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、

E
n
s
-
a
s
p
g
-
2
2
2九
の
具
体
的
要
件
を
制
定
法
で

北法21(2・166)354



定
め
る
も
の
が
出
て
い
る
。

i

ペ
ン
シ
ル
バ
エ
ア
州
事
業
会
社
法

Q
P
ω
E
-
〉

E
・

e・
-
印
帥

r
t
¥も

回
目
l
印
宝
豆
、

(
E
z
-
-
u
E
)
)は
、
「
利
益
と
結
合
し
た
委
任
状
と
は
、

株
主
の
債
権
者
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
委
任
状
で
あ
り
、
か
よ
う
な
委
任
状

は
債
務
が
弁
済
さ
れ
る
ま
で
有
効
で
あ
る
。
」
と
し
、
利
益
の
範
囲
を
限
定

す
る
。ハ
川
新
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
業
会
社
法
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
最
も
詳
細
な

f
t

、、

規
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
六

O
九
条
(

f

)

尚
、
「
撤
回
不
能

委
任
状
と
称
し
」
か
っ
「
撤
回
し
え
な
い
旨
を
記
載
す
る
」
委
任
状
は
、
次

の
い
ず
れ
か
の
者
ま
た
は
そ
の
指
図
人
に
よ
り
保
有
さ
れ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

)
 

噌

I(
 

会社支配と株主聞の合意

質
権
者
。

(2) 

株
式
を
買
受
け
ま
た
は
買
受
け
る
契
約
を
な
し
た
者
。

と
し
て
与
え
ら
れ
た
旨
、
及
び
信
用
の
額
な
ら
び
に
信
用
を
供
与
し
ま
た
は

(3) 

委
任
状
が
会
社
に
対
す
る
信
用
の
供
与
ま
た
は
そ
の
継
続
を
対
価

こ
れ
を
継
続
す
る
者
の
氏
名
が
委
任
状
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

る
債
権
者
。

て
、
委
任
状
を
対
価
と
し
て
会
社
に
信
用
を
供
与
し
ま
た
は
こ
れ
を
継
続
す

(4) 

委
任
状
が
雇
傭
契
約
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
委

任
状
が
一
雇
傭
契
約
の
対
側
と
し
て
与
え
ら
れ
た
旨
、
及
び
従
業
員
の
氏
名
な

ら
び
に
雇
傭
契
約
の
期
間
が
委
任
状
に
-
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

会
社
の
役
員
と
し
て
役
務
を
提
供
す
る
契
約
を
な
し
た
者
。

p
h
u
 

議
決
権
拘
束
契
約
に
も
と
づ
い
て
、
ま
た
は
こ
の
契
約
に
も
と
づ

F
ヴ
a
}

き
指
名
さ
れ
た
者
σ

な
お
、
質
権
を
受
戻
し
、
会
社
の
債
務
を
弁
済
し
、
雇

傭
契
約
に
定
め
る
雇
傭
期
間
が
満
了
し
、
ま
た
は
議
決
権
拘
束
契
約
が
終
了

し
た
後
は
、
撤
回
し
う
る
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
刷
、
川
刊
の
場
合
に
は
、
委

ハ
B
V

任
状
の
日
付
後
三
年
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
定
め
る
。
更
に
、
委

任
状
の
存
在
及
び
そ
の
撤
回
不
能
が
、
そ
の
株
式
を
表
彰
す
る
証
券
の
表

面
ま
た
は
裏
面
に
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
撤
回
し
え
な
い
こ
と

を
知
ら
ず
に
株
式
を
買
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

(
9
)

〈

刊

)

〈

日

)

を
規
定
す
る
。
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
法
も
、

ユュ

l
E
!
ク
州
と
大
体
同
様
な
規
定
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
江

ー
ヨ
l
F
州
法
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
で
い
う
利
益
公
三
角
由
。
の
概
念
に
つ

い
て
の
混
乱
を
明
確
に
し
た
立
法
と
し
て
高
く
-
評
価
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

…m
広
汎
な
規
定
の
仕
方
を
す
る
も
の
と
し
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
一
般
会

社
法

(F?
の
o
母
〉
S
・

g-
∞

ゆ

M
↓
M
(
。)・

(
-
8
3
)
が
あ
り
、
「
委
任
状

は
、
委
任
状
と
結
合
し
た
利
益
が
、
株
式
自
体
に
存
す
る
か
、
或
い
は
、
当

該
会
社
に
つ
い
て
一
般
的
に
存
す
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
撤
回
し
え
な
い
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料

も
の
と
な
し
う
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
委
任
状
を
対

資

価
と
し
て
会
社
に
貸
付
を
な
し
た
者
、
委
任
状
が
雇
傭
契
約
の
対
価
と
し
て

与
え
ら
れ
た
者
、
或
い
は
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
も
と
づ
い
て
多
仔
釈
が
与

え
ら
れ
た
者
に
も
撤
回
し
え
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い

mw

(
1
)
宮
&
。
一
回
5
・
(
U
D
号
・
〉
円
同
期

ω
一
宮
同
・

ω
(
一
8
3
・

(
2
)
開
・
間
二
宮
門
目
・
〉
ロ
ロ
・

(
U
D
L
巾印門戸

Mω

掛
ム
ω
B
K
S
・

(
-
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